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第1章  都市計画対象道路事業の名称 

 

諏訪都市計画道路 ３・４・２０号諏訪バイパス沖田大和線 

下諏訪都市計画道路 ３・４・６号高木東山田線 
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第2章  都市計画決定権者及び事業予定者の名称 

2.1 都市計画決定権者の名称 

  都市計画決定権者の名称：長野県 

  代 表 者 の 氏 名：長野県知事 阿部
あ べ

 守一
しゅいち

 

  住 所：長野県長野市大字南長野字幅下 692 番地２ 

 

2.2 事業予定者の名称 

  事 業 予 定 者 の 名 称：国土交通省関東地方整備局 

  代 表 者 の 氏 名：国土交通省 関東地方整備局長 廣瀬
ひ ろ せ

 昌
まさ

由
よし

 

  住 所：埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１ 
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第3章  都市計画対象道路事業の目的及び内容（事業特性）  

3.1 都市計画対象道路事業の目的 

本事業は、図 3.1.1に示すとおり、長野県の諏訪地域に位置し、首都圏、中京圏か

ら概ね 150km 圏内で、2 時間程度でアクセスできる位置にあります。また、一般国道

20 号は、東京を起点とし、長野県塩尻市までの延長約 230km の主要幹線道路で、諏

訪都市計画道路３・４・２０号諏訪バイパス沖田大和線、下諏訪都市計画道路３・

４・６号高木東山田線は、その一般国道 20 号のバイパスとして、諏訪市と下諏訪町

を結ぶ延長約 11km の道路です。 

一般国道 20 号の対象区間では、過去、異常豪雨に伴う道路冠水により、交通不能

事象が複数回発生しています。また、東西に移動する道路が限られていることや踏切

が 2 箇所あること等により、慢性的な交通混雑が発生しています。沿道の家屋や店舗

への出入り交通が本線交通の阻害となっており、交通事故も多く発生しています。さ

らに、交通混雑が発生していることから、観光業や製造業、緊急輸送活動への影響も

出ています。 

以上の課題と当該道路に求められる機能から、政策目標は以下に示すとおりとしま

す。 

○災害に強い代替路の確保 

○交通の円滑化 

○交通安全の確保 

○地域産業の活性化 

○安心・快適な暮らしづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.1 都市計画対象道路事業の位置 
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3.2 都市計画対象道路事業の内容 

3.2.1 都市計画対象道路事業の種類 

一般国道の改築 

 

3.2.2 都市計画対象道路事業実施区域の位置 

1）  起終点 

起点：長野県諏訪市四賀 

終点：長野県諏訪郡下諏訪町東町 

 

2）  都市計画対象道路事業実施区域の位置 

計画路線により土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築がありうる範囲

を「都市計画対象道路事業実施区域」（以下、「実施区域」といいます。）といい、

その位置は、図 3.2.1に示すとおりです。 

また、都市計画対象道路事業に係る地域特性の把握は、原則として「実施区域及

びその周囲」（以下、「調査区域」といいます。）で行い、統計資料等の行政単位に

よる文献調査の場合は、「調査区域に含まれる岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡下

諏訪町の 3 市 1 町」（以下、「関係市町」といいます。）について行いました。これ

らの関係市町は、表 3.2.1に示すとおりです。 

 

表 3.2.1 関係市町 

県名 市町名 

長野県 

岡谷市 

諏訪市 

茅野市 

諏訪郡下諏訪町 (以下、「下諏訪町」といいます。） 

計 3市1町 
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図 3.2.1 都市計画対象道路事業実施区域の位置 

※調査区域は、本図面の範囲内（調査対象外を除く）

を示す。 
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3.2.3 都市計画対象道路事業の規模 

延長  ：約 10.3km 

 

3.2.4 都市計画対象道路事業に係る道路の車線の数 

車線数 ：4 車線 

 

3.2.5 都市計画対象道路事業に係る道路の設計速度 

設計速度：60km/時 

 

3.2.6 都市計画対象道路事業に係る道路の区分、計画交通量及び構造の概要 

1）  道路区分（種級） 

第 3 種第 2 級 

 

2）  計画交通量 

計画交通量は、「平成 22 年度道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）」（国土

交通省）を基に、以下の推計手順により算出しました。推計年次は、交通が定常状

態になると見込まれる西暦 2030 年としました。 
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(1) 推計手順 

計画交通量の推計は、以下の考え方で行いました。推計手順は、図 3.2.2に示す

とおりです。 

 

ア. 現況の道路ネットワーク 

現況の道路ネットワークは、対象とする道路を次のように設定しました。 

・計画路線周辺地域：高速自動車国道、国道、県道、主要な市町村道 

・その他の地域  ：高速自動車国道、国道、県道、主要な市町村道 

 

イ. 現況の自動車 OD 

現況の自動車 OD は、平成 22 年度道路交通センサスで作成された自動車 OD を基

に、道路ネットワークの粗密に応じて、同センサスを基にゾーニングを実施しまし

た。具体的には、計画路線周辺地域については同センサスのゾーンを分割し、その

他の県内地域では同センサスのゾーンを用い、県外地域では計算の簡略化を図るた

めゾーニングの統合を行い、現況の自動車 OD を作成しました。 

 

ウ. 現況交通量の推計 

現況交通量の推計は、「ア.現況の道路ネットワーク」に対して「イ.現況の自動

車 OD」を配分し、現況交通量の推計を行い、平成 22 年度道路交通センサスの現況

実測交通量との整合性を確認しました。 

なお、配分は以下の考え方で行いました。 

・自動車が出発地から目的地に移動するとき、所要時間が最も短い経路が選択さ

れる。 

・有料道路に関しては、一般道との所要時間の差及び料金に応じ、転換が生じる。  

 

エ. 将来の道路ネットワーク 

将来の道路ネットワークは、「ア.現況の道路ネットワーク」に西暦 2030 年まで

に整備が見込まれる路線について整備内容（新築・改良）を反映しました。 

 

オ. 将来の自動車 OD 

将来の自動車 OD は、平成 22 年度道路交通センサスを用いて作成された将来の自

動車 OD を基に、「イ.現況の自動車 OD」と同様の考え方により作成しました。 

 

カ. 計画交通量の推計 

計画交通量の推計は、「エ.将来の道路ネットワーク」に対して「オ.将来の自動

車 OD」を行い、「ウ.現況交通量の推計」と同様の考え方により、将来の計画交通

量を推計しました。推計結果は、図 3.2.3に示すとおりです。 
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図 3.2.2 計画交通量推計手順 

 

 
注：交差点名は仮称である。 

図 3.2.3 計画交通量（西暦 2030 年） 

 

ア. 現況の道路ネットワーク 平成 22 年度道路交通センサス OD 表 

イ. 現況の自動車 OD 

ウ. 現況交通量の推計 

現況実測交通量 

整合性の確認 

将来計画道路 

エ. 将来の道路ネットワーク オ. 将来の自動車 OD 

カ. 計画交通量の推計 

【現況】 

【将来】 
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3）  都市計画対象道路事業に係る構造の概要 

道路構造は、地下式（トンネル構造）が大部分ですが、河川横断部及び既存の道

路等の交差点部等では地表式（平面構造・盛土構造・切土構造）及び嵩上式（盛土

構造・高架構造）を採用しました。 

道路構造の種類の区分は表 3.2.2及び図 3.2.4に、標準横断構成は図 3.2.5に示

すとおりです。 

 

表 3.2.2 道路構造の種類、概ねの位置、延長 

道路構造の種類の区分 概ねの位置 延長 

平面構造 諏訪市四賀 上り 約 0.4km 

盛土構造 

諏訪市四賀 上り 約 0.4km 

諏訪市上諏訪 上り 約 0.1km 

下諏訪町東高木 上り 約 0.6km 

下諏訪町武居南 上り 約 0.2km 

切土構造 
諏訪市上諏訪 上り 約 0.1km 

下諏訪町東町中 上り 約 0.05km 

高架構造 

諏訪市四賀 上り 約 0.9km 

諏訪市上諏訪 上り 約 0.01km 

下諏訪町東高木 下り 約 0.1km 

下諏訪町武居南 上り 約 0.03km 

下諏訪町武居南 上り 約 0.02km 

トンネル構造 

諏訪市四賀～諏訪市上諏訪 

（諏訪第 1 トンネル） 
上り 約 3.0 ㎞ 

諏訪市上諏訪～下諏訪町東高木 

（諏訪第 2 トンネル） 
上り 約 2.0 ㎞ 

下諏訪町東高木～下諏訪町武居南 

（下諏訪第 1 トンネル） 
上り 約 1.2 ㎞ 

下諏訪町武居南～下諏訪町東町中 

（下諏訪第 2 トンネル） 
上り 約 1.3 ㎞ 
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図 3.2.4 道路構造図 
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平面構造の単一区間 

 

    

盛土構造の単一区間 

 

 

 

 

高架構造の単一区間 

 

 

図 3.2.5（1） 標準横断構成 
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トンネル構造 

 

 

図 3.2.5（2） 標準横断構成  
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3.2.7 都市計画対象道路事業の工事計画の概要 

1）  工事区分及び想定される工種 

本事業の工事は、土工、橋梁工、トンネル工の 3 種類から構成されます。工事区

分及び想定される工種は、表 3.2.3に示すとおりです。 

なお、トンネル工事については夜間作業が発生しますが、夜間作業を極力少なく

するよう工事計画を検討し、関係機関と協議の上、事業を進めます。  

 

表 3.2.3 主な工事区分の概要 

道路構造の種類 工事区分 想定される工種 

土工部 

平面部 

盛土部 
土工 

準備工、擁壁工、道路土工（盛土工）、法面工、舗装工 

切土部 準備工、掘削工、法面工、舗装工 

高架部 橋梁工 
準備工、基礎杭工、掘削工、土留工、橋台・橋脚工、橋桁架

設工、床版工、舗装工 

トンネル部 トンネル工 準備工、掘削工、支保工、覆工、舗装工、設備工 
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2）  施工方法 

(1) 土工 

ア. 盛土部（平面部含む） 

盛土部の土工工事の施工順序は、図 3.2.6に示すとおりです。準備工として工事

用道路の建設、工事施工ヤードの整備及び機材の搬入を終えた後、擁壁工を施しま

す。擁壁の構築後、盛土工として実施区域内より運搬された土砂等をまき出し、敷

均した後に転圧機械により締め固め作業を行います。この作業を繰り返し、舗装面

下まで盛土を構築します。盛土工を進めた段階で、機械による法面整形及び法面緑

化を施工して法面保護を行います。最後に機械施工により舗装面を施工して完成と

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 3.2.6 土工工事（盛土部）の施工順序 

 

①擁壁工 

②道路土工（盛土部） 

擁壁工 

道路土工（盛土部） 

法面工 

舗装工 

③法面工 

④舗装工 

コンクリートミキサー  バックホウ  

タイヤローラ  

ブルドーザ  
ダンプトラック  

吹付機  バックホウ  

タイヤローラ  
アスファルト  

フィニッシャー  
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イ. 切土部 

切土部の土工工事の施工順序は、図 3.2.7に示すとおりです。準備工として工事

用道路の建設、工事施工ヤードの整備及び機材の搬入を終え、掘削工を施工した後

に、機械による法面整形及び法面緑化等を施工して法面保護を行います。最後に機

械施工により、舗装面を施工して完成となります。なお、掘削した土砂は、トラッ

ク等により盛土部に運搬し、盛土材として転用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 3.2.7 土工工事（切土部）の施工順序 

 

 

 

①掘削工 
掘削工 

法面工 

舗装工 

②法面工 

③舗装工 

ダンプトラック  バックホウ  

吹付機  バックホウ  

アスファルト  

フィニッシャー  



-3-14- 

(2) 橋梁工 

ア. 高架部 

橋梁工事の施工順序は、図 3.2.8に示すとおりです。準備工として工事用道路の

建設、工事施工ヤードの整備及び機材の搬入を終え、最初に橋台・橋脚の基礎とし

ての杭を施工し、掘削、土留めを行った後、橋台・橋脚の躯体を構築します。躯体

完成後、橋桁を架設し、床版を施工した後に舗装工を施工して完成となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 3.2.8（1） 橋梁工事の施工順序 

 

 

 

 

 

 

①基礎杭工 

②掘削工・土留工 

基礎杭工 

掘削工・土留工 

橋台・橋脚工 

橋桁架設工 

③橋台・橋脚工 

④橋桁架設工 

杭打機  

バイブロ  

ハンマ  
バックホウ  ダンプ  

トラック  

コンクリート

ポンプ車  

クレーン  

床版工 

舗装工 
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図 3.2.8（2） 橋梁工事の施工順序 

 

 

 

 

⑤床版工 

⑥舗装工 

コンクリートポンプ車  

アスファルト  

フィニッシャー  
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(3) トンネル工 

ア. トンネル部 

トンネル工事の施工順序は、図 3.2.9に示すとおりです。準備工として工事用道

路の建設、工事施工ヤードの整備及び機材の搬入を終え、掘削工を施工した後に、

掘削した壁面にコンクリートを吹き付けて固め、さらにロックボルトを打設して地

山と一体化させる NATM 工法で施工します。最後に機械施工により、舗装工を施工

して完成となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図 3.2.9 トンネル工事の施工順序 

①掘削工 

②支保工 

掘削工 

支保工 

防水シート張 

覆工 

③覆工 

④舗装工・設備工 

コンクリート

ポンプ車  

舗装工・設備工 

アスファルト  

フィニッシャー  

ダンプトラック  バックホウ  

吹付機  
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3）  使用する主な建設機械及び工事用車両 

各工事の主な作業内容と、使用する主な建設機械及び資材及び機械の運搬に用い

る車両（以下、「工事用車両」といいます。）は、表 3.2.4に示すとおりです。 

 

表 3.2.4 使用する主な建設機械及び工事用車両 

区分 主な工種 主な作業内容（種別） 主な建設機械及び工事用車両 

土工 

擁壁工 支保工、コンクリート工 コンクリートミキサー車、クレーン、 

バックホウ 

道路土工 盛土工 ブルドーザ、タイヤローラ、 

ダンプトラック 

法面工 法面整形工、種子吹付工 バックホウ、吹付機、トラック 

掘削工 掘削工 バックホウ、クレーン、ダンプトラック 

舗装工 アスファルト舗装工 アスファルトフィニッシャー 

橋梁工 

基礎杭工 場所打杭工 

（オールケーシング） 

オールケーシング掘削機 

土留工 土留工 クレーン、バイブロハンマ 

掘削工 掘削工 バックホウ、ダンプトラック、クレーン 

橋台・橋脚工 コンクリート工 コンクリートポンプ車、クレーン 

橋桁架設工 橋桁架設工 クレーン 

床版工 コンクリート工 コンクリートポンプ車、クレーン 

舗装工 アスファルト舗装工 アスファルトフィニッシャー 

トンネル

工 

掘削工・支保工 掘削工、支保工 トンネル掘削機、ブルドーザ、吹付機、 

バックホウ、ダンプトラック 

覆工 コンクリート工 コンクリートポンプ車 

舗装工・トンネル

設備工 

アスファルト舗装工、設備工 アスファルトフィニッシャー 
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4）  工事施工ヤード、工事用道路の設置位置 

工事施工ヤードは、計画路線の区域内を極力利用する計画です。また、工事用道

路は、計画路線の区域内及び既存道路を極力利用する計画です。 

工事用車両（搬入搬出車両）は大別すると、盛土及び掘削土の搬入搬出用等のダ

ンプトラック、鋼材等の資材搬入のトレーラ、トラック及びコンクリート搬入のコ

ンクリートミキサー車です。想定される主な工事用車両の運行ルート及び運行台数

は、表 3.2.5及び図 3.2.10に示すとおりです。 

 

表 3.2.5 工事用車両の運行ルート及び運行台数 

[単位：台/日] 

地点 車両の通行ルート 1 日最大延べ工事用車両台数 

諏訪市四賀１ 一般国道 20 号バイパス 500 

諏訪市四賀 2 一般国道 20 号 840 

諏訪市四賀 3 一般県道諏訪茅野線 540 

諏訪市上諏訪 主要地方道諏訪白樺湖小諸線 780 

下諏訪町東高木 仮設道路 460 

下諏訪町高木 一般国道 20 号 460 

下諏訪町東町中 一般国道 142 号 570 

注 1：工事用車両が運行する時間は、8 時～12 時、13 時～17 時を計画した。 

注 2：1 日最大延べ工事用車両台数は、往復の台数を示す。 

 



-3-19- 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.10 工事用車両の運行ルート 
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5）  工事工程の概要 

工事着手から完成までの期間は、概ね 10 年を想定しています。 

作業工程表は、表 3.2.6に示すとおりです。 

 

表 3.2.6 作業工程表 

工事区分 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 

工事準備           

土工           

橋梁工           

トンネル工           

 

3.2.8 都市計画対象道路事業の連結位置 

交差点の位置及び接続道路は、表 3.2.7に示すとおりです。 

 

表 3.2.7 交差点の概要 

交差点の概要 接続道路 

諏訪市四賀 1（仮称） 
一般国道 20 号バイパス 

一般県道神宮寺諏訪線 

諏訪市四賀 2（仮称） 一般県道諏訪湖四賀線 

諏訪市四賀 3（仮称） 
一般国道 20 号 

一般県道諏訪茅野線 

諏訪市上諏訪（仮称） 
主要地方道諏訪白樺湖小諸線 

市道角間新田線 

下諏訪町武居南（仮称） 町道御射山道線 

下諏訪町東町中（仮称） 
一般国道 20 号下諏訪岡谷バイパス 

一般国道 142 号 

 

3.2.9 都市計画対象道路事業に係るその他の事項 

休憩所（パーキングエリア、サービスエリア）の設置は予定していません。  
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3.3 その他の都市計画対象道路事業に関する事項 

3.3.1 都市計画対象道路事業の経緯 

一般国道 20 号（長野県諏訪市～下諏訪町間）は、長野県諏訪市四賀～諏訪郡下

諏訪町東町に至る路線で、昭和 47 年に都市計画決定されています。今般、地域や

交通等の課題が見られますので、その解決に有用な道路整備の計画検討を進め、事

業予定者が、図 3.3.1に示すとおり、平成 25 年度から計画段階評価の手続きを実

施しており、構想段階における道路計画のアンケート調査や、「社会資本整備審議

会 道路分科会 関東地方小委員会」（以下、「関東地方小委員会」といいます。）

を 3 回実施しました。 

 

○対応方針（案）
について

≪地域の意見聴取≫

対象者：長野県知事
諏訪市長
下諏訪町長

○対策案選定時に
重視する政策目
標・配慮事項
●第２回意見聴取
方法

≪地域の意見聴取≫

対象者：地域住民
道路利用者
企業 等

■第１回意見聴
取結果 確認

■対応方針の検
討

■第２回意見聴
取方法

対
応
方
針
の
決
定
（
道
路
が
通
る
概
ね
の
ル
ー
ト
）

■第２回意見聴
取結果の確認

■対応方針案の
検討

第３回
関東地方
小委員会

地域の
意見聴取
（第２回）

第２回
関東地方
小委員会

【平成26年7月】

地域の
意見聴取
（第１回）

【平成26年2月～3月】

①地域の課題
②政策目標の案
③道路整備の必要性
④検討にあたって
配慮すべき事項等

●第1回意見聴取
方法

≪地域の意見聴取≫
対象者：地域住民

道路利用者
企業 等

【平成25年11月】

第１回
関東地方
小委員会

■地域の現状
と課題

■政策目標の
案の設定

■第１回意見
聴取方法

■計画段階評
価の進め方

【平成26年9月～10月】

県知事・関係市
町長への意見照

会

【平成28年4月】 【平成28年4月】

関 東 地 方 小 委 員 会
 

図 3.3.1 意見聴取の状況 

 

 

第 1 回関東地方小委員会において、概略計画の検討プロセスを明確化し、計画検

討の発議を行いました。 

第 2 回関東地方小委員会において、諏訪地域の課題を早期に解決する政策目標を

設定し、ルート帯案を設定しました。また、ルート帯案と 2 つの比較案の特徴を、

「政策目標」と「道路整備による影響」の視点から整理しました。設定したルート

帯案は図 3.3.2に、ルート帯案の比較表は表 3.3.1に示すとおりです。



 

-
3
-
2
2
-
 

 

 
出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局） 

図 3.3.2 設定したルート帯案の概要 

 

 



 

-
3
-
2
3
-
 

 

表 3.3.1 ルート帯案の比較表 

 
出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局） 
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第 3 回関東地方小委員会において、意見聴取の結果（ルート帯案に関すること）

のまとめ、意見聴取で重視されている項目での複数案の比較評価を行いました。複

数案の比較評価は表 3.3.2に示すとおりです。 

比較評価の結果、【案】バイパス案（山側ルート）は、図 3.3.3に示すとおり、2

つの比較案に比べ、課題を解決するための政策目標である、災害に強い代替路の確

保、交通の円滑化、交通安全の確保、地域産業の活性化への効果、安心・快適な暮

らしづくりが優れています。また、環境への影響、地域分断、経済面でも優れてお

り、意見聴取で得られた地域のニーズにも応えることが可能です。そのため、以下

のとおり、対応方針（案）を示しました。 

 

◆対応方針（案） 

・バイパス案（山側ルート）とする。 

 

〔理由〕 

・バイパス案（山側ルート）は、政策目標である交通の円滑化、災害に強い代

替路の確保を図り、生活環境などに配慮し、安心・快適な暮らしづくりに寄

与する道路である。また、家屋への影響、経済性の面でも優れており、意見

聴取で得られた地域のニーズにも応えられる。 

  
出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局） 

 



 

-
3
-
2
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-
 

 

表 3.3.2 複数案の比較評価 

 
出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局） 

 



 

-
3
-
2
6
-
 

 

 
出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局） 

図 3.3.3 対応方針（案） 
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3.3.2 計画段階環境配慮書以降方法書までの経緯 

関東地方小委員会での有識者や県民等の意見を踏まえ、事業予定者が、「計画段

階環境配慮書」（以下、「配慮書」といいます。）を作成し、平成 28 年 10 月 18 日の

国土交通大臣意見をもって、配慮書の手続きを完了しました。その後、事業予定者

が、配慮書において複数案としていたルート帯のうち、「バイパス案（山側ルー

ト）」を対応方針として決定しました。なお、選定した理由は以下に示すとおりで

す。 

 

（理由） 

バイパス案（山側ルート）は、政策目標である交通の円滑化、災害に強い代替路

の確保、交通安全の確保を図るとともに、生活環境などに配慮し、安心・快適な暮

らしづくりや地域産業の活性化に寄与する道路です。また、家屋への影響、経済性

の面でも優れており、意見聴取で得られた地域のニーズにも応えられます。  

 

 

3.3.3 方法書以降準備書までの経緯 

対応方針の決定を受けて、平成 29 年 4 月に「環境影響評価方法書」（以下、「方

法書」といいます。）を作成し、公告・縦覧しました。縦覧期間中に「方法書説明

会」を 4 回開催するとともに、一般及び知事から意見を聴取しました。方法書の手

続きは、平成 29 年 10 月 26 日の知事意見を受け、平成 30 年 1 月に項目並びに調査、

予測及び評価の手法の選定について、事業予定者からの選定に係る資料の送付をも

って完了しました。その後、令和 2 年 9 月から都市計画素案やルート・構造に関す

る説明会を開催し、一般から都市計画素案に関する意見を聴取しました。 

 

 

3.3.4 準備書以降評価書までの経緯 

令和 3 年 3 月に「環境影響評価準備書」（以下、「準備書」といいます。）を作成

し、公告・縦覧しました。縦覧期間中に「準備書説明会」を 4 回開催するとともに、

一般及び知事から意見を聴取しました。準備書の手続きは、令和 4 年 3 月 29 日に

知事意見が述べられたことをもって完了しました。 

知事意見を勘案するとともに、一般の環境保全の見地からの意見に配意して準備

書の記載事項について検討を加え、「環境影響評価書」（以下、「評価書」といいま

す。）を作成し、令和 4 年 7 月に国土交通大臣及び都市計画同意権者である国土交

通省関東地方整備局長に送付しました。その後、令和 4 年 9 月に国土交通大臣及び

国土交通省関東地方整備局長から評価書に対して意見が述べられました。評価書は、

当該意見を勘案して、記載事項について検討を加えて補正しました。 
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3.3.5 環境保全への配慮事項 

1）  計画路線の位置・構造に係る配慮事項 

(1) 計画路線の位置 

計画路線は位置及び基本構造の検討段階から、集落及び市街地、学校・病院その

他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設、重要な地形及び地質、注目すべ

き生息地、重要な植物群落、主要な眺望点及び景観資源、主要な人と自然との触れ

合いの活動の場及びそれを取り巻く自然資源、現在確認されている文化財の通過を

できる限り回避するとともに、自然環境及び土地の改変量を極力抑えた計画として

おり、環境負荷を回避又は低減させた計画としています。 

 

(2) 計画路線の構造 

渡河部においては、河川の改変を極力抑えるとともに、河川の機能を確保し、河

川の流れを阻害しない河川幅を確保した計画としています。また、橋脚の設置を予

定している上川及び中門川では、低水路に接しない位置に橋脚を設置するとともに、

必要以上に橋脚の断面積を大きくしない計画としています。  

また、計画路線が通過する横断道路や水路については、橋梁構造による横断及び

桁下空間の確保、カルバート等の設置、付け替え道路の整備、流路の付け替え、ト

ンネル構造の採用により機能を確保します。 

さらに、構造物・道路付属物の検討にあたっては、周辺景観との調和や、地域住

民に配慮するとともに、法面保護及び景観保全の観点から、法面は植生による緑化

を行います。緑化にあたっては、在来種の使用により地域の生態系に影響が生じな

いように留意します。道路照明の構造については、周辺環境への影響に配慮します。 

動物の事故を防止するため、樹林地と連続するトンネル坑口部等には、侵入防止

柵の設置を検討します。坑口部の落石や崩落がないように、事業実施段階において、

詳細な地質調査を実施したうえで、詳細設計で崩落防止対策等の検討を行っていく

こととしています。 

なお、詳細な設計の検討にあたっては、事業実施段階において、環境影響評価の

結果に基づき環境保全に十分配慮して行うとともに、測量、地質調査及び詳細な設

計等を行う各段階において、地域の方々に理解が得られるよう、具体的な説明等を

行っていくこととします。 

 

(3) 断層帯、土砂災害特別警戒区域及び軟弱地盤地域 

計画路線は、位置及び基本構造の検討段階から、断層帯、土砂災害特別警戒区域

及び軟弱地盤地域に配慮した計画とし、断層帯については、トンネル構造での通過

をできる限り回避した計画としています。土砂災害特別警戒区域については、土工

での通過をできる限り回避するとともに、土工で通過する場合は地形改変を極力少

なくした計画としています。軟弱地盤地域については、嵩上式で通過する場合には

橋梁構造を採用し、地盤沈下による影響をできる限り低減した計画としています。 
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また、詳細な道路構造、施工方法等については、事業実施段階において、断層帯、

土砂災害特別警戒区域及び軟弱地盤地域について、最新の情報を収集整理し適切に

把握した上で十分に配慮して検討します。断層帯については、「道路橋示方書・同

解説」（平成 29 年 11 月 公益社団法人日本道路協会）、「道路土工構造物技術基

準・同解説」（平成 29 年 3 月 公益社団法人日本道路協会）、「トンネル標準示方

書」（平成 28 年 9 月 土木学会）等に基づき耐震性能を有する道路設計を行い、安

全面に十分配慮します。具体的には、最新の文献や地形判読により、断層帯又はそ

の可能性のある地形を抽出した上で、現地踏査、ボーリング調査、弾性波及び電気

等の各種物理探査やボーリング孔を利用した検層等の詳細な地質調査により、工事

に支障となる可能性がある断層帯をできる限り事前に把握し、その位置及び性状を

検証します。トンネル構築における断層変位に関する対策及び配慮の方針について

は、過去に地震で被災したトンネル事例等の最新の知見も踏まえ、専門家等の意見

及び指導を得ながら、適切にトンネル設計及び施工計画に反映します。土砂災害特

別警戒区域については、トンネル構造と地すべり危険箇所等の位置関係から、地山

及びトンネルの安定性を評価し、地すべり線の抵抗力が低くなると判断される箇所

は、トンネル掘削の補助工法等を検討します。また、施工管理の一環として、計測

管理等を行いながら工事を実施します。軟弱地盤地域については、今後、詳細な地

質調査を行い、必要に応じて地盤沈下の発生に十分配慮した施工方法等を検討しま

す。 

さらに、事業実施段階において、詳細な地質調査結果を設計に反映し、安全面に

十分配慮するとともに、地域の方々が災害に対して懸念されていることについて、

説明を行っていくこととします。また、重大な影響が生じるおそれが確認された場

合には、直ちに工事を中断し、必要な措置を講じます。 

 

(4) 地下水及び断層帯 

事業実施段階においては、道路設計に必要な地下水情報を得るために、専門家等

の意見及び指導を得ながら、詳細な地質調査を実施し、断層帯の詳細な位置、帯水

層区分、尾根部を通るトンネルと地下水位の関係、地下水流動系と断層破砕帯との

関係、河川と地下水との連続性や流出入の状況等の把握に努めます。地下水流動系

と断層破砕帯との関係については、必要な箇所において、断層帯を挟んだ両側に地

下水観測孔を設置した調査等を実施し、できる限り事前に断層帯周辺の地下水の分

布状況の把握に努めます。それらの結果を踏まえて、3 次元による浸透流解析等の

数値解析を実施し、事業による影響をできる限り事前に把握し、道路設計及び施工

計画に反映して工事を実施していきます。 

また、文献等に記載されていない井戸や湧水等の個別の水利用の実態についても

関係機関と連携しながら事前に把握し、必要な箇所については自記水位計による連

続観測を実施し、工事着手前段階から適切なモニタリング計画を立案し、実施して

いきます。 
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2）  工事計画に係る配慮事項 

(1) 工事全般 

事業の実施に伴い発生する建設発生土については、「資源の有効な利用の促進に

関する法律」（平成 3 年 4 月 26 日法律第 48 号、改正：平成 26 年 6 月 13 日法律第

69 号）等に従い、できる限り盛土材等として本事業内での利用に努めるとともに、

本事業で発生する建設発生土に関する情報提供あるいは建設発生土を必要とする他

の公共事業等の情報収集に努めます。なお、建設発生土の事業外搬出に関して、搬

出先で不適正な処分が行われないよう、事業者において、利用・処分の流れを把

握・管理し、適正な利用・処分を確認します。建設発生土の具体的な利用・処分方

法については、事業実施段階において他の公共事業等の状況を踏まえ検討します。  

トンネル掘削に伴う建設発生土については、有害物質の含有状況を把握し、必要

に応じて「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル

（暫定版）」（平成 22 年 3 月 建設工事における自然由来重金属等含有土砂への対

応マニュアル検討委員会）等に基づいて搬出先等における汚染防止対策を行います。

また、「土壌汚染対策法」（平成 14 年 5 月 29 日法律第 53 号、最終改正：平成 29 年

6 月 2 日法律第 45 号）に基づく溶出量基準・含有量基準を超過する土壌を確認し

た場合は、必要に応じて速やかに同法第 7 条第 4 項の技術的基準に基づく対応を行

います。 

トンネル工事に伴い発生する建設発生土等を仮置きする場所については、周辺の

生活環境及び自然環境への影響に配慮し、関係法令を遵守して適切に対応するとと

もに、仮置場までの適切な運搬及び仮置場における適切な管理を図り、建設発生土

の飛散及び流出防止を回避又は極力低減するとともに、工事着手前に関係機関や周

辺住民への情報提供を行います。 

事業の実施に伴い発生する建設汚泥については、「建設汚泥の再生利用に関する

ガイドライン」（平成 18 年 6 月 国土交通省）に準拠し、場内での脱水処理等によ

る減量化を図り、実施区域内の盛土材として再利用又は、最終処分場への搬出等の

適切な処理・処分を行います。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和

45 年 12 月 25 日法律第 137 号、改正：平成元年 6 月 14 日法律第 37 号）に基づき

適正に処理・処分します。処理・処分する場合は、マニフェスト制度に基づき、事

業者が処理の流れを把握・管理するとともに、最終処分について確認を行います。  

事業の実施に伴い発生するコンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊に

ついては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日

法律第 104 号、最終改正：平成 26 年 6 月 4 日法律第 55 号）に基づき、工事の際に

は分別解体し、再資源化できないものについては、関係法令に基づいて適正に処

理・処分します。 

事業の実施に伴い発生する建設発生木材については、「建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号、最終改正：平成 26 年

6 月 4 日法律第 55 号）、「土木工事現場における現場内利用を主体とした建設発生
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木材リサイクルの手引き（案）」（平成 17 年 12 月 土木研究所）に基づき、適正に

処理・処分します。 

なお、詳細な施工計画の検討にあたっては、事業実施段階において、環境影響評

価の結果に基づき環境保全に十分配慮して行います。 

 

(2) 工事施工ヤード、工事用道路の設置位置 

工事施工ヤードは計画路線上を、工事用道路は既存道路を極力利用して、工事の

実施による土地の改変を最小限に抑えた計画としています。工事の実施により、一

時的な通行規制等が生じる場合は必要に応じて、う回路を設置し、横断道路の機能

を確保します。 

なお、詳細な工事用車両の運行ルート、車両の出入り位置等については、通勤・

通学の時間帯を避けて通行することや工事用車両の出入り量を制限する等、市街

地・集落及び学校・病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設に対

する生活環境や観光地へのアクセス、地域内の移動への影響に配慮するとともに、

工事着手前に地域の方々へ説明等を行っていくこととします。 

 

(3) 土工 

土工の工事にあたっては、現地条件を勘案し、濁水の発生に留意した工法及び濁

水を河川等に流さない方法を検討します。 

 

(4) 橋梁工 

橋脚の設置を予定している上川及び中門川では、仮締切工法による直接流水に接

しない施工を行うとともに、必要に応じて仮設材料による一時的な流路の切り回し

等を行います。また、現地条件を勘案し、濁水の発生に留意した工法及び濁水を河

川等に流さない方法を検討します。 

橋梁等の塗装工事は、事業実施段階において、「鋼道路橋塗装・防食便覧」

（（社）日本道路協会）等の指針に基づき塗装の種類について検討し、揮発性有機

化学物質の排出が少ない塗料・資材を使用するよう配慮します。  

 

(5) トンネル工 

トンネルの施工計画については、他事業の事例を参考にし、事業実施段階におい

て、詳細なトンネル施工方法を検討していきます。 

トンネル工事の実施に伴う地下水の低下が懸念される場合には、工事前、工事中

における地下水等の状況確認、及びその結果を踏まえた施工方法を検討することで、

環境負荷の回避・低減を図る計画としています。トンネル工事により発生する濁水

は、現地条件を勘案し、濁水を河川等に流さない方法を検討します。また、トンネ

ル工事については夜間作業が発生しますが、夜間工事照明については周辺への影響

に配慮します。地山の安定を図るため、補助工法として薬液注入工法を採用する場
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合には、人の健康被害の発生と地下水等の汚染を防止するために必要な工法の選定

等について定めた「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」（昭和

49 年 7 月 10 日建設省官技発第 160 号事務次官通知）に基づき適切な設計・施工を

行っていきます。 

なお、トンネル工事において発破を実施する場合には、事業実施段階で適切な火

薬量による発破工法の採用や、防音扉の設置、周辺環境へ配慮した工事工程とする

等により環境保全措置を検討し、発破に伴う影響の回避又は低減に努めます。 

 

3）  その他の配慮事項 

(1) 温室効果ガス 

工事中の温室効果ガス排出量の低減を図るため、効率的な施工計画の策定に努め

るとともに、市場性、安定供給、性能、品質の確保にも留意しつつ、「国等による

環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」（平成 12 年 5 月 31 日

法律第 100 号、最終改正：平成 27 年 9 月 11 日法律第 66 号）に基づく特定調達品

目等の使用に努めます。 

また、事業実施にあたっては、省エネルギー性能の高い機器の活用等による工事

中の排出削減対策、道路照明の LED 化等の省エネ設備の導入、道路管理に必要な電

力について再エネを導入する等による温室効果ガスの排出削減に努めるとともに、

本事業の供用前後における温室効果ガス排出量の変化の把握を検討します。 

さらに、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた、地球温暖化対策計画や、

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」（令和 3 年 10 月閣議決定）等の見

直しの状況を踏まえつつ、道路交通政策全体の検討状況を注視し、必要に応じて本

事業の計画に反映します。 

加えて、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）に基づ

き、当該都市計画の目的の達成との調和を図りつつ、地球温暖化対策に係る関係地

方公共団体の地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出削減対策等が行

われるよう配意します。 

 

(2) 埋蔵文化財 

埋蔵文化財包蔵地については、事業実施段階において、「文化財保護法」（昭和

25 年 5 月 30 日法律第 214 号、最終改正：平成 30 年 6 月 8 日法律第 42 号）に基づ

き、関係機関と協議の上、埋蔵文化財発掘調査を行い、記録・保存する等適切な措

置を講じます。 

 

(3) 降雨時の災害への対応 

降雨時の災害への対応については、事業実施段階において改めて実施する詳細な

地質調査結果も含めて、道路詳細設計に反映していきます。また、大雨等の影響を

受ける工事の施工にあたっては、事業者が関係機関と協議し、適切な施工時期に実
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施する等、工事による災害は起こさないよう検討するとともに、供用後の維持管理

を適切に実施していきます。また、施工計画について工事着手前に地域の方々へ説

明等を行っていくこととします。 

 

(4) 路面排水への対応 

融雪剤（凍結防止剤）を含む路面排水の処理や放流先、排水路の対策については、

事業実施段階で必要に応じ、関係機関と協議等を行い、適切に対処します。 
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第4章  都市計画対象道路事業実施区域及びその周囲の概況（地域特性） 

4.1 自然的状況 

 収集・整理した既存文献を基に、自然的状況に係る地域特性を把握・整理しまし

た。地域特性の概要は、表 4.1.1 に示すとおりです。 

 

表 4.1.1 (1) 地域特性（自然的状況） 

項目 地域特性（自然的状況） 

大
気
環
境
の
状
況 

気象の 

状況 

調査区域が位置する長野県中部は、内陸特有の気候で、冬季の平地は季節風が

山脈を越えてくるため、空気が乾燥し、晴れの日が続くとされています。また、

平地の多くが盆地であるため、昼と夜の気温差が大きいとされています。 

調査区域では、諏訪特別地域気象観測所で気象観測が行われており、過去 10

年間の観測結果は、年平均気温が 11.0～ 12.3℃、年間降水量が 1,058.5～

1,560.5mm、年平均風速が 3.1～3.3m/s であり、最多風向が西北西です。 

大気質

の状況 

 

調査区域では、一般環境大気測定局の諏訪局と、自動車排ガス測定局の岡谷イ

ンターチェンジ局で大気質測定が行われています。 

平成 29 年度の環境基準達成状況は、達成が二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒

子状物質、微小粒子状物質、非達成が光化学オキシダントです。 

また、諏訪局、岡谷インターチェンジ局では有害大気汚染物質の濃度測定を行

っており、平成 29 年度の環境基準及び指針値の達成状況は、13 物質すべて達成

しています。 

騒音の 

状況 

 調査区域では、道路交通騒音を 36 地点で測定しており、昼間夜間ともに環境

基準を達成している地点は、36 地点中 26 地点あります。 

水
環
境
の
状
況 

水象の 

状況 

 調査区域には、天竜川水系に属す一級河川として 25 河川存在し、湖沼として

諏訪湖が存在します。 

水質の 

状況 

調査区域では、平成 30 年度において、河川の調査は 5 水域 5 地点、湖沼の調

査は 1 水域 3 地点で行われています。 

河川では、平成 30 年度は、生物化学的酸素要求量（BOD）、溶存酸素量（DO）

は 5 地点すべてにおいて、水素イオン濃度（pH）は 5 地点中 4 地点において、浮

遊物質量（SS）は 5 地点中 3 地点において、大腸菌群数は 5 地点中 1 地点におい

て環境基準を達成しています。 

湖沼では、平成 30 年度は、溶存酸素量（DO）は 3 地点中 1 地点において、全

燐はすべての地点において環境基準を達成していますが、水素イオン濃度(pH)、

化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、大腸菌群数、全窒素はすべての調査

地点において環境基準を超過しています。 

地下水

の状況 

調査区域では、概況調査、汚染井戸周辺地区調査及び既に汚染が判明した地点

周辺で行う継続監視調査について、平成 30 年度は 26 箇所で行われています。 

平成 30 年度は、大栄町、堀ノ内、東銀座（周辺）、郷田（発端）、加茂町（周辺）及び

天竜町（周辺）でテトラクロロエチレン、中央町（周辺）でクロロエチレン、川岸上

（周辺）で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超過しています。その他の項目

は、環境基準を達成しています。 

その他の

水に係る

環境の状

況 

調査区域には、小和田湧水や小田井水源、小坂水源、阿弥陀寺等 58 箇所と、

「茅野市生活環境保全条例施行規則」に指定される湧水 38 箇所があります。ま

た、源泉が計 110 箇所あり、岡谷市に 4 箇所、諏訪市に 71 箇所、茅野市に 4 箇

所、下諏訪町に 31 箇所あります。 

土
壌
及
び
地
盤

の
状
況 

土壌の 

状況 

調査区域では、諏訪湖周辺の低地部は、主にグライ土、細粒グライ土、灰色低

地土、粗粒灰色低地土で形成され、山地部は、主に適潤性黒色土で形成され、一

部に乾性褐色森林土等が分布しています。また、「土壌汚染対策法」に基づく形

質変更時要届出区域が 5 箇所、要措置区域が 2 箇所指定されています。 
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表 4.1.1 (2) 地域特性（自然的状況） 

項目 地域特性（自然的状況） 

土
壌
及
び
地
盤 

の
状
況 

地盤の 

状況 

調査区域の諏訪盆地では、以前から各所において地盤沈下現象が報告され、長

野県建設部は水準点を 81 点設置し、昭和 52 年から平成 18 年度まで監視測定を

実施しています。平成 18 年度までの累計最大沈下量は 57.0cm です。 

なお、調査区域には、「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する

法律」、「地盤沈下防止等対策について」の地盤沈下防止に係る法的な規制地域や

対策地域はありません。 

地形の

状況 

調査区域では、扇状地、谷底平野、三角州等からなる低地部と、砂礫台地、火

山地等からなる山地・丘陵地部が占めています。 

地質の

状況 

調査区域では、諏訪湖周辺の低地部は、主に堆積岩類の河成堆積物で形成さ

れ、一部に崩壊堆積物等が分布しています。また、山地・丘陵地部は、主に火成

岩類の火山岩類や深成岩類で形成されています。 

重要な地

形及び地

質の状況 

調査区域には、諏訪湖、霧ケ峰、福沢山（鉄平石）、糸魚川･静岡地質構造線の

4 地点が重要な地形及び地質として分布しています。 

動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
、
植
生
及
び 

生
態
系
の
状
況 

動物の

生息の

状況 

 調査区域及びその周辺では、重要な動物種として、哺乳類 13 種、鳥類 65 種、

両生類 5 種、爬虫類 3 種、魚類 13 種、昆虫類 97 種、底生動物 37 種の生息が記

録されています。また、重要な動物の生息地として、オオワシ、オオムラサキ等

の生息地が確認されています。 

植物の

生育の

状況 

調査区域及びその周辺では、重要な植物種として、639 種が生育しています。

また、重要な植物群落は霧ヶ峰湿原植物群落、諏訪大社上社社叢等の 6 群落、天

然記念物は霧ヶ峰湿原植物群落、諏訪大社上社境内の社叢、武居桜等の 46 箇

所、巨樹・巨木林は天然記念物にも指定されている 21 箇所が存在します。 

生態系

の状況 

 調査区域は、生物の生息・生育基盤となっている地形条件と植生条件により自

然環境の類型区分を行った結果、山地・丘陵地・台地が 6 類型（自然林、二次林、

人工林、草地・耕作地、水域、市街地・その他）、低地が 4 類型（人工林、草地・耕作

地、水域、市街地・その他）に大きく分類されます。 

 調査区域の生態系は、山地・丘陵地・台地の生態系と諏訪湖周辺の低地の生態

系に分けられると考えられます。それぞれの生態系に対して、調査区域の動植物

種は、複合環境を利用する種群及び特定の環境で生息・生育する種群に大きく分

類されます。 

景
観
及
び
人
と
自
然
と
の
触
れ

合
い
の
活
動
の
場
の
状
況 

景観の

状況 

調査区域の景観は、諏訪湖周辺の水辺景観や霧ヶ峰などの高山地景観が広がっ

ています。 

調査区域には、84 箇所の主要な眺望点と 12 箇所の景観資源が存在します。 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場の

状況 

調査区域は、人と自然との触れ合いの活動の場として、自然観察や散策等の活

動ができる場があります。また、主な行事として、御柱祭や小宮御柱祭もあり、

沿岸部には、遊歩道、ジョギングロード及び公園等が整備されています。 

調査区域には、48 箇所の主要な人と自然との触れ合いの活動の場が存在しま

す。 

文化財

の状況 

調査区域には、指定文化財の史跡、名勝 49 箇所、指定文化財の建造物・石造

86 箇所が存在します。また、調査区域には、埋蔵文化財が多数存在します。 

一般環境中の

放射性物質の

状況 

長野県内における全 7 箇所のモニタリングポストにおける空間放射線量率の平

成 30 年度の測定結果は、年平均値 0.031～0.075μSv/h であり、調査区域のモニ

タリングポスト（諏訪合同庁舎）は 0.050μSv/h となっています。 
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4.2 社会的状況 

 収集・整理した既存文献を基に、社会的状況に係る地域特性を把握・整理しまし

た。地域特性の概要は、表 4.2.1 に示すとおりです。 

 

表 4.2.1(1) 地域特性（社会的状況） 

項目 地域特性（社会的状況） 

人
口
及
び
産

業
の
状
況 

人口の

状況 

平成 12 年～平成 27 年の人口の推移の状況は、関係市町、長野県ともに減少傾

向にあります。人口密度は、各市町とも長野県全体を上回っています。 

産業の

状況 

平成 12 年～平成 27 年の関係市町及び長野県の産業別就業者構成比の推移の状

況は、関係市町、長野県ともに第一次産業、第二次産業が減少傾向、第三次産業

が増加傾向となっています。 

土
地
利
用
の
状
況 

土地利

用の現

況 

関係市町全体の地目別面積は、山林が最も多く、次に、原野、宅地、田が多く

なっています。 

土地利用

基本計画

の状況 

調査区域には、「国土利用計画法」に基づいて、都市地域、農業地域、森林地

域、自然公園地域が指定されています。 

有害物質

の係る土

地利用の

状況 

調査区域には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により指定され

た指定区域があります。 

河
川
、
湖
沼
及
び
海
域
の
利
用

並
び
に
地
下
水
の
利
用
の
状
況 

河川、

湖沼の

利用の

状況 

関係市町の水道普及率は、99.23～99.9％となっています。 

また、調査区域には、表流水、深井戸及び湧水を水源とする水道水源が 57 箇

所存在します。 

漁業権

の状況 

調査区域における漁業権は、諏訪湖、岡谷市の区域内の天竜川及び諏訪湖に流

入する全河川に設定されています。 

地下水

の利用

の状況 

調査区域では、地下水を一般飲用及び生活用水の一部として利用しています。

このうち、水道の水源をみると、岡谷市においては約 87％、諏訪市及び茅野市

においては 100％、下諏訪町においては約 20％が地下水を利用しています。 

温泉の

状況 
調査区域には、主な温泉施設が計 41 箇所あり、岡谷市に 3 箇所、諏訪市に 22

箇所、茅野市に 3 箇所、下諏訪町に 13 箇所あります。 

交通の状況 調査区域においては、幹線道路のうち、高速自動車国道として長野自動車道、

中央自動車道西宮線があります。また、一般国道として一般国道 20 号、142

号、152 号があります。 

学校、病院そ

の他の環境の

保全について

の配慮が特に

必要な施設の

配置の概況 

調査区域には、環境の保全についての配慮が特に必要な施設である学校教育施

設及び図書館が計 60 箇所あり、小学校 18 箇所、中学校 12 箇所、高等学校 7 箇

所、専修学校 10 箇所、特別支援学校 1 箇所、幼稚園 8 箇所、図書館 4 箇所が存

在します。また、環境の保全についての配慮が特に必要な施設である病院及び福

祉施設等が計 85 箇所あり、病院等 9 箇所、老人福祉施設 38 箇所、保育所 38 箇

所が存在します。 

また、調査区域には、集落・市街地が広がっています。 

下水道の整備

状況 

下水道普及率は、関係市町では 96.8～100.0％となっており、長野県全体の

83.8％と比較して高くなっています。 
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表 4.2.1(2) 地域特性（社会的状況） 

項目 地域特性（社会的状況） 

環境の保全を

目的として法

令等により指

定された地域

その他の対象

及び当該対象

に係る規制の

内容その他の

状況 

 調査区域における「環境の保全を目的として法令等により指定された地域その

他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況」は、以下のとおりです。 

・「自然公園法」により指定された国定公園として八ヶ岳中信高原国定公園があ

り、「長野県立自然公園条例」により指定された県立自然公園として塩嶺王城

県立公園があります。 

・「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適性化に関する法律」により指定された鳥

獣保護区が、調査区域に 2 箇所あります。 

・「文化財保護法」及び長野県、関係市町の「文化財保護条例」に基づき指定さ

れた名勝及び天然記念物は、調査区域に 3 箇所あります。 

・「都市計画法」の規定により定められた都市計画公園が、調査区域に 52 箇所あ

り、都市計画緑地が、調査区域に 1 箇所あります。 

・「環境基本法」より定められた環境基準として、大気汚染、騒音、水質汚濁、

地下水の水質汚濁、土壌汚染、ダイオキシン類に係る基準があります。騒音に

係る環境基準の地域の指定が、関係市町の一部地域に、水質汚濁に係る環境基

準のうち生活環境の保全に関する基準の類型指定が、河川の天竜川、宮川、上

川、砥川、横河川と湖沼の諏訪湖に指定されています。 

・「騒音規制法」に基づく自動車騒音の限度（要請限度）が、関係市町の一部地

域に指定されています。 

・「騒音規制法」に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基

準が、関係市町の一部地域に指定されています。 

・「振動規制法」に基づく道路交通振動の限度が、関係市町の一部地域に指定さ

れています。 

・「振動規制法」に基づく特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基

準が、関係市町の一部地域に指定されています。 

・「水質汚濁防止法」に基づき定められている「排水基準を定める省令」による

排水基準が、すべての公共用水域に対して一律に適用されます。また、調査区

域には、「水質汚濁防止法」に基づき「公害の防止に関する条例」による上乗

せ排水基準及び適用水域が定められています。 

・「湖沼水質保全特別措置法」により指定された湖沼として諏訪湖があります。 

・「排水基準を定める省令」の規定により指定された湖沼として諏訪湖がありま

す。 

・調査区域には、自治体ごとに地下水採取規制に関する条例等が定められていま

す。 

・「土壌汚染対策法」に基づく要措置区域が調査区域に 2 箇所あります。 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定による廃棄物埋立地及びその跡

地等について、廃棄物が地下にある土地の指定区域が調査区域に 4 箇所ありま

す。 

・「都市緑地法」の規定に基づく緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画と

して、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町で緑の基本計画が策定されていま

す。 

・「景観法」に基づき、長野県は長野県景観育成計画を策定し、景観行政団体で

ある市町村の区域を除く県全域を景観計画区域としています。諏訪市、茅野

市、下諏訪町が景観行政団体として景観計画を策定し、それぞれ市町全域を景

観計画区域としています。 

・「都市計画法」の規定により、都市計画用途地域が定められています。 

・「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」の規定により下諏訪

町において、「下諏訪町歴史的風致維持向上計画」が策定されています。 
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表 4.2.1(3) 地域特性（社会的状況） 

項目 地域特性（社会的状況） 

環境の保全を

目的として法

令等により指

定された地域

その他の対象

及び当該対象

に係る規制の

内容その他の

状況 

 「その他の環境の保全を目的として法令等に規定する区域等の状況」は、以下

のとおりです。 

・保安林として、水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安

林、干害防備保安林があります。 

・「下諏訪町環境保全に関する条例」に基づき、「環境保全地域」の規制基準を

定めています。 

・「長野県豊かな水資源の保全に関する条例」に規定される水資源保全地域と

して、下諏訪町汁垂水資源保全地域があります。 

・「諏訪市自然環境保護条例」に規定される自然環境保護調整地区がありま

す。 

・生物多様性の観点から重要度の高い湿地として、霧ケ峰湿原群、諏訪湖およ

び流入河川があります。 

・「砂防法」により指定された砂防指定地、「急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律」に基づく急傾斜地崩壊危険区域があります。 

・「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基

づく土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域があります。 

地域における

計画・戦略・

目標等 

「地域における計画・戦略・目標等」のうち、長野県の計画等は以下のとおり

です。 

・第四次長野県環境基本計画【2018 年度～2022 年度】 

・しあわせ信州創造プラン 2.0～学びと自治の力で拓く新時代～ 

・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画マスタープラン） 

・生物多様性ながの県戦略 

・天竜川水系諏訪圏域河川整備計画 

「地域における計画・戦略・目標等」のうち、関係市町の計画等は以下のとお

りです。 

・第 3 次岡谷市環境基本計画 

・第 5 次岡谷市総合計画（前期基本計画 2019-2023） 

・第二次諏訪市環境基本計画 

・第五次諏訪市総合計画（後期基本計画平成 29～令和 3 年度） 

・第 2 次茅野市環境基本計画 

・第 5 次茅野市総合計画 2018-2027 

・下諏訪町環境基本計画 第 2 次改訂版【2011-2020】 

・第 7 次下諏訪町総合計画（基本構想・前期基本計画） 

「地域における計画・戦略・目標等」のうち、行政事務組合の計画等は以下の

とおりです。 

・湖周地域循環型社会形成推進地域計画 

・諏訪南地域循環型社会形成推進地域計画（第 3 期） 

その他の事項  平成 30 年度の公害苦情処理件数によると、岡谷市及び茅野市では、主に大気

汚染に関する苦情が多く、諏訪市では、主に大気汚染及び水質汚濁に関する苦情

が多く、下諏訪町では、主に大気汚染及び騒音に関する苦情が多い状況です。 

 「平成 30 年度建設副産物実態調査結果」によると、平成 30 年度の長野県の建

設副産物の再資源化等率は 98.8％で、全国と同程度の状況です。 

 関係市町には、産業廃棄物処理施設の最終処分場はありませんが、中間処理の

産業廃棄物処理業者は 10 社あります。 

 

 



-5-1- 

第5章  計画段階環境配慮書における調査、予測及び評価の結果 

計画段階配慮事項に関する調査･予測・評価の手法は、概ねのルートの位置や基本的

な道路構造等を検討する段階における、事業計画の熟度や検討スケールに応じた環境配

慮を適切に実施できる手法としました。調査は、複数案が含まれるエリア全体を広域的

に調査できる既存資料に基づき、計画段階における環境配慮が必要な検討対象（大気質

や騒音では市街地・集落、動物であれば重要な種の生息地など）の位置・分布を把握す

る方法とし、把握できたものについて、表 5.2に示します。また、予測は、環境の状況

の変化を把握する方法としました。評価は、環境影響の程度を整理、比較する方法とし

ました。 

複数案のルート選定にあたっては、解決すべき課題から求められる政策目標の達成度

について、経済面、社会面、環境面などを総合的に比較検討し、表 5.1及び図 5.1に示

すとおり、都市計画変更ルートのバイパス案と、現道拡幅の比較案１及び、現都市計画

ルートの比較案２を選定しました。 

選定された計画段階配慮事項のルート毎の影響の程度は、表 5.3に示すとおりです。

自動車の走行による大気質、騒音及び道路の存在による人と自然との触れ合いの活動の

場は、【案】バイパス案（山側ルート）及び【比較案２】現都市計画ルートは、影響を

与える可能性は小さいものと評価し、【比較案１】現道拡幅は、影響を与える可能性が

あると評価しました。また、道路の存在による動物、植物、生態系、景観は、いずれの

ルートも影響を与える可能性は小さいものと評価し、道路の存在による水象 (地下水)は、

いずれのルートもルートの位置・構造によっては、影響を与える可能性があると評価し

ました。 

そこで、具体的なルートの位置や道路構造を決定する段階では、できる限り市街地・

集落、源泉、重要な種の生息地等、重要な種・群落の生育地等、生態系の保全上重要で

あって、まとまって存在する自然環境、景観資源、人と自然との触れ合いの活動の場を

避けて計画します。 

なお、各検討対象について、回避が困難又は必ずしも十分に低減されないおそれのあ

る場合には、今後の環境影響評価の中で調査、予測、評価を行い、必要に応じて適切な

環境保全措置を検討します。 

 

表 5.1 ルートの概要 

 【案】バイパス案 
（山側ルート） 

【比較案１】 
現道拡幅 

【比較案２】 
現都市計画ルート 

ルート

の概要 

現都市計画ルートより、バイ

パスを山側に通す案 

現道２車線を拡幅（車線数

増加） 

現都市計画ルートを基にバ

イパス整備 
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表 5.2 計画段階配慮事項に関する調査、予測、評価の手法 

計画段階配慮事項 検討対象 調査手法 予測手法 評価手法 

自動車の走行に
よる大気質 

集落・市街地※ 1 の位置 

既存資料 集落・市街地等の
位置と複数案との
位置関係を把握 

複数案ごとに回
避又は通過の状
況を整理・比較 自動車の走行に

よる騒音 

道路の存在によ
る水象(地下水) 

重要な箇所 
・源泉※ 2 

既存資料 重要な箇所(源泉)
と複数案との位置
関係を把握 

複数案ごとに回
避又は通過の状
況を整理・比較 

道路の存在によ
る動物 

重要な種の生息地等 
・重要な動物種※ 3 

・天然記念物※ 4 
・鳥獣保護区※ 5 

既存資料 重要な種の生息地
等の位置と複数案
との位置関係を把
握 

複数案ごとに回
避又は通過、分
断の状況を整
理・比較 

道路の存在によ
る植物 

重要な種・群落の生育
地等 
・重要な植物群落※ 6 
・巨樹・巨木林※ 7 
・天然記念物※ 4 

既存資料 重要な種・群落の
生育地等の位置と
複数案との位置関
係を把握 

複数案ごとに回
避又は通過、分
断の状況を整
理・比較 

道路の存在によ
る生態系 

生態系の保全上重要で
あって、まとまって存
在する自然環境 
・自然公園※ 8 

・重要な湿地※ 9 

既存資料 生態系の保全上重
要であって、まと
まって存在する自
然環境との位置関
係を把握 

複数案ごとに回
避又は通過、分
断の状況を整
理・比較 

道路の存在によ
る景観 

重要な箇所 
・景観資源※ 10 

既存資料 重要な箇所(景観資
源)の位置と複数案
との位置関係を把
握 

複数案ごとに回
避又は通過、分
断の状況を整
理・比較 

道路の存在によ
る人と自然との
触れ合いの活動
の場 

重要な箇所 
・人と自然との触れ合

いの活動の場※ 11 

既存資料 重要な箇所(人と自
然との触れ合いの
活動の場)の位置と
複数案との位置関
係を把握 

複数案ごとに回
避又は通過、分
断の状況を整
理・比較 

注：重要な植物群落、巨樹・巨木林、天然記念物は、重要な植物種として図 5.1 に表す。 

※1：集落・市街地の既存資料：土地利用現況図及び用途地域（工業専用地域を除く）を基本に地形図等からの

読み取りによるものを補足して設定。 

※2：源泉の既存資料：「源泉の名称及び住所の一覧」（平成 25 年 10 月 諏訪保健福祉事務所食品・生活衛生

係） 

※3：重要な動物種の既存資料：「第 2 回自然環境保全基礎調査 動植物分布図 長野県」 (昭和 56 年 環境庁)、

「支部報「いわすずめ」No.96(2004 年 5-6 月号)」 (平成 16 年 日本野鳥の会諏訪支部)、「ふるさといき

ものの里 100 選」（平成元年 環境庁自然保護局） 

※4：天然記念物の既存資料：「信州の文化財」(平成 25 年 3 月 財団法人八十二文化財団) 

※5：鳥獣保護区の既存資料：「長野県鳥獣保護区等位置図」（平成 25 年度 長野県林務部森林づくり推進課） 

※6：重要な植物群落の既存資料：「第 2 回自然環境保全基礎調査 動植物分布図 長野県」 (昭和 56 年 環境庁)、

「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図 長野県」 (平成元年 環境庁)、「第 5 回自然環境保全基

礎調査 特定植物群落調査報告書」(平成 12 年 環境庁)、「信州の文化財」(平成 25 年 3 月 財団法人八十

二文化財団) 

※7：巨樹・巨木林の既存資料：「第 4 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図 長野県」 (平成 7 年 環境庁) 

※8：自然公園の既存資料：「自然公園等指定状況一覧」（平成 27 年 3 月 長野県自然保護課） 

※9：重要な湿地の既存資料：「日本の重要湿地 500」(平成 24 年 9 月 環境省・インターネット自然研究所) 

※10：景観資源の既存資料：「第 3 回自然環境保全基礎調査 長野県自然環境情報図」（平成元年 環境庁）、「自

然公園等指定状況一覧」（平成 27 年 3 月 長野県自然保護課）、「日本の都市公園 100 選」（平成元年 日本

公園緑地協会）、「新日本夜景 100 選」（平成 16 年 新日本三大夜景･夜景 100 選事務局）、「日本の渚･百

選」（平成 8 年 国土交通省） 

※11：人と自然との触れ合いの活動の場の既存資料：「全国観光情報データベース」（平成 27 年 8 月 社団法人

日本観光振興協会）、「各市町観光パンフレット」（平成 27 年 8 月 岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町）、

「諏訪湖一周ジョギングロード」（平成 24 年 9 月 長野県健康福祉部健康長寿課） 
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表 5.3 計画段階配慮事項に係る予測・評価の結果 

環境要素 
【案】バイパス案 
（山側ルート） 

【比較案１】 
現道拡幅 

【比較案２】 
現都市計画ルート 

大気質 
 

・ルートは、集落・市街地を概
ね回避していると予測しま
す。大気質・騒音に影響を与
える可能性は小さいものと評
価します。 

・ルートは、集落・市街
地を通過しており、大
気質・騒音に影響を与
える可能性があると評
価します。 

・ルートは、一部集落・
市街地を通過するため、
【バイパス案】より大
気質・騒音に影響を与
える可能性は大きいも
のと評価します。 

騒音 

水象 
(地下水) 

・ルートは、源泉施設を概ね回
避していると予測します。但
し、ルートの位置・構造によ
っては、水象（地下水）に影
響を与える可能性があると評
価します。 

・ルートは、現道を拡幅
する計画であり、源泉
施設を回避していると
予測します。但し、ル
ートの位置・構造によ
っ て は 、 水 象 （ 地 下
水）に影響を与える可
能性があると評価しま
す。 

・ルートは、源泉施設を
概ね回避していると予
測します。但し、ルー
トの位置・構造によっ
ては、水象（地下水）
に影響を与える可能性
があると評価します。 

動物 ・ルートは、重要な種の生息地
等を概ね回避していると予測
します。動物に影響を与える
可能性は小さいものと評価し
ます。 

・また、【比較案２】より山側
へ回避していることで構造形
式による更なる影響低減の検
討が可能です。 

・ルートは、重要な種の
生息地等を回避してい
ると予測します。動物
に影響を与える可能性
は小さいものと評価し
ます。 

・ルートは、重要な種の
生息地等を概ね回避し
ていると予測します。
動物に影響を与える可
能性は小さいものと評
価します。 

植物 ・ルートは、重要な種・群落の
生育地等を概ね回避している
と予測します。植物に影響を
与える可能性は小さいものと
評価します。 

・また、【比較案２】より山側
へ回避していることで構造形
式による更なる影響低減の検
討が可能です。 

・ルートは、重要な種・
群落の生育地等を回避
し て い る と 予 測 し ま
す。植物に影響を与え
る可能性は小さいもの
と評価します。 

・ルートは、重要な種・
群落の生育地等を概ね
回避していると予測し
ます。植物に影響を与
える可能性は小さいも
のと評価します。 

生態系 ・ルートは、まとまって存在す
る自然環境を回避していると
予測します。生態系に影響を
与える可能性は小さいものと
評価します。 

・ルートは、まとまって
存在する自然環境を回
避していると予測しま
す。生態系に影響を与
える可能性は小さいも
のと評価します。 

・ルートは、まとまって
存在する自然環境を回
避していると予測しま
す。生態系に影響を与
える可能性は小さいも
のと評価します。 

景観 ・ルートは、景観資源を概ね回
避していると予測します。景
観に影響を与える可能性は小
さいものと評価します。 

・また、【比較案２】より山側
へ回避していることで構造形
式による更なる影響低減の検
討が可能です。 

・ルートは、景観資源を
回避していると予測し
ます。景観に影響を与
える可能性は小さいも
のと評価します。 

・ルートは、景観資源を
概ね回避していると予
測します。景観に影響
を与える可能性は小さ
いものと評価します。 

人と自然
との触れ
合いの活
動の場 

・ルートは、人と自然との触れ
合いの活動の場を概ね回避し
ていると予測します。人と自
然との触れ合いの活動の場に
影響を与える可能性は小さい
ものと評価します。 

・ルートは、人と自然と
の触れ合いの活動の場
を通過していると予測
します。人と自然との
触れ合いの活動の場に
影響を与える可能性が
あると評価します。 

・ルートは、人と自然と
の触れ合いの活動の場
を概ね回避していると
予測します。人と自然
との触れ合いの活動の
場に影響を与える可能
性は小さいものと評価
します。 
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図 5.1 ルートの概要及び計画段階配慮事項の調査結果 
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第6章 計画段階環境配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者

の見解 

環境影響評価法第 3 条の 6 に基づく配慮書についての環境の保全の見地からの国土交通大臣意

見とそれに対する都市計画決定権者の見解は、表 6.1 に示すとおりです。 

 

表 6.1（1） 配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解 

環境要素 国土交通大臣意見 都市計画決定権者の見解 

総論 

（１）今後の具体的なルートの位置及び道

路構造の検討を踏まえた対象事業実施区域

の設定に当たり、環境配慮が必要な以下の

対象について、本事業の実施に伴う影響を

回避又は極力低減すること。 

①市街地、集落、学校・病院その他の環

境の保全についての配慮が特に必要な

施設及び住居 

②諏訪湖及びそれに流入する河川並びに

温泉源泉 

③重要な動植物の生息及び生育地 

④諏訪市景観計画（平成 21 年 10 月 諏

訪市）重点整備地区、下諏訪町景観計

画（平成 24 年 8 月 下諏訪町）景観形

成重点地区、下諏訪町歴史的風致維持

向上計画（平成 25 年 3 月 下諏訪町）

下諏訪門前地区、景観資源、眺望点及

び人と自然との触れ合いの活動の場 

都市計画対象道路事業実施

区域の設定にあたっては、環

境の保全上重要と考えられる

対象について、実行可能な範

囲内でできる限り回避又は低

減しました。 

今後の詳細なルートや構造

の検討を踏まえ、都市計画対

象道路事業実施区域の設定に

あたっても同様に、環境の保

全上重要と考えられる対象に

配慮します。 

 

（２）今後、本事業の詳細な検討に当た

り、適切に予測した将来交通量や社会状況

等を踏まえ本事業の内容を精査し、環境に

十分配慮した内容とすること。 

今後、本事業の詳細な検討

に当たり、適切に予測した将

来交通量や社会状況等を踏ま

え、本事業の内容を精査しま

す。 

また、今後の環境影響評価

手続において、本事業に伴い

影響を受けるおそれのある項

目として選定した、大気質、

騒 音 、 振 動 、 低 周 波 音 、 水

質、水象、地形及び地質、日

照 阻 害 、 動 物 、 植 物 、 生 態

系、景観、人と自然との触れ

合いの活動の場、文化財、廃

棄 物 等 に つ い て 、 必 要 に 応

じ、調査、予測、評価及び環

境保全措置の検討を行い、環

境への影響に配慮します。 
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表 6.1（2） 配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解 

環境要素 国土交通大臣意見 都市計画決定権者の見解 

総論 

（３）今後設定する対象事業実施区域又は

その周辺において上記（１）の対象が存在

する場合には、当該対象への影響を十分考

慮し環境影響評価の項目を適切に選定する

こと。 

環境影響評価の項目は、事

業特性及び重要な保全対象を

含む地域特性を踏まえ、適切

に選定しました。 

なお、本事業に伴い影響を

受けるおそれのある項目とし

て、大気質、騒音、振動、低

周波音、水質、水象、地形及

び地質、日照阻害、動物、植

物、生態系、景観、人と自然

との触れ合いの活動の場、文

化財、廃棄物等を選定しまし

た。 

（４）今後、本事業の実施に伴い当該道路

への連絡道路が計画され、それにより本事

業の実施に伴う環境影響に追加的な影響が

生ずるおそれがある場合は、方法書以降の

手続において、連絡道路の存在・供用を前

提とした調査、予測及び評価を行うこと。 

今後、本事業の実施に伴い

当該道路への連絡道路が計画

され、それにより本事業の実

施に伴う環境影響に追加的な

影響が生じるおそれがある場

合は、今後の環境影響評価手

続 に お い て 、 連 絡 道 路 の 存

在・供用を前提とした調査、

予測及び評価を行います。 

大気環境 

事業実施想定区域及びその周辺は、市街

地及び集落が分布し、住居及び学校・病院

その他の環境の保全についての配慮が特に

必要な施設が多数存在している。このた

め、複数案のいずれについても、具体的な

ルートの位置及び道路構造の検討に当た

り、市街地及び集落の分断並びに住居及び

環境保全の配慮が特に必要な施設に影響を

及ぼす改変の極力回避、円滑な交通流を確

保できる位置及び構造の採用等により、本

事業の実施に伴う生活環境への影響を回避

又は極力低減すること。特に、事業実施想

定区域に近接する一般国道 20 号沿道には道

路騒音の環境基準が非達成な地点が存在し

ており、現道拡幅案は、自動車の走行に伴

う騒音等の増加により沿道の地域への更な

る環境負荷が生ずるおそれがあるため、詳

細な拡幅位置及び道路構造の検討に当た

り、道路騒音の環境基準の達成状況を悪化

させないための措置を検討すること。 

今後の詳細なルートや構造

を検討するにあたっては、市

街地及び集落の分断並びに住

居の環境保全の配慮が特に必

要 な 施 設 に 対 す る 生 活 環 境

（大気質、騒音等）への影響

に配慮します。 

また、今後の環境影響評価

の 手 続 に お い て 、 必 要 に 応

じ、調査、予測、評価及び環

境 保 全 措 置 の 検 討 を 行 い ま

す。 

なお、本事業においては、

現道拡幅案は選定していませ

ん。 
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表 6.1（3） 配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解 

環境要素 国土交通大臣意見 都市計画決定権者の見解 

水環境及

び土壌環

境 

①諏訪湖は湖沼水質保全特別措置法に基づ

く指定湖沼とされているところ、浮遊物

質量（SS）等に係る水質の環境基準は非

達成である中、本事業は、諏訪湖に流入

する河川及び沢を通過するため、特に、

森林が分布する丘陵地を主に通過するバ

イパス案及び都市計画案は、土地改変に

伴う濁水等の発生により公共用水域への

更なる環境負荷が生ずるおそれがある。

このため、複数案のいずれについても、

具体的なルートの位置及び道路構造の検

討に当たり、土地を改変する工事の実施

に伴う水の濁り等による影響について、

土地の改変量及び森林の改変面積を抑制

する位置及び構造の採用等により、回避

又は極力低減すること。また、橋梁構造

を採用する場合における水底掘削等に伴

う水の濁り等による影響について、河川

の改変量を抑制する位置及び構造の採用

等により、回避又は極力低減すること。 

今後の詳細なルートや構造

を検討するにあたっては、土

地を改変する工事の実施に伴

う 水 の 濁 り 等 に よ る 影 響 及

び、橋梁構造による水底掘削

等に伴う水の濁り等による影

響に配慮します。 

また、今後の環境影響評価

の 手 続 に お い て 、 必 要 に 応

じ、調査、予測、評価及び環

境 保 全 措 置 の 検 討 を 行 い ま

す。 

 

②トンネル構造を採用する場合は、トンネ

ル掘削等に伴う地下水の坑内への流出、

トンネル内への漏水等による周辺地域に

おける水源、温泉源泉等の減水、枯渇等

の影響が生ずるおそれがある。このた

め、具体的なルートの位置及び道路構造

の検討に当たり、温泉源泉の改変の極力

回避、地下水環境に影響を及ぼすおそれ

の小さい位置及び構造の採用等により、

その影響を回避又は極力低減すること。

また、方法書以降の手続において、その

影響を適切に把握するための調査、その

結果を踏まえたできる限り定量的な手法

による予測及び評価を行い、その結果に

応じて適切な環境保全措置を検討するこ

と。 

今後の詳細なルートや構造

を検討するにあたっては、温

泉源泉等に対する地下水環境

への影響に配慮します。 

また、今後の環境影響評価

の 手 続 に お い て 、 必 要 に 応

じ、地下水の影響を適切に把

握するための調査を実施し、

その結果を踏まえて、できる

限り定量的な予測、評価を行

い、その結果に応じた適切な

環境保全措置の検討を行いま

す。 

③上川、宮川等が流入する諏訪湖南東側に

は軟弱地盤が分布し、道路構造物の設置

に伴う地盤沈下による影響が生ずるおそ

れがある。このため、複数案のいずれに

ついても、具体的なルートの位置及び道

路構造の検討に当たり、地盤沈下が生ず

るおそれの小さい位置及び構造の採用等

により、その影響を回避又は極力低減す

ること。 

今後の詳細なルートや構造

を検討するにあたっては、地

盤沈下が生ずるおそれの小さ

い位置及び構造の採用等によ

り、道路構造物の設置に伴う

地盤沈下による影響に配慮し

ます。 
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表 6.1（4） 配慮書についての国土交通大臣意見と都市計画決定権者の見解 

環境要素 国土交通大臣意見 都市計画決定権者の見解 

動植物、

生態系 

事業実施想定区域及びその周辺は、重要

な動植物の生息及び生育地が確認されてい

る。このため、複数案のいずれについて

も、具体的なルートの位置及び道路構造の

検討に当たり、これらの改変の極力回避等

により、本事業の実施に伴う自然環境への

影響を回避又は極力低減すること。また、

トンネル構造を採用する場合は、トンネル

掘削等に伴う地下水への影響により周辺の

沢等の流量が減少し、水生生物等重要な動

植物の生息及び生育地に影響を及ぼすおそ

れがあるため、方法書以降の手続におい

て、専門家等からの助言を踏まえ、その影

響を適切に把握するための調査、予測及び

評価を行い、その結果に応じて適切な環境

保全措置を検討すること。 

今後の詳細なルートや構造

を検討するにあたっては、重

要な動植物の生息及び生育地

及び生態系への影響に配慮し

ます。 

また、今後の環境影響評価

の 手 続 に お い て 、 必 要 に 応

じ、専門家等からの助言を踏

まえて調査、予測、評価及び

適切な環境保全措置の検討を

行います。 

 

景 観 及 び

人 と 自 然

と の 触 れ

合 い の 活

動の場 

事業実施想定区域及びその周辺は、諏訪

湖、霧ヶ峰等に臨む眺望点が多数存在し、

下諏訪町歴史的風致維持向上計画に基づく

下諏訪門前地区等、景観の保全等に係る区

域が複数存在する。また、式年造営御柱大

祭に関連する神社、散策路等、人と自然と

の触れ合いの活動の場が多数存在する。こ

のため、複数案のいずれについても、具体

的なルートの位置及び道路構造の検討に当

たり、これらの改変の極力回避又は機能維

持、地域の景観特性と調和した位置及び構

造の採用等により、本事業の実施に伴う景

観及び人と自然との触れ合いの活動の場へ

の影響を回避又は極力低減すること。 

今後の詳細なルートや構造

を検討するにあたっては、景

観資源、眺望点、人と自然と

の触れ合いの活動の場への影

響及び下諏訪町歴史的風致維

持向上計画に配慮します。 

また、今後の環境影響評価

の 手 続 に お い て 、 必 要 に 応

じ、調査、予測、評価及び環

境 保 全 措 置 の 検 討 を 行 い ま

す。 

建 設 発 生

土 及 び 廃

棄物 

本事業は、主に森林が分布する丘陵地又

は市街地及び集落を通過する計画であり、

本事業の実施に伴う土地改変、掘削等によ

り建設発生土及び廃棄物が発生する。この

ため、複数案のいずれについても、具体的

なルートの位置及び道路構造の検討に当た

り、土量バランスを考慮した上で改変又は

掘削を必要最小限とした位置及び構造の採

用等により、建設発生土及び廃棄物の発生

量を抑制すること。 

今後の詳細なルートや構造

を検討するにあたっては、土

量バランスを考慮し、建設発

生土及び廃棄物の発生量の抑

制に配慮します。 

また、今後の環境影響評価

の 手 続 に お い て 、 必 要 に 応

じ、調査、予測、評価及び環

境 保 全 措 置 の 検 討 を 行 い ま

す。 
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第7章  計画段階環境配慮書の案についての意見と事業予定者の見解 

7.1 計画段階環境配慮書の案についての一般の環境の保全の見地からの意見と事

業予定者の見解 

環境影響評価法に基づく配慮書の案については、事業予定者が、平成 26 年 9 月に公表し、

一般の環境の保全の見地からの意見聴取を行いました。意見聴取は、地域にとって望ましい

ルート帯の案を検討する際に重視すべき項目として、「生活環境（大気環境・水環境）に配慮

し、できる限り影響を回避した道路（以下、生活環境）」、「自然環境（動物・植物・生態系）

に配慮し、できる限り影響を回避した道路（以下、自然環境）」及び「景観や人と自然との触

れ合いの活動の場に配慮し、できる限り影響を回避した道路（以下、景観等）」の 3 項目につ

いて意見聴取を行い、「特に重視すべき」、「やや重視すべき」、「あまり重視すべきでない」、

「重視すべきではない」、「わからない」の 5 段階で回答していただきました。（アンケート調

査：平成 26 年 9 月 11 日～平成 26 年 10 月 11 日（第 2 回）） 

その結果、図 7.1 に示すとおり、重視すべきという意見（“特に重視すべき”“やや重視す

べき”）は、生活環境で 73％、自然環境で 70％、景観等で 61％という結果でした。また、自

由意見の中で環境に関する意見が多数寄せられ、その代表的な意見及び事業予定者の見解を

表 7.1 に示します。 

 

31%

42%

12%

2%
2%

10%

生活環境

重視すべき：73%

重視すべき

でない：14%

28%

42%

15%

3%
2%

9%

自然環境

重視すべき：70%

重視すべき

でない：18%
19%

42%

22%

5%
3%

10%

景観等

重視すべき：61%

重視すべき

でない：27%

 
 
注 1：総回答数 6,809 人 

注 2：四捨五入の関係で構成比の合計が 100%にならない場合がある。 

図 7.1 住民及び事業者等からの配慮すべきという意見の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に重視すべき    やや重視すべき    あまり重視すべきではない    重視すべきではない    わからない    無回答 凡例 
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表 7.1 住民及び事業者等からの主な意見と事業予定者の見解 

区分 主な意見 事業予定者の見解 

生活

環境 

・騒音について、配慮してもらいたい、

夜に眠れないようなことのないように

してください。 

・日常生活に支障をきたさない、道路整

備の充実をお願いしたい。 

・高架橋の振動、騒音が無いようにされ

たい。夜は静かな街なので心配にな

る。 

・トンネルも多くなると思うので、水環

境にも配慮。 

・これからの道路は交通の利便性より、

そこに住む人々の環境に配慮した道路

でありたい。 

       他170件 

事業実施に向けては、本事業の目的

を勘案しつつ、大気質、騒音、振動、

水象（地下水）への影響に配慮しま

す。 

また、今後の環境影響評価の手続に

おいては、具体的なルートの位置や道

路構造を決定する段階で、調査、予

測、評価を行い、必要に応じて環境保

全措置等の配慮を行います。 

自然

環境 

・動物の生活圏に人間が勝手に手を加え

るのだから配慮できればいいと思う。

共存共栄。 

・オオワシ等の鳥は生態が変わってしま

うことに配慮してほしい。 

・信州の自然を大切に。 

               

他155件 

事業実施に向けては、本事業の目的

を勘案しつつ、動物、植物、生態系へ

の影響に配慮します。 

また、今後の環境影響評価の手続に

おいては、具体的なルートの位置や道

路構造を決定する段階で、調査、予

測、評価を行い、必要に応じて環境保

全措置等の配慮を行います。 

景観

等 

・平地がなく山裾を通ることになるの

で、景観と環境には十分配慮を。 

・すばらしい諏訪の景観がこわされず観

光客にもそのすばらしさを見てもらえ

る様な配慮。 

・景観に配慮した設計でお願いしたい。 

・下諏訪町の景観を壊さないアクセス道

路。 

他81件 

事業実施に向けては、本事業の目的

を勘案しつつ、景観・人と自然との触

れ合いの活動の場への影響に配慮しま

す。 

また、今後の環境影響評価の手続に

おいては、具体的なルートの位置や道

路構造を決定する段階で、調査、予

測、評価を行い、必要に応じて環境保

全措置等の配慮を行います。 
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7.2 関係する地方公共団体の長からの意見と事業予定者の見解 

環境影響評価法に基づく配慮書の案について、事業予定者が、関係する地方公共団体の長

からの意見聴取を行いました。地方公共団体の長からの意見と事業予定者の見解は、表 7.2

に示すとおりです。 

 
表 7.2 地方公共団体の長からの意見と事業予定者の見解 

No 
地方公共 

団体の長 
地方公共団体の長からの意見 事業予定者の見解 

1 長野県 

知事 

・事業の実施に向けては、大気

質、騒音、水質、地下水、地盤

沈下等への影響や重要な動植

物、生態系や景観への影響に配

慮し、地域の生活環境や自然環

境への影響をできるかぎり回

避・低減するよう努めていただ

きますようお願いします。 

 事業実施に向けては、本事業の目的を

勘案しつつ、大気質、騒音、水質、地下

水、地盤沈下等の生活環境や、重要な動

植物、生態系、景観等の自然環境への影

響について、できる限り回避・低減する

よう配慮します。 

 また、今後の環境影響評価の手続にお

いて、具体的なルートの位置や道路構造

を決定する段階で、調査、予測、評価を

行い、必要に応じて環境保全措置等の配

慮を行います。 

2 諏訪市長 ・事業実施に向けて、一部、市街

地の近傍を通過する箇所にあっ

ては、大気質、水環境、騒音等

の生活環境への影響に配慮する

とともに、重大な動植物の生

息・生育地等の自然環境への影

響に配慮し、地域への影響をで

きる限り回避・低減に努めてい

ただきますようお願いします。

さらに、温泉のある観光地で、

諏訪湖を望む良好な景観を有す

る地域であるため、源泉や景観

等についての影響も、できる限

り回避・低減に努めていただき

ますようお願いします。 

 事業実施に向けては、本事業の目的を

勘案しつつ、大気質、源泉を含む水環

境、騒音等の生活環境、重要な動植物の

生息・生育地、景観等の自然環境への影

響について、できる限り回避・低減する

よう配慮します。 

また、今後の環境影響評価の手続にお

いて、具体的なルートの位置や道路構造

を決定する段階で、調査、予測、評価を

行い、必要に応じて環境保全措置等の配

慮を行います。 

3 下諏訪 

町長 

・事業実施に向けて、市街地の近

傍を通過するため、大気質、水

環境、騒音等の生活環境への影

響に配慮するとともに、重要な

動植物の生息・生育地等の自然

環境への影響に配慮し、地域へ

の影響をできる限り回避・低減

に努めていただけますようお願

いします。さらに、温泉のある

観光地であるため、源泉や景観

等についての影響も、できる限

り回避・低減に努めていただき

ますようお願いします。 

 事業実施に向けては、本事業の目的を

勘案しつつ、大気質、源泉を含む水環

境、騒音等の生活環境、重要な動植物の

生息・生育地、景観等の自然環境への影

響について、できる限り回避・低減する

よう配慮します。 

 また、今後の環境影響評価の手続にお

いて、具体的なルートの位置や道路構造

を決定する段階で、調査、予測、評価を

行い、必要に応じて環境保全措置等の配

慮を行います。 
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第8章  環境影響評価方法書について意見を有する者の意見の概要及びそれに

対する都市計画決定権者の見解 

環境影響評価法第 40 条第 2 項の規定により読み替えて適用される同法第 7 条及び第 8 条第 1

項に基づき、平成 29 年 4 月 27 日から 5 月 31 日まで縦覧に供し、平成 29 年 4 月 27 日から 6 月

14 日まで意見を求め、提出された意見書は 20 通でした。 

環境の保全の見地から意見を有する者の意見の概要及びそれに対する都市計画決定権者の見解

は、表 8.1に示すとおりです。 

 

表 8.1（1） 方法書についての一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解 

環境

要素 

番

号 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

事
業
計
画 

1 

具体的な工事場所・工事方法、地域住民

及び生息動植物に対してどのような影響が

あるのかが示されておらず、バイパス計画

の実施を優先しており、豊かな自然環境を

享受する権利を奪うものと考える。 

本事業による環境への影響については、

第 11 章（P.11-1-1 及びそれ以降の頁）に

調査、予測及び評価の結果を示していま

す。 

2 

住みやすい都市計画と共に、諏訪地方の

産業・観光の面から、地域の発展も見据え

たルート選定を希望する。 

バイパス案（山側ルート）については、

P.3-24 及びそれ以降の頁に示すとおり、交

通の円滑化、災害に強い代替路の確保、交

通安全の確保を図るとともに、生活環境等

に配慮し、安心・快適な暮らしづくりや地

域産業の活性化に寄与する道路であること

を理由に、選定しました。 

3 

（仮称）都市計画道路諏訪バイパス中心線

は、県道諏訪湖四賀線のセンターに合わせ

て計画していただきたい。 

 

ルート位置、構造の検討に際しては、道

路の事業目的を勘案しつつ、走行性、アク

セス性、安全性とともに、環境面や事業性

（事業に要する費用や技術的な制約条件

等）にも配慮のうえ、土地利用や他の都市

施設等の計画と総合性、一体性を確保する

ように都市計画に定めていきます。 

4 

都市計画のルートについては、地元住民

の意見を聞いて決めていただきたい。 

住民の皆様へ都市計画素案やルート・構

造に関する説明会、公聴会を行い、ルート

を決定してまいります。 
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表 8.1（2） 方法書についての一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解 

環境

要素 

番

号 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

事
業
計
画 

5 

市街地の環境保全の観点から、飯島区

（諏訪市四賀）においては以下について対

応いただきたい。 

1.計画路線の縦断高さは現国道 20 号の高

さとし、中央分離帯を設置しないでいた

だきたい。 

2.計画路線により分断された余剰地の買い

上げもしていただきたい。 

3.側道は設置しないでいただきたい。 

4.区の分断及び通学路の安全確保の観点か

ら、スクランブル交差点又は歩道橋を設

置していただきたい。 

5.計画路線が開通後も、茅野と諏訪を結ぶ

通勤バイパスを整備し、残していただき

たい。 

ルート位置、構造の検討に際しては、道

路の事業目的を勘案しつつ、走行性、アク

セス性、安全性とともに、環境面や事業性

（事業に要する費用や技術的な制約条件

等）にも配慮のうえ、土地利用や他の都市

施設等の計画と総合性、一体性を確保する

ように都市計画に定めていきます。 

 

6 

床下浸水の対策として、飯島区内の主要

水路 3 本について、改修を上流までしてい

ただくとともに、川底の泥の撤去と定期的

な泥等の清掃を実施していただきたい。 

ご指摘の要望については、関係自治体の

施設管理者に伝えました。 

 

7 

大雨の時に新汐からあふれた水が大正堀

に流れるよう、大正堀につながる水路にバ

イパス的な水路をつなげていただきたい。

その他、改善が可能な箇所を調査していた

だきたい。 

ご指摘の要望については、関係自治体の

施設管理者に伝えました。 

 

8 

尾玉町の宝である眺望景観と静寂、脱排

気ガス環境を失わないよう、尾玉町の前面

にバイパスを通す場合はトンネル構造とし

ていただきたい。 

尾玉町付近は、周辺環境への影響に配慮

し、トンネル構造で計画しました。 

9 
今後、人口や交通量の増加は考えにくい

ため、片側 2 車線の幅員は必要ない。 

車線数は、地域の課題と当該道路に求め

られる機能から、4 車線としました。 

10 

慈雲寺及び水月園周辺の歴史、環境等の

面から計画について再検討いただきたい。

どうしてもバイパスを造るということであ

れば、極力神社仏閣を避け、又、人里を離

れた位置に願いたい。 

ルート位置、構造の検討に際しては、道

路の事業目的を勘案しつつ、走行性、アク

セス性、安全性とともに、環境面や事業性

（事業に要する費用や技術的な制約条件

等）にも配慮して行います。 
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表 8.1（3） 方法書についての一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解 

環境

要素 

番

号 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

調
査
、
予
測
・
評
価
全
般 

11 

当慈雲寺境内地は 142 号線接点部分に隣

接しており、このまま諏訪バイパスが 142

号線接点部分より直進のコースを通った場

合、当寺へのさまざまな影響が懸念され

る。慈雲寺における歴史、歴史的景観、環

境等については、下諏訪町、諏訪地域、長

野県の観光振興にこれからさらに貢献でき

るものである。下記に記述する懸念事項に

配慮した環境影響評価が行われ、より良い

バイパス建設が行われるようお願いする。 

1.慈雲寺の借景、境内の眺望景観に対する

影響。 

2.トンネル構造による地下水脈断水及び水

涸れと、それに伴う植物への影響。生活

水の保証期間（30 年間）後の対策。 

3.騒音による静寂な境内地の環境の悪化。

震動による建造物の損壊。 

4.急傾斜地崩壊危険区域に計画路線を通過

させることによる、地滑り及び土砂災害

誘発の可能性。また、その対策として想

定されるコンクリート擁壁による斜面の

補強工事が及ぼす景観、環境の破壊。 

5.「下諏訪町景観計画」、「下諏訪町緑の基

本計画」「下諏訪町総合ハザードマッ

プ」等の既存計画との整合性。 

6.京都の作庭家であり、日本庭園研究家の

方から、歴史的価値の高い庭園であると

いう調査報告がされている裏庭、築山泉

水庭の水枯れ。 

7.岡谷市の作庭家の方から、おそらく県下

最高の小間、広間の茶室のたたずまいで

あるとの意見をいただいた裏庭、茶室の

眺望や茶室建築への影響。 

ルート位置、構造の検討に際しては、道

路の事業目的を勘案しつつ、走行性、アク

セス性、安全性とともに、環境面や事業性

（事業に要する費用や技術的な制約条件

等）にも配慮のうえ、土地利用や他の都市

施設等の計画と総合性、一体性を確保する

ように都市計画に定めていきます。 

本事業による環境影響評価については、

第 11 章（P.11-1-1 及びそれ以降の頁）に

示すとおり、調査、予測及び評価を行い、

その結果に応じて、実行可能な範囲内で環

境影響をできる限り回避又は低減するため

の環境保全措置の検討を行いました。 
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表 8.1（4） 方法書についての一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解 

環境

要素 

番

号 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

調
査
、
予
測
・
評
価
全
般 

12 

住宅区域を縦断するような地域や、土砂

崩れ、土石流災害等が懸念される地域で

は、特に大気質、騒音、振動、日照阻害、

地形及び地質について、綿密に調査を行っ

ていただきたい。また人と自然との触れ合

いの活動の場であり、桜並木と水仙畑が諏

訪市でも有数の名所である上川土手につい

ては、綿密に調査を行っていただきたい。 

調査にあたっては、「道路環境影響評価

の技術手法」等に基づき、環境状況や予測

評価に必要な情報の把握に努めました。 

13 

予測にあたっては、影響の有無の判断基

準を記載していただきたい。また、予測結

果が環境基準以下、あるいは影響が小さい

と評価される場合でも、影響がある場合に

は環境保全措置を検討していただきたい。 

調査及び予測の結果との整合性を評価す

る 基 準 又 は 目 標 に つ い て は 、 第 11 章

（P.11-1-61 及びそれ以降の頁）に示すと

おり、環境影響評価項目毎に示しました。

また、評価にあたっては、基準または目標

との整合に係る評価とともに、実行可能な

範囲内で環境影響をできる限り回避又は低

減するための環境保全措置を検討しまし

た。 

騒
音
・
振
動 

14 

騒音・振動について、調査・予測の地点

数は適切に設定いただきたい。 

騒音、振動の調査、予測地点について

は、P.11-2-2 及びそれ以降の頁に示すとお

り、住居等の保全施設の位置、計画路線の

構造及び周辺の地形等を踏まえ、適切に設

定しました。 

水
質
・
水
象 

15 

道路（嵩上式）の存在並びに盛土工に係

る「水質」「水象」を評価項目に追加して

いただきたい。 

盛土工に係る水質（水の濁り）について

は、工事施工ヤードの設置の一部として、

P.11-5-1 及びそれ以降の頁に示すとおり、

調査、予測及び評価を行いました。道路

（嵩上式）の存在（盛土構造）に係る水質

及び水象、盛土工に係る水象については、

一般的には影響を及ぼすことはないと考え

られることから、項目を選定しておりませ

ん。 

水
象 16 

霧ヶ峰から諏訪地域に流れる地下水や表

流水について、専門家の入った広範囲の地

質調査により十分に検証していただきた

い。また、霧ヶ峰からの伏流水を利用する

南沢水源井戸や諏訪五蔵地域を「評価重点

地域」に指定し、調査の方法等について丁

寧に説明するとともに、工事後には定期的

な状況調査を行っていただきたい。 

地下水については、P.11-6-14 及びそれ

以降の頁に示すとおり、専門家の意見を聴

きながら、地下水の広域的な連動性を把握

できるよう適切に現地調査、予測及び評価

を行いました。また、環境保全措置とし

て、地下水への影響に配慮した施工方法等

を採用するとともに、事後調査を実施しま

す。 

これらの内容については、丁寧な説明に

努めます。 
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表 8.1（5） 方法書についての一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解 

環境

要素 

番

号 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

水
象 

17 

当該地域は酒造業の盛んな地域でもあ

り、地下水については事前調査を行なった

上で正確に評価いただき、水量、水質（濁

り、ミネラル含有量・バランス等）に影響

を与えないようにしていただきたい。ま

た、予測評価の結果及び地下水に影響が出

た場合の責任の所在については、霧ヶ峰か

らの伏流水を利用する地域、酒蔵に対し、

丁寧に説明していただきたい。 

地下水については、P.11-6-14 及びそれ

以降の頁に示すとおり、専門家の意見を聴

きながら、地下水の広域的な連動性を把握

できるよう適切に現地調査、予測及び評価

を行いました。また、環境保全措置とし

て、地下水への影響に配慮した施工方法等

を採用するとともに、事後調査を実施しま

す。 

これらの内容については、丁寧な説明に

努めます。 

地
形
及
び
地
質 

18 

計画想定地に沿って活断層があることか

ら、地震が発生した場合の被害と復旧につ

いて、検証が必要だと考えられる。 

道路構造については、事業実施段階で耐

震性能を有する設計を行います。また、地

震が発生した場合には、速やかに被害状況

の把握及び復旧に努めます。 

地
盤 

19 

諏訪市四賀赤沼地籍及び桑原地籍におい

ては、地盤が非常に軟弱であることから、

以下について強く要望する。 

①環境影響評価により判断された、既存構

造物（特に家屋、家庭敷地内の上下水道

管）への影響評価の住民への報告      

②上記が環境影響評価項目に無い場合は項

目追加 

③供用開始後の影響調査実施方法、頻度と

結果報告方法の報告  

④供用開始後、予見できない問題発生有無

確認のため、定期的な現地調査、家庭訪

問や少人数規模の集会による聞き取り調

査の実施 

⑤影響発生時の補償についての考え方説明 

本事業では、軟弱地盤と想定される地域

において、地下水位の低下が生じるおそれ

のある切土等の掘削工事、トンネル工事を

予定していないため、地盤を環境影響評価

項目に選定しておりません。 

なお、地盤への対応については、P.3-28

及びそれ以降の頁に示すとおり、事業実施

段階で、詳細な地質調査を行い、必要に応

じて地盤沈下の発生に十分配慮した施工方

法等を検討してまいります。 

これらの内容について、丁寧な説明に努

めます。 
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表 8.1（6） 方法書についての一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解 

環境

要素 

番

号 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

動
物
、
植
物
、
生
態
系 

20 

方法書における生態系の調査方法「 (4)

調査地点」｢(5)調査期間等｣の記述内容に

ついて、「動物・植物」の調査を活用する

のか、「生態系」として違う調査を行うの

かわからないため、記述を改めていただく

ことをご検討いただきたい。 

生態系の調査については、方法書の段階

で、P.10-22 に示すとおり、「(2)調査の基

本的な手法」において、「動物」における

動物相及び「植物」における植物相の調査

結果を活用して、整理することを示してい

ました。 

生態系の調査については、P.11-11-1 及

びそれ以降の頁に示すとおりです。 

21 

上位性の種としてキーとなる猛禽類の調

査期間は、「生態系」にしっかり記載した

ほうが良いと考える。ご検討いただきた

い。 

生態系の調査については、方法書の段階

で、P.10-22 の「(2)調査の基本的な手法」

において、「動物」における動物相の調査

結果を活用して、整理することを示してお

り、その動物の調査に関する「 (5)調査期

間等」（P.10-20）には、猛禽類は 2 営巣期

と示していました。 

生態系の上位性の注目種に選定した猛禽

類の調査については、P.11-9-3 及びそれ以

降の頁に示すとおりです。 

22 

フクロウ類やコウモリ類等、特殊性の対

象種の調査もしっかりとお願いしたい。 

生態系の特殊性の注目種に選定したフク

ロウ類の他、コウモリ類等については、

P.11-9-2 及びそれ以降の頁で示すとおり、

調査を行いました。 

23 

オオワシについては、長年関わっている

専門家の意見を十分聞いていただきたい。 

オオワシについては、P.11-9-2 及びそれ

以降の頁に示すとおり、専門家等からの助

言を踏まえて、調査、予測及び評価を行い

ました。 

景
観 

24 

主要な眺望点の調査地域について、「実

施区域及びその端部から 3km 程度の範囲」

とする理由を、準備書に記載いただきた

い。 

実施区域及びその端部から 3km 程度の範

囲は、「道路環境影響評価の技術手法」に

基づき、認知限界距離を考慮し設定してお

り、P.11-12-2 に示すとおり、その理由を

記載しました。 

25 

高架構造を採用する場合は、諏訪の景観

スポットになる様なデザインにしていただ

きたい。 

事業者が事業実施段階で、地域との調和

を図る観点から色彩、デザイン等の検討に

努めます。 

26 

文献や既存資料、現地の状況から選定し

た眺望点から、「主要な眺望点」を選定す

る手順について確認いただき、準備書では

記載にあたり整合を図っていただきたい。 

主要な眺望点の選定については、 P.11-

12-2 及びそれ以降の頁に示すとおり、既存

文献等で示された候補地点の中から、景観

資源の分布、視覚的関係及び計画路線の位

置等を踏まえ、主要な眺望景観の変化が生

じると想定される地点を選定しました。 
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表 8.1（7） 方法書についての一般の環境の保全の見地からの意見の概要と都市計画決定権者の見解 

環境

要素 

番

号 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

27 

春宮周辺（特に砥川の一部「浮島」と言

われる場所周辺一帯）を人と自然との触れ

合いの活動の場の調査箇所に加えていただ

くことをご検討いただきたい。 

春宮周辺（特に砥川の一部「浮島」と言

われる場所周辺一帯）を人と自然との触れ

合いの活動の場として加え、 P.11-13-2 及

びそれ以降の頁に示すとおり、調査、予測

及び評価を行いました。 

28 

人と自然との触れ合いの活動の場の「快

適性」の予測では、アクセスの時間等だけ

でなく、「安全性」の観点も入れていただ

きたい。これは定性的な予測の上で、今後

の配慮事項等に記載いただく程度で良いと

思われるが、状況によっては対策を行って

いただけるよう文章で残していただきた

い。 

人と自然との触れ合いの活動の場を改変

し、快適性等に変化が生じる箇所では、

P.11-13-65 及びそれ以降の頁に示すとお

り、安全性を考慮した環境保全措置の検討

を行いました。 
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第9章  環境影響評価方法書についての長野県知事の意見及びそれに対する都

市計画決定権者の見解 

環境影響評価法第 40 条第 2 項の規定により読み替えて適用される同法第 10 条第 1 項の規定に

基づき、平成 29 年 10 月 26 日に環境保全の見地からの長野県知事の意見が提出されました。方

法書についての長野県知事意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解は、表 9.1に示すとお

りです。 

 

表 9.1（1） 方法書についての長野県知事意見と都市計画決定権者の見解  

環境 

要素 

番

号 
長野県知事意見 都市計画決定権者の見解 

全
般 

1 

今後決定する具体的なルートやトンネ

ル、高架等の道路構造（以下単に「道路構

造」という。）を踏まえ、適切に調査、予

測及び評価を行うこと。また、環境影響評

価準備書（以下「準備書」という。）作成

前の詳細な平面縦横断線形が明らかになっ

た時点で県に報告し、調査、予測及び評価

の地点や方法について助言を受けること。 

準備書作成前の詳細な平面縦横断線形が

明らかになった令和 2 年 9 月に長野県環境

影響評価技術委員会に報告し、委員会にお

いて得られた助言を踏まえ、都市計画の案

の具体的なルート、道路構造等を基に、適

切に調査、予測及び評価を行いました。 

2 

準備書段階で道路構造、工法等に不確定

部分が残っている場合は、最も環境負荷が

大きくなる条件を想定し、調査、予測及び

評価を行うこと。 

準備書段階では道路構造、工法等は確定

しませんが、調査、予測及び評価について

は、都市計画の案の具体的なルート、道路

構造及び想定される工法等を基に、現実的

に実施が想定される範囲内で、環境負荷が

大きくなる条件を設定し、調査、予測及び

評価を行いました。 

3 

実施区域及びその周辺は大半の項目にお

いて環境基準を大きく下回る地域であるこ

とが想定されるため、環境影響評価の実施

にあたっては、現況を的確に把握した上

で、その状況をできる限り悪化させないと

いう観点から評価を行い、必要な環境保全

措置を講じること。 

環境影響評価の実施にあたっては、現況

を的確に把握した上で、予測及び評価を行

いました。また、評価にあたっては、基準

または目標との整合に係る評価とともに、

現況をできる限り悪化させないという観点

を踏まえ、実行可能な範囲内で環境影響を

できる限り回避又は低減するための環境保

全措置を検討しました。 

4 

実施区域周辺には、住宅や老人福祉施設

など特に配慮を要する施設があるため、そ

れらへの影響について適切に予測及び評価

を実施すること。 

大 気 質 、 騒 音 、 振 動 等 に つ い て は 、

P.11-1-24 及びそれ以降の頁に示すとお

り、住宅や老人福祉施設等特に配慮を要す

る施設を考慮して代表的な予測位置を設定

し、適切に予測及び評価を行いました。 
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表 9.1（2） 方法書についての長野県知事意見と都市計画決定権者の見解  

環境 

要素 

番

号 
長野県知事意見 都市計画決定権者の見解 

全
般 

5 

準備書の作成にあたっては、地質断面

図、ボーリング柱状図等の予測評価等の根

拠を示すとともに、専門用語について注釈

を行う、工法等を図示するなど住民により

分かりやすい図書となるよう努めること。 

準備書の作成にあたっては、地質断面図

（ P.11-6-39）、ボーリング柱状図（ P.11-

6-40 及びそれ以降の頁、資料編 P.5.2-1 及

びそれ以降の頁）等の予測及び評価等の根

拠を示すとともに、専門用語について注釈

（P.11-1-1 及びそれ以降の頁）を行う、想

定される工法等を図示（P.3-11 及びそれ以

降の頁）する等住民により分かりやすい図

書となるよう努めました。 

6 

道路構造、工法、想定される環境影響等

を具体的に住民に提示し、理解を得ながら

今後の手続を進めること。また、その状況

について、県に報告すること。 

今後の環境影響評価手続きについては、

想定される道路構造、工法、環境影響等を

住民説明会で具体的に提示し、理解を得る

ことに努めながら進めます。また、その住

民説明会の状況について、長野県に報告し

ます。 

事
業
計
画 

7 

実施区域には断層帯、土砂災害特別警戒

区域及び軟弱地盤地域が存在することに十

分に配慮し、道路構造等を検討すること。

また検討の経緯及び内容について準備書に

おいて明らかにすること。 

計画路線は、位置及び基本構造の検討段

階から、断層帯、土砂災害特別警戒区域及

び軟弱地盤地域に配慮した計画としていま

す。断層帯についてはトンネル構造での通

過をできる限り回避した計画としていま

す。土砂災害特別警戒区域については土工

での通過をできる限り回避するとともに、

土工で通過する場合は地形改変を極力少な

くした計画としています。軟弱地盤地域に

ついては嵩上式で通過する場合には橋梁構

造を採用し、地盤沈下による影響をできる

限り低減した計画としています。 

また、詳細な道路構造、施工方法等につ

いては、事業実施段階において、断層帯、

土砂災害特別警戒区域及び軟弱地盤地域に

十分に配慮して検討します。 

この内容については、準備書（P.3-28 及

びそれ以降の頁）に記載しました。 
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表 9.1（3） 方法書についての長野県知事意見と都市計画決定権者の見解 

環境 

要素 

番

号 
長野県知事意見 都市計画決定権者の見解 

騒
音
、
振
動
、
低
周
波
音 

8 

住宅の密集する地域がトンネル抗口の近

傍となることが想定されるため、発破工事

を実施する場合には、騒音、振動及び低周

波音に係る環境要因として発破工事を選定

し、適切に調査、予測及び評価を行うこ

と。 

トンネルにおける発破工事の実施につい

ては、事業実施段階において、地質調査や

詳細設計を実施し施工方法を検討するた

め、現段階では決定しておりません。 

トンネル工事において発破を実施する場

合には、事業実施段階で適切な火薬量によ

る発破工法の採用や、防音扉の設置等によ

り環境保全措置を検討し、発破に伴う影響

の低減に努めます。この内容については、

準備書（P.3-30）に記載しました。 

水
質 

9 

降雨時の水質調査については、降雨量の

違いによる水質への影響を適切に把握でき

るよう、複数回実施すること。 

降雨時の水質調査については、年間の変

動状況を把握するため、P.11-5-4 及びそれ

以降の頁に示すとおり、渇水期 1 回、豊水

期 2 回（梅雨期、台風期）の複数回の調査

を行いました。 

水
象 

10 

地下水については、工事実施箇所だけで

はなく、その下流へ影響が生じる可能性が

あるため、地下水の広域的な連動性を把握

できるよう調査地点を設定し、事業による

影響を適切に予測及び評価を行うこと。 

地下水については、P.11-6-14 及びそれ

以降の頁に示すとおり、実施区域から約

1km の範囲を対象に、広域的な連動性を把

握できるよう調査地点を設定するととも

に、調査結果を踏まえて、事業による影響

について、専門家の意見を聴きながら適切

に予測及び評価を行いました。 

11 

河川への橋脚の設置等による漁業等の水

面利用への影響について、漁業関係者への

聞き取りを行い、適切に調査、予測及び評

価を行うこと。 

河川への橋脚の設置等による漁業等の水

面利用への影響については、漁業関係者へ

の聞き取り調査を行い、水面利用の状況を

把握しました。漁業等の水面利用につい

て、環境保全措置として「観測修正法によ

る最適な工法の採用」を実施することで、

河川の流量の変化を抑制します。また、河

川の水質への影響を抑制するため、工事に

あたっては、止水性の高い仮締切工法を採

用し、直接流水に接しない施工を行うとと

もに、必要に応じて現地状況を踏まえた適

切な仮設材料による一時的な流路の切り回

しや、濁水処理施設の設置及び中和処理に

よる工事排水の適切な処理等を行います。

さらに、トンネル工事による濁水について

も、濁水処理施設を設置して河川等に直接

濁水を流さないようにします。よって、漁

業等の水面利用は維持されるものと考えて

います。 
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表 9.1（4） 方法書についての長野県知事意見と都市計画決定権者の見解  

環境 

要素 

番

号 
長野県知事意見 都市計画決定権者の見解 

地
形
・
地
質 

12 

諏訪盆地の断層群は、諏訪盆地における

新期断層変位地形が生じている地域である

ため、重要な地形及び地質として位置付

け、調査、予測及び評価の地点への追加を

検討すること。 

諏訪盆地の断層群については、「日本の

地形レッドデータブック」等に学術上又は

希少性の観点から保全すべき重要な地形及

び地質として位置づけられていないため、

重要な地形及び地質として選定しておりま

せん。 

なお、実施区域及びその周辺に分布する

諏訪盆地の断層群については、P.11-7-1 及

びそれ以降の頁に示すとおり、事業実施段

階において、事業地に露頭している新期断

層変位地形（断層崖）が存在する場合は、

調査、記録に努めます。 

地
盤 

13 

実施区域内には、軟弱地盤地域が存在す

るため、地盤を環境影響評価項目として選

定し、適切に調査、予測及び評価を行うこ

とを検討すること。 

本事業では、軟弱地盤と想定される地域

において、地下水位の低下が生じるおそれ

のある切土等の掘削工事、トンネル工事を

予定していないため、地盤を環境影響評価

項目に選定しておりません。 

なお、地盤への対応については、 P.3-28

及びそれ以降の頁に示すとおり、事業実施

段階において、詳細な地質調査を行い、必

要に応じて地盤沈下の発生に十分配慮した

施工方法等を検討します。 

植
物
、
動
物 

14 

河川に橋脚を設置する場合には、工法に

よって、その下流に大きな影響を与える可

能性があるため、今後決定する道路構造、

工法等を踏まえ、水生動植物の調査範囲の

拡大を検討すること。また、当該調査の結

果を踏まえ、水生動植物への影響のより少

ない工法への見直しを検討すること。 

橋脚の設置を予定している河川では、低

水路に接しない位置に橋脚を設置するとと

もに必要以上に橋脚の断面積を大きくしな

い計画としています。また、河川での橋梁

工事で水底の掘削を行う場合、仮締切によ

る工事により直接流水に接地しない工法を

採用するとともに、工事による濁水の排水

は、沈砂池、処理施設を設置・浄化した後

に、公共用水域に流す等、水生動植物への

影響の少ない工法を採用します。これら実

行可能な範囲内で環境影響をできる限り回

避又は低減した配慮を行うため、事業影響

は事業地周辺に限られるものと考えてお

り、水生動物は P.11-9-7 及びそれ以降の

頁に示すとおり実施区域から約 250ｍ、水

生植物は P.11-10-5 及びそれ以降の頁に示

すとおり実施区域から約 100ｍの範囲で調

査を行いました。 
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表 9.1（5） 方法書についての長野県知事意見と都市計画決定権者の見解  

環境 

要素 

番

号 
長野県知事意見 都市計画決定権者の見解 

植
物
、
動
物 

15 

動植物の調査については、環境が大きく

変化することとなる明かり部に重点を置い

て行うこと。 

動植物の調査については、P.11-9-7 及び

それ以降の頁に示すとおり、環境が大きく

変化することとなる明かり部に重点を置い

て行いました。 

16 

かつての渋のエゴ付近や周辺河川付近

は、諏訪湖でも最後に残された水生植物群

落が分布している場所であるため、植物の

調査、予測及び評価の地点への追加を検討

すること。 

橋脚の設置を予定している河川では、低

水路に接しない位置に橋脚を設置するとと

もに必要以上に橋脚の断面積を大きくしな

い計画としています。また、河川での橋梁

工事で水底の掘削を行う場合、仮締切によ

る工事により直接流水に接地しない工法を

採用するとともに、工事による濁水の排水

は、沈砂池、処理施設を設置・浄化した後

に、公共用水域に流す等、水生動植物への

影響の少ない工法を採用します。これら実

行可能な範囲内で環境影響をできる限り回

避又は低減した配慮を行うため、事業影響

は事業地周辺に限られるものと考えてお

り、水生植物は P.11-10-5 及びそれ以降の

頁に示すとおり実施区域から約 100ｍの範

囲で調査を行いました。 

17 

メガネサナエは、日本では諏訪湖と琵琶

湖にしか生息しない希少なトンボであるた

め、あらかじめ生態、生息地等について把

握した上で、調査、予測及び評価を行うこ

と。 

メガネサナエについては、事前に専門家

に聞き取り調査を行い、生態、生息地等を

把握した上で、P.11-9-4 及びそれ以降の頁

に示すとおり、羽化殻・羽化個体調査、成

虫調査、幼虫調査を行うとともに、調査結

果を踏まえて予測及び評価を行いました。 

景
観 

18 

中央道の諏訪湖ＳＡは、諏訪盆地の一番

の眺望地点であるため、主要な視点場とし

て位置付け、景観の調査、予測及び評価の

地点に追加すること。 

中央道の諏訪湖ＳＡについては、 P.11-

12-2 及びそれ以降の頁に示すとおり、景観

の主要な眺望点に選定し、調査、予測及び

評価を行いました。 
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表 9.1（6） 方法書についての長野県知事意見と都市計画決定権者の見解  

環境 

要素 

番

号 
長野県知事意見 都市計画決定権者の見解 

触
れ
合
い
活
動
の
場 

19 

実施区域は、諏訪湖の外環であり人と自

然との触れ合い活動の場が多くあるため、

それらに対する工事による影響が想定され

る場合には、環境影響評価項目として選定

し、調査、予測及び評価を行うこと。ま

た、自然豊かな社寺等について、主要な人

と自然との触れ合い活動の場として位置づ

け、調査、予測及び評価の地点への追加を

検討すること。 

工事の実施における「工事施工ヤードの

設置」、「工事用道路等の設置」に係る人と

自然との触れ合い活動の場について、環境

影響評価項目に選定（ P.10-4）し、 P.11-

13-1 及びそれ以降の頁に示すとおり、調

査、予測及び評価を行いました。  

また、自然豊かな社寺等については、関

係市町への聞き取り調査を行った上で、

P.11-13-2 及びそれ以降の頁に示すとお

り、主要な人と自然との触れ合い活動の場

の地点に選定し、調査、予測及び評価を行

いました。 

廃
棄
物
等 

20 

準備書において、伐採木の発生量を予測

及び評価の対象に加えるとともに、その処

理方法についても記載すること。 

廃棄物等の予測及び評価については、

P.11-15-1 及びそれ以降の頁に示すとお

り、伐採木として、建設発生木材の発生量

を対象に加えるとともに、その処理方法に

ついても検討しました。 
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第10章  都市計画対象道路事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価

の手法 

10.1 専門家等による技術的助言 

環境影響評価項目及び調査、予測及び評価の手法の選定にあたり、専門家等の助言を受けて

おり、その専門家等の専門分野及び助言内容については、表 10.1に示すとおりです。 

 

表 10.1(1) 専門家等の専門分野、助言内容 

専門分野 技術的助言の内容 

大気質 

・方法書案の調査、予測及び評価の手法について異論なし。 

・環境影響評価の項目は、近年の動向を踏まえ、工事の実施（建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行）に係る大気質（二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質）について選定すべきである。 

・一部谷地を通過する地形的な特性から、周辺常監局との間に有意な相

関関係が得られない可能性があるため、気象調査の調査期間は、必要

に応じて期間を拡大した方がよい。 

・予測手法は、具体的な予測式や、その出典等が分かるように記載すべ

きである。 

騒音、振動、低周波音 
・方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法につ

いて異論なし。 

水質、水象、 

地形及び地質 

・方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法につ

いて異論なし。 

・トンネル構造の採用により、地下水、温泉源泉等への影響が懸念され

るため、適切に調査及び予測評価を行う必要がある。 

・調査にあたっては、トンネル構造を採用する山間部で沢等が存在する

ため、配慮が必要である。 

・山地部の地下水位の影響に伴い、植物への影響も懸念されるため、山

地部も植物相、植生を調査すべきである。 

植物、生態系 
・方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法につ

いて異論なし。 

動物、

生態系 

哺乳類、 

両生類、 

爬虫類 

・方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法につ

いて異論なし。 

・山地・丘陵地・台地の生態系について、上位性にツキノワグマを選定

すべきである。 

・哺乳類調査は、自動撮影装置を設置し、効果的に実施すべきである。 

鳥類、猛禽類 

・方法書案の調査、予測及び評価の手法について異論なし。 

・環境影響評価の項目は、国土交通大臣意見の指摘を踏まえ、土地又は

工作物の存在及び供用（道路（地下式）の存在）、工事の実施（トンネ

ル工事の実施）に係る動物、植物、生態系を選定すべきである。 

・トンネル構造の採用は、環境配慮がなされた計画であるが、地下水へ

の影響と、これに伴う自然環境への影響が懸念されるため、配慮して

いく必要がある。 

昆虫類 

・方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法につ

いて異論なし。 

・調査時期は、動物全般で重要であるが、特に昆虫は、時期、気候によ

って調査結果が異なるため、留意が必要である。 
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表 10.1(2) 専門家等の専門分野、助言内容 

専門分野 技術的助言の内容 

動物、

生態系 

魚類、 

底生動物 

・方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法につ

いて異論なし。 

・「当該項目に関連する地域特性」については、主な動物の種名を挙げる

など、分かり易く記載すべきである。 

・調査手法及び調査期間は、動物分類毎に、具体的に示すべきである。 

・調査地点は、動物の生態的な特徴、地形や植生等の特徴を踏まえた上

で、設定する必要がある。 

・調査期間は、確認しやすい時期及び時間帯に留意し、実施する必要が

ある。 

景観、人と自然との触

れ合いの活動の場 

・方法書案の環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法につ

いて異論なし。 

・人と自然との触れ合いの活動の場の調査時期は、調査する対象の特性

を踏まえ、適切に設定する必要がある。 
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10.2 環境影響評価の項目 

本事業に係る環境影響評価項目について、「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該

項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全

のための措置に関する指針等を定める省令」（平成 10 年 6 月 12 日 建設省令第 10 号、最終改

正：平成 27 年 6 月 1 日国土交通省令第 43 号）（以下、「国土交通省令」といいます。）、「道路

環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（国土交通省 国土技術政策総合研究所 独立行

政法人 土木研究所）及び「道路環境影響評価の技術手法（平成 26 年度版）」（国土交通省 

国土技術政策総合研究所）（以下、「技術手法」といいます。）、「長野県環境影響評価技術指針」

（平成 10 年 9 月 28 日長野県告示第 476 号、最終改正：平成 28 年 1 月 12 日長野県告示第 18

号）（以下、「長野県技術指針」といいます。）を参考として、配慮書での検討結果、事業特性

及び地域特性、専門家等による技術的助言及び方法書についての知事意見を踏まえて選定しま

した。 

本事業に係る環境影響評価項目及びその選定理由は、表 10.2に示すとおりです。 

環境影響評価項目の選定の結果、環境影響評価を行う項目は、大気質、騒音、振動、低周波

音、水質、水象、地形及び地質、日照阻害、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合

いの活動の場、文化財、廃棄物等に係る項目としました。 

なお、長野県には、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子

力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」

（平成 23 年 8 月 30 日法律第 110 号、最終改正：平成 27 年 5 月 20 日法律第 22 号）に基づく

汚染状況重点調査地域はなく、事業実施に伴って放射性物質が相当程度の拡散・流出のおそれ

がないことから、放射線の量を環境影響評価の項目に選定していません。 

 

10.3 調査、予測及び評価の手法 

前節において選定した環境影響評価項目に係る調査、予測及び評価を行う手法については、

「国土交通省令」、「技術手法」、「長野県技術指針」及び専門家等による技術的助言を参考に選

定しました。 

選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由は、表 10.3に示すとおりです。 
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表 10.2 環境影響評価を行う項目及びその選定理由 

影響要因の区分 

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

工事の実施 土地又は工作物の存在及び供用  

事業特性・地域特性を踏まえた項目選定の理由 

建
設
機
械
の
稼
働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬

に
用
い
る
車
両
の
運
行 

切
土
工
等
又
は
既
存
の

工
作
物
の
除
去 

工

事

施

工

ヤ

ー

ド

の
設
置 

工

事

用

道

路

等

の

設
置 

ト

ン

ネ

ル

工

事

の

実
施 

水
底
の
掘
削
等 

道
路
（
地
表
式
又
は

掘
割
式
）
の
存
在 

道

路

（

嵩

上

式

）

の
存
在 

道

路

（

地

下

式

）

の
存
在 

自
動
車
の
走
行 

環境の自然的構成要素

の良好な状態の保持を

旨として調査、予測及

び評価されるべき環境

要素 

大気環

境 

大気質 二酸化窒素 

浮遊粒子状物質 ● ●         ○ 

実施区域及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行及び

自動車の走行に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質による影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。また、計画段

階環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることから選定します。 

粉じん等 
○ ○          

実施区域及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴

い発生する粉じん等による影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。 

騒音 騒 音 

○ ○         ○ 

実施区域及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行及び

自動車の走行に伴う騒音による影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。また、計画段階環境配慮書では、文献

調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることから選定します。 

振動 振 動 
○ ○         ○ 

実施区域及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行及び

自動車の走行に伴う振動による影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。 

低周波音 低周波音 
          ● 

実施区域及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、嵩上式構造で通過する区間の自動車の走行に伴う低周波音の影

響を及ぼすおそれがあることから、選定します。 

水環境 水質 水の濁り 
  ●  ●     

実施区域及びその周辺には、河川等の公共用水域が存在し、切土工等又は既存の工作物の除去、工事施工ヤードの設置、

工事用道路等の設置及び水底の掘削等に伴う水の濁りによる影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。 

水の汚れ 
      ●     

実施区域及びその周辺には、河川等の公共用水域が存在し、水底の掘削と併せて実施するコンクリート工事によるアルカ

リ水の公共用水域への排出により、水の汚れの影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。 

水象 河川 
  ●   ●  ●  ●  

実施区域及びその周辺には、河川の利用が認められ、切土工等又は既存の工作物の除去、トンネル工事の実施及び道路

（地表式又は掘割式、地下式）の存在による河川の流量への影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。 

地下水 

  ●   ●  ●  ●  

実施区域及びその周辺には、温泉源泉の存在及び地下水の利用が認められ、切土工等又は既存の工作物の除去、トンネル

工事の実施、及び道路（地表式又は掘割式、地下式）の存在による地下水への影響を及ぼすおそれがあることから、選定

します。また、計画段階環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることか

ら選定します。 

土 壌 に 係

る 環 境 そ

の 他 の 環

境  

地形及び

地質 

重要な地形及び

地質 
   ○   ○   

実施区域及びその周辺には、重要な地形及び地質が存在し、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の設置及び道路の存在

（地表式又は掘割式、嵩上式）による重要な地形及び地質への影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。 

その他の

環境要素 

日照阻害 
        ○   

実施区域及びその周辺には、住居等の保全対象が存在し、嵩上式構造で通過する区間の道路（嵩上式）の存在に伴う日照

阻害の影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。 

生物の多様性の確保及

び自然環境の体系的保

全を旨として調査、予

測及び評価されるべき

環境要素   

動物 重要な種及び注

目すべき生息地

  ●   ○ ●  ○ ●  

実施区域及びその周辺には、重要な動物種の生息地及び注目すべき生息地が存在し、工事施工ヤードの設置、工事用道路

等の設置、トンネル工事の実施及び道路の存在による影響を及ぼすおそれがあること、重要な猛禽類の営巣が存在する可

能性があり、工事中の建設機械の稼働による猛禽類の繁殖活動への阻害の影響を及ぼすおそれがあることから、選定しま

す。また、計画段階環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることから選

定します。 

植物 重要な種及び群

落    ○ ●  ○ ●  

実施区域及びその周辺には、重要な植物種の生育地及び注目すべき生育地が存在し、工事施工ヤードの設置、工事用道路

等の設置、トンネル工事の実施及び道路の存在による影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。また、計画段階

環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることから選定します。 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 
   ○ ●  ○ ●  

実施区域及びその周辺には、地域を特徴づける生態系を構成する動物及び植物の生息及び生育基盤が存在し、工事施工ヤ

ードの設置、工事用道路等の設置、トンネル工事の実施及び道路の存在による影響を及ぼすおそれがあることから、選定

します。また、計画段階環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることか

ら選定します。 

人と自然との豊かな触

れ合いの確保を旨とし

て調査、予測及び評価

されるべき環境要素 

景観 主要な眺望点及び

景観資源並びに主

要な眺望景観 

       ○   

実施区域及びその周辺には、主要な眺望点及び景観資源、景観計画区域等が存在し、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）

の存在による景観への影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。また、計画段階環境配慮書では、文献調査に基

づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要があることから選定します。 

人と自然との触れ

合いの活動の場 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場 
   ●   ○   

実施区域及びその周辺には、主要な人と自然との触れ合いの活動の場が存在し、工事施工ヤードの設置、工事用道路等の

設置及び道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在による人と自然との触れ合いの活動への影響を及ぼすおそれがあるこ

とから、選定します。また、計画段階環境配慮書では、文献調査に基づく検討であったため、更に詳細な検討を行う必要

があることから選定します。 

歴史的文化的な遺産の保全を旨として  

調査、予測及び評価されるべき環境要素  

文化財 文化財 
   ●       

実施区域及びその周辺には、文化財が存在し、工事施工ヤードの設置及び工事用道路等の設置による文化財への影響を及

ぼすおそれがあることから、選定します。 

環境への負荷の量の程度によ り予測及び

評価されるべき環境要素  

廃棄物等 建設工事に伴う

副産物 
  ○     

 
   

切土工等又は既存工作物の除去に伴い発生する建設副産物は、建設発生土が主であり、現場内での再利用が考えられる一

方、工事に伴って発生する建設副産物を実施区域外に搬出し影響を及ぼすおそれがあることから、選定します。 
注 1：項目選定を示す記号の意味は以下のとおりである。○：国土交通省令に示されている参考項目、●：参考項目以外の項目、太枠：計画段階環境配慮書で選定された計画段階配慮事項に準ずる項目 
注 2：ここで用いている用語は、国土交通省令に基づき、以下のとおりである。 
「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。  

「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。  

「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。  

「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。  

「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。  

「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。  

「切土工等」とは、切土をする工事その他の相当量の建設発生土又は汚泥を発生させる工事をいう。  

「工事施工ヤード」とは、工事中の作業に必要な区域として設置される区域をいう。（本線工事の区域を含む）。  
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表 10.3(1) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

大気質 二酸化窒素

及び浮遊粒

子状物質 

土地又は工

作物の存在

及 び 供 用

（自動車の

走行） 

対象事業は、延長

約10.3㎞、車線数4

車 線 、 設 計 速 度

60km/hの一般国道の

改築事業です。 

計画交通量は、

18,300～ 32,100台 /

日です。 

道路構造は、地表

式、嵩上式、地下式

で計画しています。 

計画路線における

自動車の走行によ

り、二酸化窒素、浮

遊粒子状物質の影響

が考えられます。 

(1)住居等の保全対象の配置

の状況 

調査区域には、主に低地部

に、住居等の保全対象が分布

します。また、学校、病院そ

の他の環境の保全についての

配慮が特に必要な施設とし

て、小学校18箇所、中学校12

箇所、高等学校7箇所、専修

学校10箇所、特別支援学校1

箇所、幼稚園8箇所、図書館4

箇所、病院等9箇所、老人福

祉施設38箇所、保育所38箇所

が存在します。 

 

(2)二酸化窒素及び浮遊粒子

状物質の状況 

調査区域には、一般環境大

気測定局として「諏訪測定

局」があります。 

平成29年度の測定結果によ

ると、二酸化窒素の日平均値

の年間98％値は諏訪測定局が

0.020ppmであり、環境基準を

達成しています。また、浮遊

粒子状物質の日平均値の年間

2％除外値は諏訪測定局が

0.027mg/m3であり、環境基準

を達成しています。 

 

(3)気象の状況 

調査区域には、気象観測所

として「諏訪特別地域気象観

測所」があり、風向・風速の

観測が行われています。 

令和元年の最多風向は西北

西、平均風速は3.3m/sです。 

(1)調査すべき情報 

①二酸化窒素の濃度の状況 

②浮遊粒子状物質の濃度の状況 

③気象（風向及び風速）の状況 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

二酸化窒素の濃度、浮遊粒子状物質の濃度の状況について

は、「二酸化窒素に係る環境基準について」（二酸化窒素）及び

「大気の汚染に係る環境基準について」（浮遊粒子状物質）に

規定する測定方法により行います。 

気象（風向・風速）の状況については、「地上気象観測指

針」に基づく測定方法により行います。 

 

(3)調査地域 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて、二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるおそれが

あると認められる地域とします。 

 

(4)調査地点 

予測地点との対応を考慮し、濃度変化があると考えられる箇

所ごとに、また代表する気象状況が得られる箇所とします。 

 

(5)調査期間等 

春夏秋冬ごとのそれぞれ1週間の連続測定を基本とします。

ただし、気象については、必要に応じ、調査期間を適宜

拡大します。 

(1)予測の基本的な手法 

「技術手法」（国総研資料第714号 

2.1）に記載の正規型プルーム式及び

積算型簡易パフ式の拡散式により、

年平均値を予測します。 

 

(2)予測地域 

 調査地域のうち、二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏ま

えて二酸化窒素及び浮遊粒子状物質

に係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域とします。 

 

(3)予測地点 

 予測地域の中から、道路構造及び

交通条件が変化するごとに区間を分

割し、その区間において地域を代表

する地点、特に影響を受けるおそれ

がある地点、保全すべき対象等への

影響を的確に把握できる地点の観点

から設定します。予測高さは、原則

として地上1.5mとします。 

 

(4)予測対象時期 

 計画交通量の発生が見込まれる時

期とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、自動車の

走行に伴い発生する二酸化窒

素及び浮遊粒子状物質に係る

影響が、事業者により実行可

能な範囲内でできる限り回避

され、又は低減されており、

必要に応じその他の方法によ

り環境の保全についての配慮

が適正になされているかどう

かについて、事業者の見解を

明らかにすることにより評価

します。 

 

(2)基準又は目標との整合性

の検討 

「二酸化窒素に係る環境基

準について」（二酸化窒素）

及び「大気の汚染に係る環境

基準について」（浮遊粒子状

物質）と調査及び予測結果と

の間に整合が図られているか

どうかを評価します。 

事業特性、

地域特性及び

計画段階環境

配慮書の検討

を踏まえ、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 
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表 10.3(2) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

大気質 粉じん等 工事の実施

（建設機械

の稼働） 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

建設機械の稼働に

より、粉じん等の影

響が考えられます。 

(1)住居等の保全対象の配置

の状況 

調査区域には、主に低地部

に、住居等の保全対象が分布

します。また、学校、病院そ

の他の環境の保全についての

配慮が特に必要な施設とし

て、小学校18箇所、中学校12

箇所、高等学校7箇所、専修

学校10箇所、特別支援学校1

箇所、幼稚園8箇所、図書館4

箇所、病院等9箇所、老人福

祉施設38箇所、保育所38箇所

が存在します。 

 

(2)気象の状況 

調査区域には、気象観測所

として「諏訪特別地域気象観

測所」があり、風向・風速の

観測が行われています。 

令和元年の最多風向は西北

西、平均風速は 3.3m/s で

す。 

(1)調査すべき情報 

①気象（風向及び風速）の状況 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

気象（風向・風速）の状況については、「地上気象観測指

針」に基づく測定方法により行います。 

 

(3)調査地域 

粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を

受けるおそれがあると認められる地域とします。 

 

(4)調査地点 

予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する気象の状況

が得られる箇所とします。 

 

(5)調査期間等 

春夏秋冬ごとのそれぞれ 1 週間の測定を基本とし、必要に応

じ、調査期間を適宜拡大します。調査時間帯は、建設機械の稼

働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による環境影響の

予測に必要な時間帯とします。 

(1)予測の基本的な手法 

 「技術手法」（国総研資料第 714 号 

2.3）、「技術手法」（国総研資料第

714 号 2.4）に記載の事例の引用又

は解析により得られた経験式を用

い、季節別降下ばいじん量を予測し

ます。 

 

(2)予測地域 

 調査地域のうち、粉じん等の拡散

の特性を踏まえて粉じん等に係る環

境影響を受けるおそれがあると認め

られる地域とします。 

 

(3)予測地点 

①建設機械の稼働 

建設機械が稼働する区域の予測断

面における工事施工ヤードの敷地境

界線とします。予測高さは、原則と

して地上 1.5m とします。 

②資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行 

工事用道路の接続が予測される既

存道路など資材及び機械の運搬に用

いる車両が既存交通に合流する地点

の近傍で、当該既存道路の沿道の状

況を勘案し、既存道路の代表的な断

面における敷地境界線とします。ま

た、仮設道路は、沿道の状況を勘案

し、仮設道路の代表的な断面におけ

る敷地境界線とします。予測高さ

は、原則として地上 1.5mとします。 

 

(4)予測対象時期等 

建設機械の稼働、資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行による粉じ

ん等に係る環境影響が最大となる時

期とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行に伴い発

生する粉じん等に係る影響

が、事業者により実行可能な

範囲内でできる限り回避さ

れ、又は低減されており、必

要に応じその他の方法により

環境の保全についての配慮が

適正になされているかどうか

について、事業者の見解を明

らかにすることにより評価し

ます。 

 

(2)基準又は目標との整合性

の検討 

降下ばいじんにおける参考

値と予測結果との間に整合が

図られているかどうかを評価

します。 

 事業特性及

び地域特性を

踏まえて、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 

工事の実施

（資材及び

機械の運搬

に用いる車

両の運行） 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の運

行により、粉じん等

の影響が考えられま

す。 
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表 10.3(3) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

大気質 二酸化窒素

及び浮遊粒

子状物質 

工事の実施

（建設機械

の稼働） 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

建設機械の稼働に

より、二酸化窒素及

び浮遊粒子状物質の

影響が考えられま

す。 

(1)住居等の保全対象の配置

の状況 

調査区域には、主に低地部

に、住居等の保全対象が分布

します。また、学校、病院そ

の他の環境の保全についての

配慮が特に必要な施設とし

て、小学校18箇所、中学校12

箇所、高等学校7箇所、専修

学校10箇所、特別支援学校1

箇所、幼稚園8箇所、図書館4

箇所、病院等9箇所、老人福

祉施設38箇所、保育所38箇所

が存在します。 

 

(2)二酸化窒素及び浮遊粒子

状物質の状況 

調査区域には、一般環境大

気測定局として「諏訪測定

局」があります。 

平成29年度の測定結果によ

ると、二酸化窒素の日平均値

の年間98％値は諏訪測定局が

0.020ppmであり、環境基準を

達成しています。また、浮遊

粒子状物質の日平均値の年間

2％除外値は諏訪測定局が

0.027mg/m3であり、環境基準

を達成しています。 

 

(3)気象の状況 

調査区域には、気象観測所

として「諏訪特別地域気象観

測所」があり、風向・風速の

観測が行われています。 

令和元年の最多風向は西北

西、平均風速は3.3m/sです。 

(1)調査すべき情報 

①二酸化窒素の濃度の状況 

②浮遊粒子状物質の濃度の状況 

③気象（風向及び風速）の状況 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

二酸化窒素の濃度、浮遊粒子状物質の濃度の状況について

は、「二酸化窒素に係る環境基準について」（二酸化窒素）及び

「大気の汚染に係る環境基準について」（浮遊粒子状物質）に

規定する測定方法により行います。 

気象（風向・風速）の状況については、「地上気象観測指

針」に基づく測定方法により行います。 

 

(3)調査地域 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて、二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるおそれが

あると認められる地域とします。 

 

(4)調査地点 

予測地点との対応を考慮し、濃度変化があると考えられる箇

所ごとに、また代表する気象状況が得られる箇所とします。 

 

(5)調査期間等 

春夏秋冬ごとのそれぞれ1週間の連続測定を基本とします。

ただし、気象については、必要に応じ、調査期間を適宜拡大し

ます。調査時間帯は、建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に

用いる車両の運行による環境影響の予測に必要な時間帯としま

す。 

(1)予測の基本的な手法 

「技術手法」（国総研資料第714号 

2.5）、「技術手法」（国総研資料第714

号 2.6）に記載の正規型プルーム式

及び積算型簡易パフ式の拡散式によ

り、年平均値を予測します。 

 

(2)予測地域 

 調査地域のうち、二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏ま

えて二酸化窒素及び浮遊粒子状物質

に係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域とします。 

 

(3)予測地点 

①建設機械の稼働 

建設機械が稼働する区域の予測断

面における工事施工ヤードの敷地境

界線とします。予測高さは、原則と

して地上1.5mとします。 

②資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行 

工事用道路の接続が予測される既

存道路など資材及び機械の運搬に用

いる車両が既存交通に合流する地点

の近傍で、当該既存道路の沿道の状

況を勘案し、既存道路の代表的な断

面における敷地境界線とします。予

測高さは、原則として地上1.5mとし

ます。 

 

(4)予測対象時期 

建設機械の稼働、資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行による二酸

化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環

境影響が最大となる時期とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、建設機械

の稼働、資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行に伴い発

生する二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質に係る影響が、事業

者により実行可能な範囲内で

できる限り回避され、又は低

減されており、必要に応じそ

の他の方法により環境の保全

についての配慮が適正になさ

れているかどうかについて、

事業者の見解を明らかにする

ことにより評価します。 

 

(2)基準又は目標との整合性

の検討 

「二酸化窒素に係る環境基

準について」（二酸化窒素）

及び「大気の汚染に係る環境

基準について」（浮遊粒子状

物質）と調査及び予測結果と

の間に整合が図られているか

どうかを評価します。 

事業特性及

び地域特性を

踏まえ、国土

交通省令及び

技術手法を参

考に選定しま

した。 

工事の実施

（資材及び

機械の運搬

に用いる車

両の運行） 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の運

行により、二酸化窒

素及び浮遊粒子状物

質の影響が考えられ

ます。 
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表 10.3(4) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

騒音 騒音 土地又は工

作物の存在

及 び 供 用

（自動車の

走行） 

対象事業は、延長

約10.3㎞、車線数4

車 線 、 設 計 速 度

60km/hの一般国道の

改築事業です。 

計画交通量は、

18,300～ 32,100台 /

日です。 

道路構造は、地表

式、嵩上式、地下式

で計画しています。 

計画路線における

自動車の走行によ

り、道路交通騒音の

影響が考えられま

す。 

 

(1)住居等の保全対象の配置

の状況 

調査区域には、主に低地部

に、住居等の保全対象が分布

します。また、学校、病院そ

の他の環境の保全についての

配慮が特に必要な施設とし

て、小学校18箇所、中学校12

箇所、高等学校7箇所、専修

学校10箇所、特別支援学校1

箇所、幼稚園8箇所、図書館4

箇所、病院等9箇所、老人福

祉施設38箇所、保育所38箇所

が存在します。 

 

(2)騒音の状況 

調査区域では、36地点にお

いて自動車騒音調査が実施さ

れており、環境基準等による

地域の類型及び規制地域が指

定されている36地点のうち26

地点で昼夜ともに環境基準を

達成、36地点全てで昼夜とも

に自動車騒音の限度（要請限

度）を達成しています。 

調査区域には、環境基本法

に基づく騒音に係る環境基準

の類型指定地域及び騒音規制

法に基づく自動車騒音に関す

る規制区域があります。 

(1)調査すべき情報 

①騒音の状況 

②沿道の状況 

（沿道の状況：計画路線により新設又は改築される道路の沿道

において、住居等の平均階数、騒音の影響を受けやすい面の

位置及び地表面の種類） 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

騒音の状況については、「騒音に係る環境基準について」に

規定する測定方法により行います。 

 

(3)調査地域 

音の伝搬の特性を踏まえて、騒音に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域とします。 

 

(4)調査地点 

予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する騒音の状

況、沿道の状況が得られる箇所とします。 

 

(5)調査期間等 

騒音が 1 年間を通じて平均的な状況を呈すると考えられる日

の昼間及び夜間の基準時間帯とします。 

 

(1)予測の基本的な手法 

 音の伝搬理論に基づく予測式とし

て、「技術手法」（国総研資料第 842

号 4.1）に記載の日本音響学会の

「ASJ RTN-Model」として「ASJ RTN-

Model 2018」を用い、等価騒音レベ

ル（LAeq）を予測します。 

 

(2)予測地域 

 調査地域のうち、音の伝搬の特性

を踏まえて騒音に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域

とします。 

 

(3)予測地点 

 予測地域の中から、道路構造及び

交通条件が変化するごとに区間を分

割し、その区間において地域を代表

する地点、特に影響を受けるおそれ

がある地点、保全すべき対象等への

影響を的確に把握できる地点の観点

から設定します。予測高さは、幹線

道路近接空間及び背後地における住

居等の各階の平均的な高さとしま

す。 

 

(4)予測対象時期等 

 計画交通量の発生が見込まれる時

期とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、自動車の

走行に伴い発生する騒音に係

る影響が、事業者により実行

可能な範囲内でできる限り回

避され、又は低減されてお

り、必要に応じその他の方法

により環境の保全についての

配慮が適正になされているか

どうかについて、事業者の見

解を明らかにすることにより

評価します。 

 

(2)基準又は目標との整合性

の検討 

「騒音に係る環境基準につ

いて」（道路に面する地域）

と調査及び予測結果との間に

整合が図られているかどうか

を評価します。 

 事業特性、

地域特性及び

計画段階環境

配慮書の検討

を踏まえ、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 
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表 10.3(5) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

騒音 騒音 工事の実施

（建設機械

の稼働） 

 

 土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

建設機械の稼働に

より、建設作業騒音

の影響が考えられま

す。 

 

(1)住居等の保全対象の配置

の状況 

調査区域には、主に低地部

に、住居等の保全対象が分布

します。また、学校、病院そ

の他の環境の保全についての

配慮が特に必要な施設とし

て、小学校18箇所、中学校12

箇所、高等学校7箇所、専修

学校10箇所、特別支援学校1

箇所、幼稚園8箇所、図書館4

箇所、病院等9箇所、老人福

祉施設38箇所、保育所38箇所

が存在します。 

 

(2)騒音の状況 

調査区域には、騒音規制法

に基づく特定建設作業に伴っ

て発生する騒音の規制に関す

る基準の規制区域がありま

す。 

なお、調査区域では、一般

環境騒音に関する公表資料は

ありません。 

 

(1)調査すべき情報 

①騒音の状況 

②地表面の状況 

（地表面の状況：草地、裸地、芝地、舗装地の種類） 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

騒音の状況については、「騒音規制法」による「特定建設作

業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」に規定する測定

方法により行います。 

 

(3)調査地域 

 音の伝搬の特性を踏まえて、騒音に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域とします。 

 

(4)調査地点 

 予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する騒音の状

況、地表面の状況が得られる箇所とします。 

 

(5)調査期間等 

 騒音が 1 年間を通じて平均的な状況を呈すると考えられる日

の建設機械の稼働による環境影響の予測に必要な時間帯としま

す。 

(1)予測の基本的な手法 

音の伝搬理論に基づく予測式とし

て、「技術手法」（国総研資料第 714

号 4.2）に記載の日本音響学会の

「ASJ CN-Model 2007」の工種別予測

法を用い、騒音レベルの 90％レンジ

の上端値（LA5、LA,Fmax5）を予測しま

す。 

 

(2)予測地域 

調査地域のうち、音の伝搬の特性

を踏まえて騒音に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域

とします。 

 

(3)予測地点 

建設機械が稼働する区域の予測断

面における特定建設作業に伴って発

生する騒音の規制に関する基準位置

の敷地境界線とします。予測高さ

は、原則として地上 1.2mとします。 

 

(4)予測対象時期等 

建設機械の稼働による騒音に係る

環境影響が最大となる時期としま

す。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、建設機械

の稼働に伴い発生する騒音に

係る影響が、事業者により実

行可能な範囲内でできる限り

回避され、又は低減されてお

り、必要に応じその他の方法

により環境の保全についての

配慮が適正になされているか

どうかについて、事業者の見

解を明らかにすることにより

評価します。 

 

(2)基準又は目標との整合性

の検討 

「特定建設作業に伴って発

生する騒音の規制に関する基

準」と調査及び予測結果との

間に整合が図られているかど

うかを評価します。 

 事業特性及

び地域特性を

踏まえて、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 
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表 10.3(6) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

騒音 騒音 工事の実施

（資材及び

機械の運搬

に用いる車

両の運行） 

 土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の運

行により、道路交通

騒音の影響が考えら

れます。 

(1)住居等の保全対象の配置

の状況 

調査区域には、主に低地部

に、住居等の保全対象が分布

します。また、学校、病院そ

の他の環境の保全についての

配慮が特に必要な施設とし

て、小学校18箇所、中学校12

箇所、高等学校7箇所、専修

学校10箇所、特別支援学校1

箇所、幼稚園8箇所、図書館4

箇所、病院等9箇所、老人福

祉施設38箇所、保育所38箇所

が存在します。 

 

(2)騒音の状況 

調査区域では、36地点にお

いて自動車騒音調査が実施さ

れており、環境基準等による

地域の類型及び規制地域が指

定されている36地点のうち26

地点で昼夜ともに環境基準を

達成、36地点全てで昼夜とも

に自動車騒音の限度（要請限

度）を達成しています。 

調査区域には、環境基本法

に基づく騒音に係る環境基準

の類型指定地域及び騒音規制

法に基づく自動車騒音に関す

る規制区域があります。 

(1)調査すべき情報 

①騒音の状況 

②沿道の状況 

（沿道の状況：資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予測

される道路の沿道の状況及び沿道の地表面の種類） 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

騒音の状況については、「騒音に係る環境基準について」に

規定する測定方法により行います。 

 

(3)調査地域 

音の伝搬の特性を踏まえて、騒音に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域とします。 

 

(4)調査地点 

予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する騒音の状

況、沿道の状況が得られる箇所とします。 

 

(5)調査期間等 

騒音が 1 年間を通じて平均的な状況を呈すると考えられる日

の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による環境影響の予

測に必要な時間帯とします。 

 

 

 

 

 

 

(1)予測の基本的な手法 

 音の伝搬理論に基づく予測式とし

て、「技術手法」（国総研資料第 714

号 4.3）に記載の既存道路の現況の

等価騒音レベルに工事用車両の影響

を加味した式を用い、等価騒音レベ

ル（LAeq）を予測します。 

 

(2)予測地域 

 調査地域のうち、音の伝搬の特性

を踏まえて騒音に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域

とします。 

 

(3)予測地点 

 工事用道路の接続が予測される既

存道路など資材及び機械の運搬に用

いる車両が既存交通に合流する地点

の近傍で、当該既存道路の沿道の状

況を勘案し、既存道路の代表的な断

面における敷地境界線とします。ま

た、仮設道路は、沿道の状況を勘案

し、仮設道路の代表的な断面におけ

る敷地境界線とします。予測高さ

は、原則として地上 1.2mとします。 

 

(4)予測対象時期等 

 資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行による騒音に係る環境影響が

最大となる時期とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、資材及び

機械の運搬に用いる車両の運

行に伴い発生する騒音に係る

影響が、事業者により実行可

能な範囲内でできる限り回避

され、又は低減されており、

必要に応じその他の方法によ

り環境の保全についての配慮

が適正になされているかどう

かについて、事業者の見解を

明らかにすることにより評価

します。 

 

(2)基準又は目標との整合性

の検討 

「自動車騒音の限度」及び

「騒音に係る環境基準につい

て」（道路に面する地域）と

調査及び予測結果との間に整

合が図られているかどうかを

評価します。 

事業特性及

び地域特性を

踏まえて、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 
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表 10.3(7) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

振動 振動 土地又は工

作物の存在

及 び 供 用

（自動車の

走行） 

対象事業は、延長

約10.3㎞、車線数4

車 線 、 設 計 速 度

60km/hの一般国道の

改築事業です。 

計画交通量は、

18,300～ 32,100台 /

日です。 

道路構造は、地表

式、嵩上式、地下式

で計画しています。 

計画路線における

自動車の走行によ

り、道路交通振動の

影響が考えられま

す。 

(1)住居等の保全対象の配置

の状況 

調査区域には、主に低地部

に、住居等の保全対象が分布

します。また、学校、病院そ

の他の環境の保全についての

配慮が特に必要な施設とし

て、小学校18箇所、中学校12

箇所、高等学校7箇所、専修

学校10箇所、特別支援学校1

箇所、幼稚園8箇所、図書館4

箇所、病院等9箇所、老人福

祉施設38箇所、保育所38箇所

が存在します。 

 

(2)振動の状況 

調査区域には、振動規制法

に基づく道路交通振動の限度

の指定区域があります。 

なお、調査区域では、道路

交通振動に関する公表資料は

ありません。 

 

(3)地形及び地質の状況 

調査区域の地形は、扇状

地、谷底平野、三角州等から

なる低地部と、砂礫台地、火

山地等からなる山地・丘陵地

部で占められています。 

調査区域の地質は、諏訪湖

周辺の低地部が主に堆積岩類

の河成堆積物で形成され、山

地・丘陵地部が主に火成岩類

の火山岩類や深成岩類で形成

されています。  

(1)調査すべき情報 

①振動の状況 

②地盤の状況（地盤種別、地盤卓越振動数） 

 

(2)調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

振動の状況については、「振動規制法施行規則」に規定する

測定方法により行います。 

地盤の状況について、地盤種別については現地踏査による目

視により、地盤卓越振動数（大型車走行時の地盤卓越の周波数

分析）については現地調査により行います。 

 

(3)調査地域 

 振動の伝搬の特性を踏まえて、振動に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域とします。 

 

(4)調査地点 

 予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する振動の状

況、地盤の状況が得られる箇所とします。 

 

(5)調査期間等 

 振動が 1 年間を通じて平均的な状況を呈すると考えられる日

の昼間及び夜間の基準時間帯とします。 

 地盤卓越振動数は、原則として、大型車の通行時に 10 回以

上の測定を行います。 

 

(1)予測の基本的な手法 

 「技術手法」（国総研資料第 714 号 

6.1）に記載の振動レベルの八十パー

セントレンジの上端値を予測するた

めの式（旧建設省土木研究所の提案

式）を用い、振動レベルの 80％レン

ジの上端値（L10）を予測します。 

 

(2)予測地域 

 調査地域のうち、振動の伝搬の特

性を踏まえて振動に係る環境影響を

受けるおそれがあると認められる地

域とします。 

 

(3)予測地点 

 予測地域の中から、道路構造及び

交通条件が変化するごとに区間を分

割し、その区間において地域を代表

する地点、特に影響を受けるおそれ

がある地点、保全すべき対象等への

影響を的確に把握できる地点の観点

から設定します。 

 

(4)予測対象時期等 

計画交通量の発生が見込まれる時

期とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、自動車の

走行に伴い発生する振動に係

る影響が、事業者により実行

可能な範囲内でできる限り回

避され、又は低減されてお

り、必要に応じその他の方法

により環境の保全についての

配慮が適正になされているか

どうかについて、事業者の見

解を明らかにすることにより

評価します。 

 

(2)基準又は目標との整合性

の検討 

「道路交通振動の限度」と

調査及び予測結果との間に整

合が図られているかどうかを

評価します。 

 事業特性及

び地域特性を

踏まえ、国土

交通省令及び

技術手法を参

考に選定しま

した。 
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表 10.3(8) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

振動 振動 工事の実施

（建設機械

の稼働） 

 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

建設機械の稼働に

より、建設作業振動

の影響が考えられま

す。 

 

(1)住居等の保全対象の配置

の状況 

調査区域には、主に低地部

に、住居等の保全対象が分布

します。また、学校、病院そ

の他の環境の保全についての

配慮が特に必要な施設とし

て、小学校18箇所、中学校12

箇所、高等学校7箇所、専修

学校10箇所、特別支援学校1

箇所、幼稚園8箇所、図書館4

箇所、病院等9箇所、老人福

祉施設38箇所、保育所38箇所

が存在します。 

 

(2)振動の状況 

調査区域には、振動規制法

に基づく特定建設作業に伴っ

て発生する振動に関する基準

の規制区域があります。 

なお、調査区域では、一般

環境振動に関する公表資料は

ありません。 

 

(3)地形及び地質の状況 

調査区域の地形は、扇状

地、谷底平野、三角州等から

なる低地部と、砂礫台地、火

山地等からなる山地・丘陵地

部で占められています。 

 調査区域の地質は、諏訪湖

周辺の低地部が主に堆積岩類

の河成堆積物で形成され、山

地・丘陵地部が主に火成岩類

の火山岩類や深成岩類で形成

されています。 

(1)調査すべき情報 

①地盤の状況（地盤種別） 

 

(2)調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報収集並びに当該情

報の整理及び解析により行います。 

 

(3)調査地域 

 振動の伝搬の特性を踏まえて、振動に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域とします。 

 

(4)調査地点 

 予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する地盤の状況

が得られる箇所とします。 

 

(5)調査期間等 

 地盤の状況を適切に把握できる時期とします。 

(1)予測の基本的な手法 

 「技術手法」（国総研資料第 714 号 

6.2）に記載の事例の引用又は解析に

より得られた式を用い、振動レベル

の 80％レンジの上端値（L10）を予測

します。 

 

(2)予測地域 

 調査地域のうち、振動の伝搬の特

性を踏まえて振動に係る環境影響を

受けるおそれがあると認められる地

域とします。 

 

(3)予測地点 

 建設機械が稼働する区域の予測断

面における特定建設作業に伴って発

生する振動の規制に関する基準位置

の敷地境界線とします。 

 

(4)予測対象時期等 

建設機械の稼働による振動に係る

環境影響が最大となる時期としま

す。 

 

 

 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、建設機械

の稼働に伴い発生する振動に

係る影響が、事業者により実

行可能な範囲内でできる限り

回避され、又は低減されてお

り、必要に応じその他の方法

により環境の保全についての

配慮が適正になされているか

どうかについて、事業者の見

解を明らかにすることにより

評価します。 

 

(2)基準又は目標との整合性

の検討 

「振動規制法施行規則」に

よる特定建設作業の規制に関

する基準と調査及び予測結果

との間に整合が図られている

かどうかを評価します。  

 事業特性及

び地域特性を

踏まえて、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 
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表 10.3(9) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

振動 振動 工事の実施

（資材及び

機械の運搬

に用いる車

両の運行） 

 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の運

行により、道路交通

振動の影響が考えら

れます。 

 

(1)住居等の保全対象の配置

の状況 

調査区域には、主に低地部

に、住居等の保全対象が分布

します。また、学校、病院そ

の他の環境の保全についての

配慮が特に必要な施設とし

て、小学校18箇所、中学校12

箇所、高等学校7箇所、専修

学校10箇所、特別支援学校1

箇所、幼稚園8箇所、図書館4

箇所、病院等9箇所、老人福

祉施設38箇所、保育所38箇所

が存在します。 

 

(2)振動の状況 

調査区域には、振動規制法

に基づく道路交通振動の限度

の指定区域があります。 

なお、調査区域では、道路

交通振動に関する公表資料は

ありません。 

 

(3)地形及び地質の状況 

調査区域の地形は、扇状

地、谷底平野、三角州等から

なる低地部と、砂礫台地、火

山地等からなる山地・丘陵地

部で占められています。 

調査区域の地質は、諏訪湖

周辺の低地部が主に堆積岩類

の河成堆積物で形成され、山

地・丘陵地部が主に火成岩類

の火山岩類や深成岩類で形成

されています。 

(1)調査すべき情報 

①振動の状況 

②地盤の状況（地盤種別） 

 

(2)調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報収集並びに当該情

報の整理及び解析により行います。 

 振動の状況については、「振動規制法施行規則」に規定する

測定方法により行います。 

 

(3)調査地域 

 振動の伝搬の特性を踏まえて、振動に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域とします。 

 

(4)調査地点 

 予測地点との対応を考慮し、調査地域を代表する振動の状

況、地盤の状況が得られる箇所とします。 

 

(5)調査期間等 

 振動が 1 年間を通じて平均的な状況を呈すると考えられる日

の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による環境影響の予

測に必要な時間帯とします。 

 

(1)予測の基本的な手法 

 「技術手法」（国総研資料第 714 号 

6.3）に記載の振動レベルの八十パー

セントレンジの上端値を予測するた

めの式（旧建設省土木研究所の提案

式）を用い、既存道路の現況の振動

レベルに工事用車両の影響を加味し

て、振動レベルの 80％レンジの上端

値（L10）を予測します。 

 

(2)予測地域 

 調査地域のうち、振動の伝搬の特

性を踏まえて振動に係る環境影響を

受けるおそれがあると認められる地

域とします。 

 

(3)予測地点 

 工事用道路の接続が予測される既

存道路など資材及び機械の運搬に用

いる車両が既存交通に合流する地点

の近傍で、当該既存道路の沿道の状

況を勘案し、既存道路の代表的な断

面における敷地境界線とします。ま

た、仮設道路は、沿道の状況を勘案

し、仮設道路の代表的な断面におけ

る敷地境界線とします。 

 

(4)予測対象時期等 

資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行による振動に係る環境影響が

最大となる時期とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、資材及び

機械の運搬に用いる車両の運

行に伴い発生する振動に係る

影響が、事業者により実行可

能な範囲内でできる限り回避

され、又は低減されており、

必要に応じその他の方法によ

り環境の保全についての配慮

が適正になされているかどう

かについて、事業者の見解を

明らかにすることにより評価

します。 

 

(2)基準又は目標との整合性

の検討 

「道路交通振動の限度」と

調査及び予測結果との間に整

合が図られているかどうかを

評価します。 

 

 事業特性及

び地域特性を

踏まえて、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 
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表 10.3(10) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

低周波音 低周波音 土地又は工

作物の存在

及 び 供 用

（自動車の

走行） 

対象事業は、延長

約10.3㎞、車線数4

車 線 、 設 計 速 度

60km/hの一般国道の

改築事業です。 

計画交通量は、

18,300～ 32,100台 /

日です。 

道路構造は、地表

式、嵩上式、地下式

で計画しています。 

嵩上式（橋若しく

は高架構造）区間に

おいて自動車の走行

により、低周波音の

影響が考えられま

す。 

(1)住居等の保全対象の配置

の状況 

調査区域には、主に低地部

に、住居等の保全対象が分布

します。また、学校、病院そ

の他の環境の保全についての

配慮が特に必要な施設とし

て、小学校18箇所、中学校12

箇所、高等学校7箇所、専修

学校10箇所、特別支援学校1

箇所、幼稚園8箇所、図書館4

箇所、病院等9箇所、老人福

祉施設38箇所、保育所38箇所

が存在します。 

 

(2)低周波音の状況 

調査区域では、低周波音に

関する公表資料はありませ

ん。 

(1)調査すべき情報 

①住居等の位置 

 

(2)調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

 

(3)調査地域 

 道路構造が橋若しくは高架構造であり、低周波音に関する環

境影響を受けるおそれがあると認められる地域に住居等の保全

対象が立地又は立地が計画されている地域とします。 

 

(4)調査期間等 

 住居等の位置を適切に把握できる時期とします。 

 

(1)予測の基本的な手法 

 「技術手法」（国総研資料第 714 号 

5.1）に記載の既存調査結果により導

かれた予測式を用い、低周波音圧レ

ベルを予測します。 

 

(2)予測地域 

 調査地域のうち、低周波音の伝搬

の特性を踏まえて低周波音に係る環

境影響を受けるおそれがあると認め

られる地域とします。 

 

(3)予測地点 

 予測地域において、橋若しくは高

架の上部工形式及び交通条件が変化

するごとに区間を分割し、その区間

において地域を代表する地点、特に

影響を受けるおそれがある地点、保

全すべき対象等への影響を的確に把

握できる地点の観点から設定しま

す。予測高さは、原則として地上

1.2m とします。 

 

(4)予測対象時期等 

計画交通量の発生が見込まれる時

期とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、自動車の

走行に伴い発生する低周波音

に係る影響が、事業者により

実行可能な範囲内でできる限

り回避され、又は低減されて

おり、必要に応じその他の方

法により環境の保全について

の配慮が適正になされている

かどうかについて、事業者の

見解を明らかにすることによ

り評価します。 

 

(2)基準又は目標との整合性

の検討 

低周波音の参考となる指標

と予測結果との間に整合が図

られているかどうかを評価し

ます。 

 事業特性及

び地域特性を

踏まえて、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 
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表 10.3(11) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

水質 水の濁り 工事の実施

（切土工等

又は既存の

工作物の除

去、工事施

工ヤードの

設置、工事

用道路等の

設置） 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

対象事業は、公共

用水域の通過が想定

されています。 

切土工等又は既存

の工作物の除去、工

事施工ヤードの設

置、工事用道路等の

設置により、水の濁

りの影響が考えられ

ます。 

(1)水象の状況 

実施区域には、承知川、角

間川、中門川、上川、舟渡川

の公共用水域が存在します。 

 

(2)水質の状況 

調査区域では、天竜川、宮

川、上川、砥川、横河川の 5

河川 5 地点と諏訪湖の 3 地点

において水質測定が実施され

ています。 

平成 30 年度の測定結果に

よると、SS(浮遊物質量)は、

河川の 5 河川 5 地点では、3

地点で環境基準を達成してい

ますが、2 地点で環境基準を

達成していません。また、湖

沼の 3 地点では、全ての地点

で、環境基準を達成していま

せん。 

調査区域には、環境基本法

に基づく水質汚濁に係る環境

基準の類型指定地域及び水質

汚濁防止法の上乗せ排水基準

の指定区域があります。 

  

(1)調査すべき情報 

①水質（浮遊物質量等）の状況 

②水象（流量等）の状況 

 

(2)調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当

該情報の整理及び解析により行います。 

水質（浮遊物質量等）については、「水質汚濁に係る環境基

準について」に規定する測定方法により行います。 

 

(3)調査地域 

 公共用水域において、切土工等又は既存の工作物の除去、

工事施工ヤード及び工事用道路等の設置を予定している水域

とし、通過する河川とします。 

 

(4)調査地点 

 調査地域において水質の状況、水象の状況を適切に把握で

きる地点とします。 

 

(5)調査期間等 

 水質の状況、水象の状況を適切に把握できる期間及び頻度

とします。 

 

(1)予測の基本的な手法 

 切土工等又は既存の工作物の除

去、工事施工ヤード及び工事用道路

等の設置に伴い発生する水の濁りの

影響の程度を事例の引用又は解析に

よる手法により行います。 

 

(2)予測地域 

 公共用水域において、切土工等又

は既存の工作物の除去、工事施工ヤ

ード及び工事用道路等の設置を予定

している水域とします。 

 

(3)予測地点 

 切土工等又は既存の工作物の除

去、工事施工ヤード及び工事用道路

等の設置による水の濁りの影響を受

ける水域の範囲とします。 

 

(4)予測対象時期等 

 切土工等又は既存の工作物の除

去、工事施工ヤード及び工事用道路

等の設置による水の濁りの環境影響

が最大となる時期とします。 

 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、切土工等

又は既存の工作物の除去、工

事施工ヤード及び工事用道路

等の設置に伴い発生する水の

濁りの影響が、事業者により

実行可能な範囲内でできる限

り回避され、又は低減されて

おり、必要に応じその他の方

法により環境の保全について

の配慮が適正になされている

かどうかについて、事業者の

見解を明らかにすることによ

り評価します。 

 事業特性及

び地域特性を

踏まえて、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 

工事の実施

（水底の掘

削等） 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

対象事業は、公共

用水域の通過が想定

されています。 

水底の掘削等によ

り、水の濁りの影響

が考えられます。 

(1)調査すべき情報 

①水質（浮遊物質量等）の状況 

②水象（流量等）の状況 

③水底の土砂の状況 

 

(2)調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当

該情報の整理及び解析により行います。 

水質（浮遊物質量等）については、「水質汚濁に係る環境基

準について」に規定する測定方法により行います。 

 

(3)調査地域 

 公共用水域において、水底の掘削等を予定している水域と

し、通過する河川とします。 

 

(4)調査地点 

 調査地域において水質の状況、水象の状況、水底の土砂の

状況を適切に把握できる地点とします。 

 

(5)調査期間等 

 水質の状況、水象の状況、水底の土砂の状況を適切に把握

できる期間及び頻度とします。 

(1)予測の基本的な手法 

 水底の掘削等により発生する水の

濁りの影響の程度を事例の引用又は

解析による手法により行います。 

 

(2)予測地域 

 公共用水域において、水底の掘削

等を予定している水域とします。 

 

(3)予測地点 

 水底の掘削等による水の濁りの影

響を受ける水域の範囲とします。 

 

(4)予測対象時期等 

 水底の掘削等による水の濁りの環

境影響が最大となる時期とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、水底の掘

削等に伴い発生する水の濁り

の影響が、事業者により実行

可能な範囲内でできる限り回

避され、又は低減されてお

り、必要に応じその他の方法

により環境の保全についての

配慮が適正になされているか

どうかについて、事業者の見

解を明らかにすることにより

評価します。 

 事業特性及

び地域特性を

踏まえて、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 
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表 10.3(12) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

水質 水の汚れ 工事の実施

（水底の掘

削） 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

対象事業は、公共

用水域の通過が想定

されています。 

水底の掘削と併せ

て実施するコンクリ

ート工事によるアル

カリ水の公共用水域

への排出により、水

の汚れの影響が考え

られます。 

(1)水象の状況 

実施区域には、承知川、角

間川、中門川、上川、舟渡川

の公共用水域が存在します。 

 

(2)水質の状況 

調査区域では、天竜川、宮

川、上川、砥川、横河川の 5

河川 5 地点と諏訪湖の 3 地点

において水質測定が実施され

ています。 

平成 30 年度の測定結果に

よると、pH(水素イオン濃度)

は、河川の 5 河川 5 地点で

は、4 地点で環境基準を達成

していますが、1 地点で環境

基準を達成していません。ま

た、湖沼の 3 地点では、全て

の地点で、環境基準を達成し

ていません。 

調査区域には、環境基本法

に基づく水質汚濁に係る環境

基準の類型指定地域及び水質

汚濁防止法の上乗せ排水基準

の指定区域があります。 

  

(1)調査すべき情報 

①水質（水素イオン濃度）の状況 

②水象（流量等）の状況 

 

(2)調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当

該情報の整理及び解析により行います。 

水質（水素イオン濃度）については、「水質汚濁に係る環境

基準について」に規定する測定方法により行います。 

 

(3)調査地域 

 公共用水域において、水底の掘削等を予定している水域と

し、通過する河川とします。 

 

(4)調査地点 

 調査地域において水質の状況、水象の状況を適切に把握で

きる地点とします。 

 

(5)調査期間等 

 水質の状況、水象の状況を適切に把握できる期間及び頻度

とします。 

 

(1)予測の基本的な手法 

 水底の掘削等により発生する水の

汚れの影響の程度を事例の引用又は

解析による手法により行います。 

 

(2)予測地域 

 公共用水域において、水底の掘削

等を予定している水域とします。 

 

(3)予測地点 

 水底の掘削等による水の汚れの影

響を受ける水域の範囲とします。 

 

(4)予測対象時期等 

 水底の掘削等による水の汚れの環

境影響が最大となる時期とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、水底の掘

削等に伴い発生する水の汚れ

の影響が、事業者により実行

可能な範囲内でできる限り回

避され、又は低減されてお

り、必要に応じその他の方法

により環境の保全についての

配慮が適正になされているか

どうかについて、事業者の見

解を明らかにすることにより

評価します。 

 事業特性及

び地域特性を

踏まえて、長

野県技術指針

を参考に選定

しました。 
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表 10.3(13) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

水象 河川 工事の実施

（切土工等

又は既存の

工作物の除

去、トンネ

ル工事の実

施） 

 土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

対象事業は、一部

区間で切土構造及び

トンネル構造を計画

しています。 

切土工事及びトン

ネル工事の実施によ

り、河川流量への影

響が考えられます。 

(1)水象の状況 

実施区域には、承知川、角

間川、中門川、上川、舟渡川

の公共用水域が存在します。 

 

(2)河川の利用の状況 

関係市町では、水道の水源

をみると、岡谷市では約

13％、下諏訪町では約 80％

が河川水を利用しています。

なお、諏訪市及び茅野市で

は、河川水の利用はありませ

ん。 

 

(3)地形及び地質の状況 

調査区域の地形は、扇状

地、谷底平野、三角州等から

なる低地部と、砂礫台地、火

山地等からなる山地・丘陵地

部で占められています。 

調査区域の地質は、諏訪湖

周辺の低地部が主に堆積岩類

の河成堆積物で形成され、山

地・丘陵地部が主に火成岩類

の火山岩類や深成岩類で形成

されています。 

  

(1)調査すべき情報 

①流量 

②流況 

③浸食・堆砂の状況 

④水道水源の状況 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

 

(3)調査地域 

公共用水域において、切土構造及びトンネル構造等を予定し

ている水域とし、通過する河川とします。 

 

(4)調査地点 

 調査地域において流量、流況、浸食・堆砂の状況、水道水源

の状況を的確に把握できる地点とします。 

 

(5)調査期間等 

流量、流況、浸食・堆砂の状況、水道水源の状況を的確に把

握できる期間及び頻度とします。 

 

(1)予測の基本的な手法 

 切土工等又は既存の工作物の除

去、トンネル工事の実施、並びに道

路（地表式又は掘割式、地下式）の

存在による河川流量の変動に関する

影響の程度を事例の引用又は解析に

よる手法により行います。 

 

(2)予測地域 

地質の状況等から河川流量の変動

の影響を受けるおそれがあると認め

られる地域とします。 

 

(3)予測地点 

 地質の状況等から河川流量の変動

を的確に把握できる地点を設定しま

す。 

 

(4)予測対象時期等 

切土工等又は既存の工作物の除

去、トンネル工事の実施、並びに道

路（地表式又は掘割式、地下式）の

存在による河川流量への影響が最大

となる時期とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、切土工等

又は既存の工作物の除去、ト

ンネル工事の実施、並びに道

路（地表式又は掘割式、地下

式）の存在に伴い河川流量へ

の影響が事業者により実行可

能な範囲内でできる限り回避

され、又は低減されており、

必要に応じてその他の方法に

より環境の保全についての配

慮が適正にされているかどう

かについて、事業者の見解を

明らかにすることにより評価

します。 

 事業特性及

び地域特性を

踏まえて、長

野県技術指針

を参考に選定

しました。 

土地又は工

作物の存在

及 び 供 用

（道路（地

表式又は掘

割式、地下

式 ） の 存

在） 

対象事業は、延長

約10.3㎞の一般国道

の改築事業です。 

道路構造は、地表

式、嵩上式、地下式

で計画しています。 

地表式又は掘割式

（切土構造）及び地

下式（トンネル構

造）の存在により、

河川流量への影響が

考えられます。 
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表 10.3(14) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

水象 地下水 工事の実施

（切土工等

又は既存の

工作物の除

去、トンネ

ル工事の実

施） 

 土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

対象事業は、一部

区間で切土構造及び

トンネル構造を計画

しています。 

切土工事及びトン

ネル工事の実施によ

り、地下水、温泉源

泉への影響が考えら

れます。 

(1)水象の状況 

実施区域には、承知川、角

間川、中門川、上川、舟渡川

の公共用水域が存在します。 

 

(2)温泉源泉及び湧水の状況 

調査区域には、主な温泉施

設が 41 箇所、源泉が 110 箇

所存在します。また、調査区

域には、小和田湧水等の湧水

58 箇所と、「茅野市生活環境

保全条例施行規則」に指定さ

れる湧水 38 箇所がありま

す。 

 

(3)地下水の利用の状況 

関係市町では、水道の水源

をみると、岡谷市では約

87％、諏訪市及び茅野市では

100％、下諏訪町では約 20％

が地下水を利用しています。 

 

(4)地形及び地質の状況 

調査区域の地形は、扇状

地、谷底平野、三角州等から

なる低地部と、砂礫台地、火

山地等からなる山地・丘陵地

部で占められています。 

調査区域の地質は、諏訪湖

周辺の低地部が主に堆積岩類

の河成堆積物で形成され、山

地・丘陵地部が主に火成岩類

の火山岩類や深成岩類で形成

されています。 

  

(1)調査すべき情報 

①地下水の状況 

②帯水層の地質・水理の状況 

③温泉源泉の状況 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

地下水の状況については、ボーリング調査後に設置した地下

水観測孔において、地下水位を観測します。 

帯水層の地質・水理の状況については、地質の状況（ボーリ

ング調査、ＰＳ検層、透水試験）、地下水等の状況（水質調査

（電気伝導率、イオン分析））により、帯水層の地質・水理の

状況を把握します。 

温泉源泉の状況については、水質調査（イオン分析）によ

り、温泉源泉の状況を把握します。 

 

(3)調査地域 

 地下水に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地

域とします。 

 

(4)調査地点 

 地下水の状況、帯水層の地質・水理の状況、温泉源泉の状況

を的確に把握できる地点とします。 

 

(5)調査期間等 

地下水の状況、帯水層の地質・水理の状況、温泉源泉の状況

を的確に把握できる期間及び頻度とします。 

 

(1)予測の基本的な手法 

 調査結果に基づき、切土工等又は

既存の工作物の除去、トンネル工事

の実施、並びに道路（地表式又は掘

割式、地下式）の存在による地下水

の水位及び温泉源泉に及ぼす影響の

程度を事例の引用又は解析による手

法により予測します。 

 

(2)予測地域 

調査地域のうち地下水に係る環境

影響を受けるおそれがあると認めら

れる地域とします。 

 

(3)予測地点 

 予測地域の地下水の変動の影響を

的確に把握できる地点を設定しま

す。 

 

(4)予測対象時期等 

切土工等又は既存の工作物の除

去、トンネル工事の実施、並びに道

路（地表式又は掘割式、地下式）の

存在による地下水の水位の影響が最

大となる時期とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、切土工等

又は既存の工作物の除去、ト

ンネル工事の実施、並びに道

路（地表式又は掘割式、地下

式）の存在に伴い地下水への

影響が事業者により実行可能

な範囲内でできる限り回避さ

れ、又は低減されており、必

要に応じてその他の方法によ

り環境の保全についての配慮

が適正にされているかどうか

について、事業者の見解を明

らかにすることにより評価し

ます。 

事業特性、

地域特性及び

計画段階環境

配慮書の検討

を踏まえ、長

野県技術指針

を参考に選定

しました。 

土地又は工

作物の存在

及 び 供 用

（道路（地

表式又は掘

割式、地下

式 ） の 存

在） 

対象事業は、延長

約10.3㎞の一般国道

の改築事業です。 

道路構造は、地表

式、嵩上式、地下式

で計画しています。 

 地表式又は掘割式

（切土構造）及び地

下式（トンネル構

造）の存在により、

地下水、温泉源泉へ

の影響が考えられま

す。 
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表 10.3(15) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

地形及び

地質 

重要な地形

及び地質 

工事の実施

（工事施工

ヤードの設

置、工事用

道路等の設

置） 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

工事施工ヤード及

び工事用道路等の設

置により、重要な地

形及び地質への影響

が考えられます。 

(1)地形及び地質の状況 

調査区域の地形は、扇状

地、谷底平野、三角州等から

なる低地部と、砂礫台地、火

山地等からなる山地・丘陵地

部で占められています。 

調査区域の地質は、諏訪湖

周辺の低地部が主に堆積岩類

の河成堆積物で形成され、山

地・丘陵地部が主に火成岩類

の火山岩類や深成岩類で形成

されています。 

 

(2)重要な地形及び地質の状 

  況 

調査区域には、重要な地形

及び地質として、諏訪湖、霧

ケ峰、福沢山（鉄平石）、糸

魚川・静岡地質構造線の 4 箇

所が分布します。これらの重

要な地形及び地質のうち、諏

訪湖は実施区域及びその周辺

に分布します。 

(1)調査すべき情報 

①地形及び地質の概況 

②重要な地形の分布、状態及び特性 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

 

(3)調査地域 

実施区域及びその端部から1㎞程度の範囲とし、その範囲内

において、重要な地形及び地質が分布する地域とします。 

 

(4)調査地点 

地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形

及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる地点とします。 

 

(5)調査期間等 

地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形

及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる時期とします。 

(1)予測の基本的な手法 

重要な地形及び地質について、分

布又は成立環境の改変の程度を踏ま

えた事例の引用又は解析による手法

により予測します。 

 

(2)予測地域 

調査地域のうち、地形及び地質の

特性を踏まえて、重要な地形及び地

質に係る環境影響を受けるおそれが

あると認められる地域とします。 

 

(3)予測対象時期等 

地形及び地質の特性を踏まえて、

重要な地形及び地質に係る環境影響

が的確に把握できる時期とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、工事施工

ヤード及び工事用道路等の設

置、並びに道路（地表式又は

掘割式、嵩上式）の存在によ

る重要な地形及び地質の影響

が、事業者により実行可能な

範囲内でできる限り回避さ

れ、又は低減されており、必

要に応じその他の方法により

環境の保全についての配慮が

適正になされているかどうか

について、事業者の見解を明

らかにすることにより評価し

ます。 

事業特性及

び地域特性を

踏まえて、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 

土地又は工

作物の存在

及 び 供 用

（道路（地

表式又は掘

割式、嵩上

式 ） の 存

在） 

対象事業は、延長

約10.3㎞の一般国道

の改築事業です。 

道路構造は、地表

式、嵩上式、地下式

で計画しています。 

地表式又は掘割

式、嵩上式の存在に

より、重要な地形及

び地質への影響が考

えられます。 

その他の

環境要素 

日照阻害 土地又は工

作物の存在

及 び 供 用

（道路（嵩

上式）の存

在） 

対象事業は、延長

約10.3㎞の一般国道

の改築事業です。 

道路構造は、地表

式、嵩上式、地下式

で計画しています。 

嵩上式（橋若しく

は高架構造）の存在

により、日照阻害の

影響が考えられま

す。 

 

 

(1)土地利用の状況 

調査区域は、低地部には主

に水田、畑地、住宅地、商工

業用地及び湖沼が、山地・丘

陵地部には主に樹林が分布し

ます。 

 

(2)住居等の保全対象の配置

の状況 

調査区域には、主に低地部

に、住居等の保全対象が分布

します。また、学校、病院そ

の他の環境の保全についての

配慮が特に必要な施設とし

て、小学校18箇所、中学校12

箇所、高等学校7箇所、専修

学校10箇所、特別支援学校1

箇所、幼稚園8箇所、図書館4

箇所、病院等9箇所、老人福

祉施設38箇所、保育所38箇所

が存在します。 

 

(3)地形の状況 

調査区域の地形は、扇状

地、谷底平野、三角州等から

なる低地部と、砂礫台地、火

山地等からなる山地・丘陵地

部で占められています。 

(1)調査すべき情報 

①土地利用の状況 

・住居等の立地状況 

・周辺地域に著しい日影の影響を及ぼす中高層建築物の位置 

②地形の状況 

・住居等の立地する土地の高さ、傾斜等 

・周辺地域に著しい日影の影響を及ぼす地形の位置 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理によ

り行います。 

 

(3)調査地域 

道路構造が橋若しくは高架構造の周辺地域において、土地利

用及び地形の特性を踏まえて、日照阻害に係る環境影響を受け

るおそれがあると認められる地域とします。 

 

(4)調査期間等 

土地利用の状況及び地形の状況に係る情報を適切に把握でき

る時期とします。 

(1)予測の基本的な手法 

「技術手法」（国総研資料第714号 

12.1）に記載の太陽高度・方位及び

高架構造物等の方位・高さ等から求

める式を用い、等時間の日影線を描

いた日影図を予測します。 

 

(2)予測地域 

調査地域のうち、住居等の保全対

象、又は将来これらの立地予定があ

る箇所を含む区域とします。 

 

(3)予測地点 

予測地域内にあって、高架構造物

等の沿道状況、高架構造物等と周辺

地盤との高低差の程度を勘案し、日

影状況の変化の程度を的確に把握で

きる地点とします。 

 

(4)予測対象時期等 

道路（嵩上式）の設置が完了する

時期の冬至日とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、道路（嵩

上式）の存在による日照阻害

の影響が、事業者により実行

可能な範囲内でできる限り回

避され、又は低減されてお

り、必要に応じその他の方法

により環境の保全についての

配慮が適正になされているか

どうかについて、事業者の見

解を明らかにすることにより

評価します。 

事業特性及

び地域特性を

踏まえて、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 
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表 10.3(16) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

動物 重要な種及

び注目すべ

き生息地 

工事の実施

（建設機械

の稼働、工

事施工ヤー

ドの設置、

工事用道路

等の設置、

トンネル工

事の実施） 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

建設機械の稼働、

工事施工ヤード、工

事用道路等の設置及

びトンネル工事の実

施により、重要な動

物種及び注目すべき

生息地への影響が考

えられます。 

(1)動物の生息基盤の状況

（水象、土壌、地形及び地

質、土地利用の状況） 

①水象の状況 

実施区域には、承知川、角

間川、中門川、上川、舟渡川

の公共用水域が存在します。 

②土壌の状況 

調査区域の土壌は、諏訪湖

周辺の低地部は、主にグライ

土、細粒グライ土、灰色低地

土、粗粒灰色低地土で形成さ

れ、山地部は、主に適潤性黒

色土で形成され、一部に乾性

褐色森林土等が分布します。 

③地形及び地質の状況 

調査区域の地形は、扇状

地、谷底平野、三角州等から

なる低地部と、砂礫台地、火

山地等からなる山地・丘陵地

部で占められています。 

調査区域の地質は、諏訪湖

周辺の低地部が主に堆積岩類

の河成堆積物で形成され、山

地・丘陵地部が主に火成岩類

の火山岩類や深成岩類で形成

されています。 

④土地利用の状況 

調査区域は、低地部には主

に水田、畑地、住宅地、商工

業用地及び湖沼が、山地・丘

陵地部には主に樹林が分布し

ます。 

 

(2)動物の状況 

調査区域及びその周辺で

は、法律、条例等の指定種や

レッドリスト（環境省、長野

県）等の掲載種に該当する重

要な動物として、哺乳類 13

種、鳥類 65 種、両生類 5

種、爬虫類 3 種、魚類 13

種、昆虫類 97 種、底生動物

37 種の確認記録があり、主

に、カモシカ、チュウヒ、オ

オワシ、トノサマガエル、ヤ

マトイワナ、オオムラサキ、

ミヤマノギカワゲラ等が挙げ

られます。  

(1)調査すべき情報 
①動物相の状況 
②重要な種等の状況 
・重要な種等の生態及び分布の状況 
・重要な種等の生息の状況 
・重要な種等の生息環境の状況 
 
(2)調査の基本的な手法 
文献その他の資料及び現地調査による情報収集並びに当該情報の整理及び解

析により行います。 
①動物相の状況 
現地調査は、個体や痕跡の目視、鳴き声の聞き取り、必要に応じて個体の採

取による方法とします。この場合、できる限り環境への影響が少ない、直接観
察、捕獲採取、痕跡確認等の調査方法とします。具体的な調査手法は以下を基
本とします。 
・哺乳類：直接観察及びフィールドサイン法（自動撮影装置の設置含む）、ト

ラップによる捕獲 
・鳥類（一般鳥類、猛禽類）：直接観察、ラインセンサス法、定点観察法 
・両生類：直接観察 
・爬虫類：直接観察 
・魚類：直接観察及び採取、トラップ等による採取 
・昆虫類：直接観察及び採取、ライトトラップ法、ベイトトラップ法 
・底生動物：直接観察及び採取、コドラート法 

②重要な種等の状況 
・重要な種等の生態 
図鑑、研究論文、その他の資料により把握します。 

・重要な種等の分布の状況及び生息の状況 
｢①動物相の状況｣と同じとします。 

・重要な種等の生息環境の状況 
現地踏査により微地形、水系、植物群落等の種類及び分布を目視確認する方

法とします。 
 
(3)調査地域 
実施区域及びその端部から250m程度を目安とします。ただし、行動圏が特に

広い動物を対象とする場合には、必要に応じ適宜拡大します。 
 
(4)調査地点 
①動物相の状況 
調査地域に生息する動物の生態的特徴、地形や植生等の生息基盤等を踏まえ

て、確認しやすい場所に調査地点又は経路を設定します。 
②重要な種等の状況 
  重要な種等の生態を踏まえ、調査地域において重要な種等が生息する可能性
の高い場所に調査地点又は経路を設定します。 
 
(5)調査期間等 
1年間を基本とします。 

①動物相の状況 
春夏秋冬の4季調査することを基本とし、そこに生息する動物を確認しやすい

時期及び時間帯とします。ただし、猛禽類ついては、必要に応じ、調査期間を
適宜拡大します。具体的な調査時期は以下を基本とします。 
・哺乳類：直接観察及びフィールドサイン法（自動撮影装置の設置含む）は4

季（春、夏、秋、冬）、トラップによる捕獲は3季（春、夏、秋） 
・鳥類：一般鳥類は4季（春、夏、秋、冬）、猛禽類は2営巣期 
・両生類：3季（春、夏、秋） 
・爬虫類：3季（春、夏、秋） 
・魚類：4季（春、夏、秋、冬） 
・昆虫類：3季（春、夏、秋） 
・底生動物：4季（春、夏、秋、冬） 

②重要な種等の状況 
重要な種等の生態を踏まえ、その生息を確認しやすい時期及び時間帯としま

す。ただし、猛禽類については、必要に応じ、調査期間を適宜拡大します。 

(1)予測の基本的な手法 

 道路構造と重要な種及び注

目すべき生息地の分布範囲か

ら、生息地が消失・縮小する

区間及び重要な種等の移動経

路が分断される区間並びにそ

の程度を把握します。 

次に、それらが重要な種等

の生息に及ぼす影響の程度

を、科学的な知見や類似事例

を参考に予測します。併せ

て、トンネル工事の実施、道

路の存在（地表式又は掘割

式、地下式）による地下水へ

の影響が、地下水に依存する

特殊な環境に生息する重要な

種等に対して著しい影響を及

ぼすおそれがある場合は、そ

の影響の程度を科学的な知見

や類似事例を参考に予測しま

す。 

 

(2)予測地域 

調査地域のうち、計画路線

により重要な種及び注目すべ

き生息地の環境が消失・縮小

による影響、又は質的変化に

よる影響を受ける可能性のあ

る範囲とします。 

 

(3)予測対象時期等 

事業特性及び重要な種等の

生態や注目すべき生息地の特

性を踏まえ、影響が最大にな

る時期とします。 

 

 

(1)回避又は低減

に係る評価 

調査及び予測結

果並びに環境保全

措置を行った場合

にはその結果を踏

まえ、建設機械の

稼働、工事施工ヤ

ード、工事用道路

等の設置及びトン

ネル工事の実施、

並びに道路（地表

式又は掘割式、嵩

上式、地下式）の

存在による動物へ

の影響が、事業者

により実行可能な

範囲内でできる限

り回避され、又は

低減されており、

必要に応じその他

の方法により環境

の保全についての

配慮が適正になさ

れているかどうか

について、事業者

の見解を明らかに

することにより評

価します。 

事業特性、

地域特性及び

計画段階環境

配慮書の検討

を踏まえ、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 

土地又は工

作物の存在

及 び 供 用

（道路（地

表式又は堀

割式、嵩上

式 、 地 下

式 ） の 存

在） 

対象事業は、延長

約10.3㎞の一般国道

の改築事業です。 

道路構造は、地表

式、嵩上式、地下式

で計画しています。 

地表式又は掘割

式、嵩上式、地下式

の存在により、重要

な動物種及び注目す

べき生息地への影響

が考えられます。 
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表 10.3(17) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

植物 重要な種及

び群落 

工事の実施

（工事施工

ヤードの設

置、工事用

道路等の設

置、トンネ

ル工事の実

施） 

 土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

工事施工ヤード、

工事用道路等の設置

及びトンネル工事の

実施により、重要な

植物種及び群落への

影響が考えられま

す。 

(1)植物の生息基盤の状況（水

象、土壌、地形及び地質、

土地利用の状況） 

①水象の状況 

実施区域には、承知川、角

間川、中門川、上川、舟渡川

の公共用水域が存在します。 

②土壌の状況 

調査区域の土壌は、諏訪湖

周辺の低地部は、主にグライ

土、細粒グライ土、灰色低地

土、粗粒灰色低地土で形成さ

れ、山地部は、主に適潤性黒

色土で形成され、一部に乾性

褐色森林土等が分布します。 

③地形及び地質の状況 

調査区域の地形は、扇状

地、谷底平野、三角州等から

なる低地部と、砂礫台地、火

山地等からなる山地・丘陵地

部で占められています。 

 調査区域の地質は、諏訪湖

周辺の低地部が主に堆積岩類

の河成堆積物で形成され、山

地・丘陵地部が主に火成岩類

の火山岩類や深成岩類で形成

されています。 

④土地利用の状況 

調査区域は、低地部には主

に水田、畑地、住宅地、商工

業用地及び湖沼が、山地・丘

陵地部には主に樹林が分布し

ます。 

 

(2)植物の状況 

調査区域及びその周辺で

は、法律、条例等の指定種や

レッドリスト（環境省、長野

県）等の掲載種に該当する重

要な植物群落等として、重要

な植物群落が 6 箇所、天然記

念物が 46 箇所、巨樹・巨木林

が 21 箇所あります。また、重

要な植物種として、639 種の確

認記録があり、主に、エンビ

センノウ、サクラソウ、アサ

ザ、カワヂシャ、エビネ等が

挙げられます。 

 

  

(1)調査すべき情報 

①植物相及び植生の状況 

②重要な種及び群落等の状況 

・重要な種及び群落等の生態 

・重要な種及び群落等の分布状況 

・重要な種及び群落等の生育状況 

・重要な種及び群落等の生育環境(土壌含む)の状況 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

①植物相及び植生の状況 

植物相の状況は、現地調査により、個体の目視、必要に応

じて個体の採取による方法とします。この場合、できる限り

環境への影響が少ない調査方法とします。植生の状況は、現

地調査により、植物社会学的調査による方法とします。具体

的な調査手法は以下を基本とします。 

 ・植物相：直接観察及び採取 

 ・植生：植物社会学的調査 

②重要な種及び群落等の状況 

・重要な種及び群落等の生態 

 図鑑、研究論文、その他の資料により把握します。 

・重要な種及び群落等の分布状況並びに生育状況 

｢①植物相及び植生の状況｣と同じとします。 

・重要な種及び群落等の生育環境の状況 

現地踏査により微地形及び水系等を目視確認する方法とし

ます。 

 

(3)調査地域 

実施区域及びその端部から100m程度を目安とします。 

 

(4)調査地点 

①植物相及び植生の状況 

調査地域に生育する植物及び植生の生態的特徴、地形や植

生等の生育基盤等を踏まえて、確認しやすい場所に調査地点

又は経路を設定します。 

②重要な種及び群落等の状況 

重要な種・群落等の生態を踏まえ、調査地域において重要

な種・群落等が生育する可能性の高い場所に調査地点又は経

路を設定します。 

 

(5)調査期間等 

1年間を基本とします。 

①植物相及び植生の状況 

植物相の状況は、春夏秋の3季調査することを基本とし、

そこに生育する植物を確認しやすい時期及び時間帯としま

す。植生の状況は、春～秋にかけて1～2回程度実施すること

を基本とし、植生の状況を確認しやすい時期及び時間帯とし

ます。具体的な調査時期は以下を基本とします。 

 ・植物相：3季（春、夏、秋） 

 ・植生：2季（夏、秋） 

②重要な種及び群落等の状況 

重要な種及び群落等の生態を踏まえ、その生育の状況を確

認しやすい時期とし、時間帯は昼間を基本とします。 

(1)予測の基本的な手法 

道路構造と重要な種及び群落の分

布範囲から、生育地が消失・縮小す

る区間及びその程度を把握します。 

次に、それらが重要な種及び群落

の生育に及ぼす影響の程度を、科学

的な知見や類似事例を参考に予測し

ます。併せて、トンネル工事の実

施、道路の存在（地表式又は掘割

式、地下式）による地下水への影響

が、地下水に依存する特殊な環境に

生育する重要な種及び群落に対して

著しい影響を及ぼすおそれがある場

合は、その影響の程度を科学的な知

見や類似事例を参考に予測します。 

 

(2)予測地域 

調査地域のうち、計画路線により

重要な種及び群落の生育地の環境が

消失・縮小による影響、又は質的変

化による影響を受ける可能性のある

範囲とします。 

 

(3)予測対象時期等 

事業特性及び重要な種・群落の生

態や特性を踏まえ、影響が最大にな

る時期とします。 

 

 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、工事施工

ヤード、工事用道路等の設置

及びトンネル工事の実施、並

びに道路（地表式又は掘割

式、嵩上式、地下式）の存在

による植物への影響が、事業

者により実行可能な範囲内で

できる限り回避され、又は低

減されており、必要に応じそ

の他の方法により環境の保全

についての配慮が適正になさ

れているかどうかについて、

事業者の見解を明らかにする

ことにより評価します。 

事業特性、

地域特性及び

計画段階環境

配慮書の検討

を踏まえ、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 

土地又は工

作物の存在

及 び 供 用

（道路（地

表式又は堀

割式、嵩上

式 、 地 下

式 ） の 存

在） 

対象事業は、延長

約10.3㎞の一般国道

の改築事業です。 

道路構造は、地表

式、嵩上式、地下式

で計画しています。 

地表式又は掘割

式、嵩上式、地下式

の存在により、重要

な植物種及び群落へ

の影響が考えられま

す。 
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表 10.3(18) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

生態系 地 域 を 特

徴 づ け る

生態系 

工事の実施

（工事施工

ヤードの設

置、工事用

道路等の設

置、トンネ

ル工事の実

施） 

 土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

工事施工ヤード、

工事用道路等の設置

及びトンネル工事の

実施により、地域を

特徴づける生態系へ

の影響が考えられま

す。 

(1)自然環境の類型区分 

 調査区域の自然環境は、

山地・丘陵地・台地が 6 類

型（自然林、二次林、人工

林、草地・耕作地、水域、

市街地・その他）、低地が 4

類型（人工林、草地・耕作

地、水域、市街地・その

他）に類型区分されます。 

 

(2)生態系の状況 

 調査区域における地域を

特徴づける生態系の構成種

のうち、各生息・生育環境

の注目種の候補を以下に示

します。 

【山地・丘陵地・台地】 

・上位性：オオタカ、ノス

リ、ツキノワグマ、キツ

ネ 

・典型性：ホオジロ、モリ

アオガエル、オオムラサ

キ、アオゲラ、ヤマガ

ラ、タヌキ、ニホンリ

ス、ハルゼミ、アカマツ

群落、クリ－コナラ群

集、オナガササキリ、ス

スキ群団、水田雑草群

落、畑地雑草群落、カジ

カ（大卵型） 

・特殊性：フクロウ、キク

ガシラコウモリ 

 

【諏訪湖周辺の低地】 

・上位性：ハヤブサ、イタ

チ、オオワシ、アオサギ 

・典型性：ハクセキレイ、

アカネズミ、アマガエ

ル、ムクドリ、コバネイ

ナゴ、水田雑草群落、畑

地雑草群落、オオヨシキ

リ、カルガモ、ギンブナ 

(1)調査すべき情報 

①動植物その他の自然環境に係る概況 

・動植物に係る概況 

・その他の自然環境に係る概況 

②地域を特徴づける生態系の注目種・群集の状況 

・注目種・群集の生態 

・注目種・群集と他の動植物の食物網上の関係及び共生の関係 

・注目種・群集の分布状況 

・注目種・群集の生息・生育の状況 

・注目種・群集の生息環境もしくは生育環境 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報収集並びに当該情報の整理及び解析によ

り行います。 

①動植物その他の自然環境に係る概況 

・動植物に係る概況 

現地調査は、個体や痕跡の目視、鳴き声の聞き取り、必要に応じて個体の採取によ

る方法とし、「動物」における動物相及び「植物」における植物相の調査結果を活用し

ます。 

・その他の自然環境に係る概況 

現地踏査により微地形、水系、植物群落等の種類及び分布を目視確認する方法とし

ます。植物群落については、「植物」の調査結果を活用します。 

②地域を特徴づける生態系の注目種・群集の状況 

・注目種・群集の生態、他の動植物の食物網上の関係及び共生の関係 

図鑑、研究論文、その他の資料により把握します。 

・注目種・群集の分布状況、注目種・群集の生息・生育の状況 

「動物」における動物相及び「植物」における植物相の調査結果を活用します。 

・注目種・群集の生息環境もしくは生育環境 

 ｢①動植物その他の自然環境に係る概況｣と同じとします。 

 

(3)調査地域 

実施区域及びその端部から250m程度を目安とします。ただし、行動圏が特に広い注

目種・群集を対象とする場合には、必要に応じ適宜拡大します。 

 

(4)調査地点 

①動植物その他の自然環境に係る概況 

調査地域に生息、生育する動植物の生態的特徴、地形や植生等の生息・生育基盤等

を踏まえて、生息・生育基盤の概況を確認しやすい場所に調査地点又は経路を設定し

ます。 

②地域を特徴づける生態系の注目種・群集の状況 

  注目種・群集の生態を踏まえ、調査地域において生息・生育の可能性の高い場所に

調査地点又は経路を設定します。 

 

(5)調査期間等 

1年間を基本とします。 

①動植物その他の自然環境に係る概況 

動物相の状況は春夏秋冬の4季調査することを基本とし、そこに生息する動物を確認

しやすい時期及び時間帯とします。植物相の状況は春夏秋の3季調査することを基本と

し、そこに生育する植物を確認しやすい時期及び時間帯とします。 

②地域を特徴づける生態系の注目種・群集の状況 

注目種・群集の生態を踏まえ、その生息・生育の状況を確認しやすい時期としま

す。調査時間帯は注目種・群集を確認しやすい時間帯とします。 

(1)予測の基本的な手法 

道路構造並びに注目種

等の生息・生育基盤及び

注目種・群集の分布か

ら、生息、生育基盤が縮

小する区間及び移動経路

が分断される区間並びに

その程度を把握します。 

次に、それらが注目

種・群集の生息・生育状

況の変化及びそれに伴う

動植物相を含む地域を特

徴づける生態系に及ぼす

影響の程度を、注目種・

群集の生態並びに注目

種・群集と他の動植物の

関係を踏まえ、科学的な

知見や類似事例の引用そ

の他の手法により予測し

ます。併せて、トンネル

工事の実施、道路の存在

（地表式又は掘割式、地

下式）による地下水への

影響が、地下水に依存す

る特殊な環境に生息・生

育する注目種・群集に対

して著しい影響を及ぼす

おそれがある場合は、そ

の影響の程度を科学的な

知見や類似事例を参考に

予測します。 

 

(2)予測地域 

調査地域のうち、動植

物の生息・生育の特性を

踏まえて、注目種・群集

の生息・生育環境に係る

環境影響を受けるおそれ

があると認められる地域

とします。 

 

(3)予測対象時期等 

事業特性及び注目種・

群集の生態や特性を踏ま

え、影響が最大になる時

期とします。 

(1)回避又は低減に

係る評価 

調査及び予測結

果並びに環境保全

措置を行った場合

にはその結果を踏

まえ、工事施工ヤ

ードの設置、工事

用道路等の設置及

びトンネル工事の

実施、並びに道路

(地表式又は掘割

式、嵩上式、地下

式)の存在による地

域を特徴づける生

態系への影響が、

事業者により実行

可能な範囲内でで

き る 限 り 回 避 さ

れ、又は低減され

ており、必要に応

じその他の方法に

より環境の保全に

ついての配慮が適

正になされている

か ど う か に つ い

て、事業者の見解

を明らかにするこ

とにより評価しま

す。 

事業特性、

地域特性及び

計画段階環境

配慮書の検討

を踏まえ、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 

土地又は工

作物の存在

及 び 供 用

（道路（地

表式又は堀

割式、嵩上

式 、 地 下

式 ） の 存

在） 

対象事業は、延長

約10.3㎞の一般国道

の改築事業です。 

道路構造は、地表

式、嵩上式、地下式

で計画しています。 

地表式又は掘割式、

嵩上式、地下式の存

在により、地域を特

徴づける生態系への

影響が考えられま

す。 
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表 10.3(19) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

景観 主 要 な 眺

望 点 及 び

景 観 資 源

並 び に 主

要 な 眺 望

景観 

土地又は工

作物の存在

及 び 供 用

（道路（地

表式又は掘

削式、嵩上

式 ） の 存

在） 

対象事業は、延長

約10.3㎞の一般国道

の改築事業です。 

道路構造は、地表

式、嵩上式、地下式

で計画しています。 

地表式又は掘割

式、嵩上式の存在に

より、主要な眺望点

及び眺望景観並びに

主要な景観資源への

影響が考えられま

す。 

(1)地域の景観特性 

調査区域の景観は、諏訪湖

周辺の水辺景観や霧ヶ峰高原

などの高山地景観が広がって

います。 

 

(2)主要な景観資源 

調査区域には、主要な景観

資源が 12 箇所存在します。 

 

(3)主要な眺望点 

調査区域には、主要な眺望

点が 84 箇所存在します。 

 

(4)景観法に基づく景観計画

区域 

調査区域には、以下の景観

計画区域が指定されていま

す。 

・岡谷市全域（長野県景観育

成計画） 

・諏訪市全域（諏訪市景観計

画） 

・茅野市全域（茅野市景観計

画） 

・下諏訪町全域（下諏訪町景

観計画） 

 

(5)歴史的風致の維持及び向

上に関する計画 

調査区域には、以下の重点

区域が指定されています。 

・下諏訪地区（下諏訪町歴史

的風致維持向上計画） 

 

 

(1)調査すべき情報 

①主要な眺望点の状況 

②景観資源の状況 

③主要な眺望景観の状況 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

文献その他の資料では、調査すべき情報が不足すると判断さ

れる場合は、聞き取り調査又は現地踏査により、必要な情報を

確認します。 

 

(3)調査地域 

実施区域及びその端部から3km程度の範囲とし、その範囲内

において、主要な眺望点が分布する地域とします。 

ただし、事業特性、地域特性により上記範囲を超えて計画路

線が視認される可能性がある場合には、適宜、拡大します。 

 

(4)調査地点 

主要な眺望点及び景観資源の分布、視覚的関係及び計画路線

の位置等を踏まえ、主要な眺望景観の変化が生じると想定され

る地点とします。 

 

(5)調査期間等 

主要な眺望点の利用状況、景観資源の自然特性を考慮し、主

要な眺望景観が当該地域において代表的なものとなる期間、時

期及び時間帯とします。 

(1)予測の基本的な手法 

①主要な眺望点及び景観資源の改変 

主要な眺望点及び景観資源と計画

路線を重ね合わせ、図上解析するこ

とにより、改変の位置、程度を把握

します。 

②主要な眺望景観の変化 

フォトモンタージュ法等の視覚的

な表現方法により眺望景観の変化の

程度を把握します。また、計画路線

の目立ちやすさを示す物理的指標を

用い、眺望景観の変化の程度が人間

に与える影響（圧迫感、目立ちやす

さ等）を整理します。 

 

(2)予測地域 

調査地域のうち、景観の特性を踏

まえて、主要な眺望点及び景観資

源、主要な眺望景観に係る環境影響

を受けるおそれがあると認められる

地域とします。 

 

(3)予測対象時期等 

計画路線の完成時において、主要

な眺望点の利用状況、景観資源の自

然特性を踏まえ、主要な眺望点及び

景観資源、主要な眺望景観に係る影

響を的確に把握できる時期としま

す。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、道路(地

表式又は掘割式、嵩上式)の

存在による主要な眺望点及び

景観資源並びに主要な眺望景

観への影響が、事業者により

実行可能な範囲内でできる限

り回避され、又は低減されて

おり、必要に応じその他の方

法により環境の保全について

の配慮が適正になされている

かどうかについて、事業者の

見解を明らかにすることによ

り行います。 

事業特性、

地域特性及び

計画段階環境

配慮書の検討

を踏まえ、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 
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表 10.3(20) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

主 要 な 人

と 自 然 と

の 触 れ 合

い の 活 動

の場 

工事の実施

（工事施工

ヤードの設

置、工事用

道路等の設

置） 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

工事施工ヤード及

び工事用道路等の設

置により、主要な人

と自然との触れ合い

の活動の場への影響

が考えられます。 

 

 

(1)触れ合いの活動の場の概

況 

調査区域には、人と自然と

の触れ合いの活動の場とし

て、自然観察や散策等の活動

の場があります。また、主な

行事として御柱祭や小宮御柱

祭もあり、沿岸部には遊歩

道、ジョギングロード及び公

園等が整備されています。 

 

(2)主要な触れ合いの活動の

場 

調査区域には、主要な人と

自然との触れ合いの活動の場

として、公園、祭り、遊歩道

等が48箇所存在します。 

 

(1)調査すべき情報 

①主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

文献その他の資料では、調査すべき情報が不足すると判断さ

れる場合は、聞き取り調査又は現地踏査により、必要な情報を

確認します。 

 

(3)調査地域 

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、調査地域

における人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域として実施区域の範囲とし

ます。 

 

(4)調査地点 

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、調査地域

における工事の実施による人と自然との触れ合いの活動の場の

影響を予測し、評価するために必要な情報を適切かつ効果的に

把握できる地点とします。 

 

(5)調査期間等 

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて、調査地

域における人と自然との触れ合いの活動の場の特性に係る環境

影響を予測し、評価するために必要な情報を適切に把握できる

期間、時期及び時間帯とします。 

 

(1)予測の基本的な手法 

主要な人と自然との触れ合いの活

動の場と、計画路線を重ね合わせ、

図上解析することにより、改変の位

置、程度を把握します。 

 

(2)予測地域 

調査地域のうち、人と自然との触

れ合いの活動の場の特性を踏まえ

て、主要な人と自然との触れ合いの

活動の場に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域としま

す。 

 

(3)予測対象時期等 

人と自然との触れ合いの活動の場

の特性を踏まえて、人と自然との触

れ合いの活動の場の特性に係る影響

を的確に把握できる時期とします。 

 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、工事施工

ヤードの設置、工事用道路等

の設置による主要な人と自然

との触れ合いの活動の場への

影響が、事業者により実行可

能な範囲内でできる限り回避

され、又は低減されており、

必要に応じその他の方法によ

り環境の保全についての配慮

が適正になされているかどう

かについて、事業者の見解を

明らかにすることにより評価

します。 

事業特性及

び地域特性を

踏まえて、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 
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表 10.3(21) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

主 要 な 人

と 自 然 と

の 触 れ 合

い の 活 動

の場 

土地又は工

作物の存在

及 び 供 用

（道路（地

表式又は掘

削式、嵩上

式 ） の 存

在） 

対象事業は、延長

約10.3㎞の一般国道

の改築事業です。 

道路構造は、地表

式、嵩上式、地下式

で計画しています。 

地表式又は掘割

式、嵩上式の存在に

より、主要な人と自

然との触れ合いの活

動の場への影響が考

えられます。 

(1)触れ合いの活動の場の概

況 

調査区域には、人と自然と

の触れ合いの活動の場とし

て、自然観察や散策等の活動

の場があります。また、主な

行事として御柱祭や小宮御柱

祭もあり、沿岸部には遊歩

道、ジョギングロード及び公

園等が整備されています。 

 

(2)主要な触れ合いの活動の

場 

調査区域には、主要な人と

自然との触れ合いの活動の場

として、公園、祭り、遊歩道

等が48箇所存在します。 

 

(1)調査すべき情報 

①人と自然との触れ合いの活動の場の概況 

②主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況

及び利用環境の状況 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

文献その他の資料では、調査すべき情報が不足すると判断さ

れる場合は、聞き取り調査又は現地踏査により、必要な情報を

確認します。 

 

(3)調査地域 

実施区域及びその端部から500m程度の範囲とし、その範囲内

において、主要な人と自然との触れ合いの活動の場が分布する

地域とします。 

 

(4)調査地点 

人と自然との触れ合いの活動の場が存在する地点や計画路線

に近接し影響が大きいと想定される地点等、主要な人と自然と

の触れ合いの活動の場の利用性や快適性に及ぼす影響を適切に

把握できる地点とします。 

 

(5)調査期間等 

人と自然との触れ合いの活動の特性、主要な人と自然との触

れ合いの活動の場を取り巻く自然資源の特性及び主要な人と自

然との触れ合いの活動の場の利用状況を踏まえ、それらが適切

に把握できる期間、時期及び時間帯とします。 

(1)予測の基本的な手法 

①主要な人と自然との触れ合いの活

動の場及び自然資源の改変 

主要な人と自然との触れ合いの活

動の場及びそれを取り巻く自然資源

と、計画路線を重ね合わせ、図上解

析することにより、改変の位置、程

度を把握します。 

②利用性の変化 

主要な人と自然との触れ合いの活

動に供せられる施設又は場の利用性

の変化及び主要な人と自然との触れ

合いの活動の場への到達時間・距離

の変化を把握します。 

③快適性の変化 

主要な人と自然との触れ合いの活

動に供せられる施設又は場から認識

される近傍の風景の変化が生じる位

置・程度を把握します。 

 

(2)予測地域 

調査地域のうち、人と自然との触

れ合いの活動の場の特性を踏まえ

て、主要な人と自然との触れ合いの

活動の場に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域としま

す。 

 

(3)予測対象時期等 

計画路線の完成時において、人と

自然との触れ合いの活動の特性、主

要な人と自然との触れ合いの活動の

場を取り巻く自然資源の特性及び主

要な人と自然との触れ合いの活動の

場の利用状況を踏まえ、主要な人と

自然との触れ合いの活動の場に係る

影響を的確に把握できる時期としま

す。 

 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、道路(地

表式又は掘割式、嵩上式)の

存在による主要な人と自然と

の触れ合いの活動の場への影

響が、事業者により実行可能

な範囲内でできる限り回避さ

れ、又は低減されており、必

要に応じその他の方法により

環境の保全についての配慮が

適正になされているかどうか

について、事業者の見解を明

らかにすることにより評価し

ます。 

事業特性、

地域特性及び

計画段階環境

配慮書の検討

を踏まえ、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 
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表 10.3(22) 選定した調査、予測及び評価の手法並びにその理由 

環境要素 

の大区分 

項  目 
当該項目に 

関連する事業特性 

当該項目に 

関連する地域特性 

手  法 
手法の 

選定理由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 
調査の手法 予測の手法 評価の手法 

文化財 文化財 工事の実施

（工事施工

ヤードの設

置、工事用

道路等の設

置） 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

工事施工ヤード及

び工事用道路等の設

置により、文化財へ

の影響が考えられま

す。 

(1)文化財の状況 

調査区域には、文化財保護

法に基づき指定される文化財

等は、史跡・名勝・天然記念

物が49箇所、建造物・石造が

86箇所存在します。また、周

知の埋蔵文化財包蔵地が多数

存在します。  

(1)調査すべき情報 

①文化財の状況（文化財の種類・位置及びその概要） 

 

(2)調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該

情報の整理及び解析により行います。 

 

(3)調査地域 

文化財の特性を踏まえ、調査地域における文化財に係る環境

影響を受けるおそれがあると認められる地域として実施区域の

範囲とします。 

 

(4)調査地点 

文化財の特性を踏まえ、調査地域における工事の実施による

文化財の影響を予測し、評価するために必要な情報を適切かつ

効果的に把握できる地点とします。 

 

(5)調査期間等 

文化財の特性を踏まえて、調査地域における文化財に係る環

境影響を予測し、評価するために必要な情報を適切に把握でき

る期間、時期及び時間帯とします。 

(1)予測の基本的な手法 

事業特性、地域特性を踏まえ、文

化財の改変の位置、程度による影響

の有無を把握し、類似事例の引用又

は解析による手法により行います。 

 

(2)予測地域 

調査地域のうち、文化財の特性を

踏まえて、文化財に係る環境影響を

受けるおそれがあると認められる地

域とします。 

 

(3)予測対象時期等 

文化財の特性を踏まえて、文化財

に係る影響を的確に把握できる時期

とします。 

 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、工事施工

ヤードの設置、工事用道路等

の設置による文化財への影響

が、事業者により実行可能な

範囲内でできる限り回避さ

れ、又は低減されており、必

要に応じその他の方法により

環境の保全についての配慮が

適正になされているかどうか

について、事業者の見解を明

らかにすることにより評価し

ます。 

事業特性及

び地域特性を

踏まえて、長

野県技術指針

を参考に選定

しました。 

廃棄物等 建 設 工 事

に 伴 う 副

産物 

工事の実施

（切土工等

又は既存の

工作物の除

去） 

土地の形状の変更

あるいは工作物の新

設を行うため、土工

工事（平面部、盛土

部、切土部）、橋梁

工事（橋梁部）及び

トンネル工事（トン

ネル部）を実施しま

す。 

切土工等又は既存

の工作物の除去によ

り、発生する建設副

産物（建設発生土、 

建設汚泥、コンクリ 

ート塊、アスファル

ト・コンクリート

塊、建設発生木材）

が、実施区域外に搬

出され、影響を及ぼ

すことが考えられま

す。 

(1)廃棄物等の処理施設等の

立地状況 

調査区域には、産業廃棄物

処理施設として、最終処分場

はありませんが、中間処理の

産業廃棄物処理業者は10社あ

ります。 

予測・評価に必要な情報は、事業特性及び地域特性の情報把

握により得られることから、調査は文献調査を基本とし、必要

な情報が得られない場合又は不足する場合には必要に応じて現

地調査及び聞き取り調査を行います。 

(1)予測の基本的な手法 

 事業特性及び地域特性の情報を基

に、建設工事に伴う廃棄物等（建設

発生土、 建設汚泥、コンクリ ート

塊、アスファルト・コンクリート

塊、建設発生木材）の種類ごとの発

生量及び最終処分量を予測する方法

とします。 

 

(2)予測地域 

 廃棄物等が発生する実施区域を基

本とします。 

 なお、再生利用方法の検討にあた

っては、実行可能な再生利用の方策

を検討するために、実施区域の周辺

区域を含む範囲とします。 

 

(3)予測対象時期等 

建設工事に伴う廃棄物等が発生す

る工事期間とします。 

(1)回避又は低減に係る評価 

調査及び予測結果並びに環

境保全措置を行った場合には

その結果を踏まえ、切土工等

又は既存の工作物の除去に伴

い発生する廃棄物等の影響

が、事業者により実行可能な

範囲内でできる限り回避さ

れ、又は低減されており、必

要に応じその他の方法により

環境の保全についての配慮が

適正になされているかどうか

について、事業者の見解を明

らかにすることにより行いま

す。 

 

事業特性及

び地域特性を

踏まえて、国

土交通省令及

び技術手法を

参考に選定し

ました。 

 


